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□―タリーの綱領

□―タ リーの綱領は、有益な事業の基礎として (a s  a  b a s i s  o十

w o r t h y  e n t e r p r i s e )奉仕の理想 (t h e  i d e a l  o f  s e r v i c e )を鼓吹 し、

これを育成 し (a n d )、特に (i n  p a r t i c u l a r , )次の各項を鼓吹、育

成することにある。

第 1  奉仕 の 機 会 と し て 矢B り 合 い を 広 め る こ と。( T h e

d e v e l o p m e∩t  o f  a q u a i n t a n c e  a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r

s e r v i c e i )

第 2 事 業および専門職務の道徳的水準を高めること。

(日i g h  e t h i c a l  s t a n d a r d s  i n  b u s i n e s s  a n d

p r o f e s s i o n s ; )

あらゆる有用な業務は尊重 され るべきであるという認識を

深めること。そ して□一タ リアン各 自が業務を通 じて社会

に奉仕するために、その業務を品位あらしめること。

第 3 □ 一タリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社

会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

(T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  s e r v i c e・ ・ ・ i )

第 4  奉 仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の

世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推

進 す る こ と。( T h e  a d v a n c e m e ∩t  o f  i n t e r n a t i o n a l

u n d e r s t a n d i n s ,呂① o  d  v v i l , a n d  p e a c e  ・ ・ ・. )



The Object of Rotary

T h e  O b i e c t  o f  R O t a r y  i s  t o  e n c o u r a g e  a n d  t t o s t e r  t h e

i d e a l  o十 s e r v i c e  a s  a  b a s i s  o f  1 / v o r t h y  e n t e r p r i s e  a n d ,  i n

p a r t i c u l a r , t o  e n c o u r a g e  a n d  f o s t e r i

F i r s t .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c q u a i∩ ta∩ce a s  a n

o p p o r t u n i t y  f o r  s e r v i c e i

S e c o n d .日 i呂h e t h i c a l  s t a n d a r d s  i n  b u s i n e s s  a n d

p r o f e s s i o n s  i  t h e  r e c o g∩it i o n  o f  t h e  v v o r t h i n e s s

o f  a l l  u s e f u l  o c c u p a t i o n s  i  a n d  t h e  d i t t n i f y i n g  o f

e a c h  R o t a r i a n i s  o c c u p a t i o n  a s  a∩ o p p o r t u n i t y

t o  s e r v e  s o c i e t y :

T h i r d .  T h e  8 p p l i c a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  s e r v i c e  i n  e a c h

R o t a r i a n i s  p e r s o n a l ,  b u s i n e s s ,  a n d  c o m m u n i t y

l i f e i

F o u r t h . T h e  a d v a n c e r n e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l

u n d e r s t a∩di n 3 ,  3  ① o  d  l l v i l ,  a n d  p e a c e  t h r o u s h  a

w o r l d  f e l  o w s h i p  o f  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l

p e r s o n s  u n i t e d  i n  t h e  i d e a l  ①十ser v i c e .



ま え が き

連年にわたる会員減少とこれに運動するかのような□―タリー諸

原則の崩壊現象の中、20 0 8年 度の 1年は、RI李東建会長の RIテ ー

マ 「夢をかたちに」の下で、当 27 6 0地 区・□―タリー愛矢□81の 「持

続可能な前進〃」の地区方針を掲げ、その具体的な展開として、O

□―タリーの綱領の再確認、の地区 ・分区 ・クラブの組織 ・機構の

整備、①調禾□の奉仕、0人 的 ・物的資源の維持強化の 4項 目を重点

的に語ってきました。

「持続可能な前進〃」に込めた思いは、新世紀への前進であり、□一

タリーの永遠の存続です。その思いの原点は、これまで□―タリー

と共に過ごした年月、□一タリーに誠意を持つて真面目にやってき

たであろうかという多少の反省の念と、これから先、10年 ・20年 、

□―タ リーにタロ何に対すべきであろうかという、10年 ほど前に沸

いてきた前途への問い掛けでした。

過去への反省と前途への問い掛けに対する答を得るには、向き合

うべき□―タリーの実体を出来る限り等身大に、過大評価せず過小

評価せず、正確に把握することが不可欠です。

その把握の過程の中で、これまで8宙:げながらll aいてぃた、□一タ

リーという集団は他の集団とはどこか相違しているのではないかと

いう予測が、やがて、□―タリーはまさしく大きな点において素B喬

らしく相違しているという確認になり、そうであるならば、□―タ

リーは永く相違を堅持して存続すべきだという当為の確信までに至

りました。

この確信に至つた時、当初の疑間に対する□答は自明です。□一

タリーは□一タリー自身によって錬磨された素B喬らしい心の永続的

な集まりでなければならないのであれば、我々は□一タリーに対し

誠意を持つて人生の 1部そのものとして相対していくべきであると

いう□答でした。

従つて、この 1年のガバナーとしての私の役書」は、□一タリーの



心を考えることの少なくなっている現況からも、会員に「□―タリー

の心」を鼓吹し、その心が凝縮して外に顕現している□一タリーの

組織 ・行事 ・活動等の 「□―タリーの形」を鼓吹し、再認識して賞

うことであるということに定めました。

こんな思いから、この 1年、理想の□―タリーを心に描き、心に

寄宿している純真な朗太君に励まされながら、最後の情熱を注いで

きたところです。

願わくは、いつの日か、人生を振り返つた時、我が人生に□―タ

リーありきと、ごく自然に思い浮かばような□―タリーとの付き合

い、そのような□―タリー人生を掴めることを。

これぞ、□―タリーの本望ですし、□―タリーの本願の筈です。

本文に取り上げた講題 ・閑話旧題 ・徒然十語 (とぜんとご)は 、

以上のような思いから、地区報 「奉仕の理想」の巻頭言としてのガ

バナー月信欄 ・善語座右欄、公式訪間のスピーチ、地区大会のガバ

ナー講話等で開陳したものや、ガバナー補佐 ・地幹事等当時のもの

に、処々手をカロえ、年度を終えた後の感慨も新しくカロえて、この機

会に一つの括りとして、遺すこととしたものです。

ご高覧を賜れば、これに過ぎるものなく、これまでの苦労は雲散

霧消です。有り難うございました。

2010年 (平成 22年 )11月 12日 片 山 主 水
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第 □ 講

「奉仕の理想」

□―タリーの最高のキーワー ドは 「奉仕の理想」

□一タリーを一言で説明し、ひとことで□―タリーを理解できる

言葉 ・・。それは、奉仕、親B垂、多様性、高潔性、リーダーシッ

プでもなく、いろいろな角度から言つて、間違いなく 「奉仕の理想」

のようです。※1

「奉仕の理想」。伺とも言えない優雅な字lElと響き。何とロマンに

満ちた言葉でしょうか/

そしてまた伺と憲昧不明な不可解な言葉でしょうか〃

ロマンに満ちながらこの意味不明なところがまた、各人にこの言

葉に思い思いの夢を1喫かせ、理想を詰め込ませ、字面と響きの相乗

効果で、「奉仕の理想」を□一タリー最高のキーワー ドとしています。

「奉仕の理想」という言葉の意味とその精神が解れば、もう、□―

タリーとの葛藤から解放され□一タリーを卒業したも同然です。

という訳で、最初に 「奉仕の理想」を取り上げたいと思います。

この 「奉仕の理想」という言葉は、「□一タリーの綱領」あるいは 「綱

領」の中では次の 3箇 所 (下線のところ)で 使用されています。※2

“)□―タリーの細領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹

し、これを育成 ・・することにある。(本文第 1文冒頭)

The Oblect of ROtary is to encourage and foster the

ideal of service as a basis of lA/Orthy e∩terprise and, in

particular,to encourage and fosteri

②第 3  □ ―タリアンすべてが、その個人生活、事業生活および社

会生活に常に奉仕の理想を適用すること。(本文第 2文 第 3号 )

T h i r d .  T h e  a p p  i c a t i o∩ o f  t h e  i d e a l  o f  s e r v i c e  i n  e a c h

-  1  -―



R o t a r i a n i s  p e r s o n a l ,  b u s i n e s s ,  a n d  c o m m u n i t y

l l f e ;

③第 4 奉 仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界

的親交によって、国際間の理解と親善と平禾□を推進すること。(同

第 4 号)

Fourth.The advancement of international

t、″lndersta十″`‖dins, goodwil, and peace throu呂|″
｀
‖ a

vvorld fe‖owship of business and professional

persons united in the ideal of service.

以上の三か所です。

「奉仕」の意味するところ

「奉仕の理想」を検討する前に、英語原文と日本語訳文の両方の

「ser v i c e」「奉仕」の意味を見ておきましょう。

英語の 「ser v i c e」は、ちょつとお世話することから職務、服務

としてする行為、貢献 ・奉仕行為等までを憲昧し、共通項は人に役

立つ行為ということのようですが、棚して 「ser v i c e」は水平方向

を指向し、日本語の 「奉仕」は対象的に、弱者の窮状を救助 ・支援

する上から下向きのいわゆる社会奉仕的な行為、あるいは反対に下

からお上に対して尽くす勤労奉仕的な行為を意味し、いずれにして

も縦軸方向の提供を意味しているようです。

□―タリーにおいて原語 「ser v i c e」の意味するところは、長年

使用してきたクラブサービス ・ヴォケーショナルサービス ・コミュ

ニティーサービスを含んだものとして理解されていますから、有償

無償を閣わず善恵を以て人のためにする、縦方向 ・横方向に限らな

い相当幅の広い有益な行為と考えなければなりません。

それと同時に、訳文の 「奉仕」の方も、同様な意味を有するもの

として、あるいはそれ以上の東洋人特有のものを含むものとして解

釈されていると思われます。

そのような中で、□―タリーが言うところの 「ser v i c e」「奉仕」

― -  2  - ―



は、いちいち断りがなくても、その時々において社会に及ぼす有用

1生に差のある幅広い奉仕のうちの、どのような奉仕のことを言って

いるのかは解ります。「奉仕の理想」と言い 「奉仕の理念」と言い、

あるいは□―タリーが奉仕に託す理想を掲げ、あるべき奉仕の方向

を示すの場合の 「奉仕」は、クラブ奉仕のような軽い奉仕ではなく、

決議 23- 3 4の ような声明を出さなければならないような 「奉仕」

のことです。

もともと、□―タリーは、多義的な 「ser v i c e」を、金部、鼓吹

し育成しようとしているのではなく、共通項を内包しながらも中心

においては内包していないもう少し高次の1生質の 「ser v i c e J、すな

わち、超我の社会奉仕、彼我調和の職業奉仕等を問題としている訳

です。

この意味において、□―タリーの現在の 「ser v i c e」は、日本語

の 「奉仕」に接近 ・変化し、深化した状態で定着していると思われ

ます。

「奉仕の理想」の意味するところ

さて、それでは一体、「奉仕の理想」とはどういう意味でしょう

か。耳にするところによれば、「奉仕の理念」説が有力なようです

が、伺か的を少し外しているような感じがします。「理念」なら理

念で、原文は居」の言葉を選択したでしょうし、現に追カロされた標準

クラブ定款第 5条 (四大奉仕部門)の 日本文では 「□―タリーの理

念」という言葉が初めて使用されていますが、英語原文では 「・…

Rot a r y ' s  p r i n c i p l e s .」という語が使用されています。

ところで、言葉の意味は、本来、その言葉だけでまず半」然として

いなければならないのが原貝」です。もし、半」然としない場合は、使

用されている周囲の環境 ,全体の趣旨等の関連の中で解釈されなけ

ればなりません。この 「奉仕の理想」は、奉仕 ・理想の一語一語の

意味ははつきりしていますが、「奉仕の理想」となると、また屑」問

-  3  -



題で、一筋縄では解き明かすことができません。そこで、「□一タリー

の綱領」全体ではどのような使われ方をしているか、大いに参考に

なるところです。

ところが、この綱領の短い文章の郎心な部分の 「有益な事業の基

礎として奉仕の理想を鼓吹し ・・」という中での 「事業の基礎Jと

「奉仕の理想」との結び付きの異常さ。同時に 「奉仕の理想」とい

う短い語の中での 「奉仕」と「理想Jの結び付きの異常さ。両方とも、

通常結び付かない語旬と語旬との結び付き方です。

前者の、事業の基礎と奉仕の理想の関係については、lp lぇば、事

業の基礎の 1つ として、貯畜を奨励するとか、人の和を強調すると

かと言うのであれば、伺の注釈もなく半」ります。それらは事業の資

本であり事業のための常識的な必要条件の 1つだからです。

後者の、奉仕と理想との結び付きの方も、私たちの理想、□―タ

リーの理想と言うのであれば半」ります。理想という語に続くのです

から、その前の語は人間がそれに類するものである筈です。それが、

意外にも意思を持たない奉仕という語が理想と結びついていますか

ら、理解に苦しむのです。

理解に苦しみますが解釈しなければなりません。

道筋の 1つ は、訳文の 「奉仕の理想」が 「理想の奉仕Jと はなっ

ておらず 「奉仕の理想Jと なっているこの 「奉仕」と 「理想」の工

語の語1原をそのままにして、そして、原文 th e  i d e a l  o f  s e r v i c e

の 「i d e a」の訳をそのまま 「理想Jと いうことにして、素直に主

体を補つて、我々が 「奉仕によって実現しようとする理想」、我々

が 「奉仕に込める理想、奉仕に託す理想Jあるいは、我々が考える「奉

仕の、理想の状態Jと いう恵昧にとるか、はたまた、道筋を変えて、

「奉仕の理想Jという捨て難い言葉ではあるが、主体が無意思物の「奉

仕」であるのにかかわらず理想と訳すところに混乱の原因があるの

ですから、理想と訳すのを放棄し、「奉仕の根底にある
“
人のために

"

するという奉仕の心 ・精神」と訳すか、取り敢えずこの二つの道筋

しかありません。

一―-  4  -― ―



「奉仕の理想」が使われている三か所とも意味が通じることがこ

の語の取り敢えずの正解である訳ですから、それを検討してみま

しょう。

Ⅲの本文、有益な事業の基礎として 「奉仕の理想Jを 鼓吹し、こ

れを育成するといううち、まず、「奉仕の理想」と「事業の基礎として」

との関連において、前記のように、主体を補つて、我々が「奉仕によっ

て実現しようとする理想」、我々が 「奉仕に込める理想」あるいは、

我々が考える 「奉仕の理想の状態」という意味にとってどうでしょ

う。これでは、「奉仕の理想」と「事業の基礎Jの両者の結び付きがしっ

くりいきません。

では、次の、理想と訳すのを放棄し、「奉仕の根底にある
“
人の

ために
"す

るという奉仕の心・精神・考え方」と訳したらどうでしょ

う。有益な事業の基礎として 「奉仕の心 ・奉仕の精神 ・奉仕の考え

方Jを 鼓吹し育成し…。これならば、「事業の基礎」と 「奉仕の心・

奉仕の精神 ・・Jと の関係がビタリときます。

カロえて、「鼓吹 ・育成し」との関係についても見てみますと、太

鼓をEl pぃて トランペットを吹きならして、鼓舞し、そして育成する

のですから、心 ・精神でこそB平応しますが、一方の 「奉仕によって

実現 しようとする理想J「奉仕に込める理想」「奉仕の理想の状態」

では、El pき込んでも(lⅢの文章は意味不明です。

12 1の「個人生活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適

用することJも 「奉仕の心 ・奉仕の精神 ・・を実践に移すことJと

なりますし、

(| )の「奉仕の理想に結ばれた 。・」というのも、「奉仕の心 ・奉

仕の精神で結ばれた 。・」と抵抗もなく解釈され、Ⅲ(2 ) 0とも落ち

着きます。

ということで、「奉仕の理想Jは 「奉仕の心」「奉仕の精神」「奉

仕の考え方」を表わ しているものと考えられます。「奉仕の理念」

と解釈しそのように訳すのもこの考え方に沿うものですが、それで

は、「奉仕の理念」というのは伺ですか、と反間され、「奉仕のある
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べき根本的な考え方」とかの不十分な言い換えをしなければなりま

せん。何よりも、百万人□―タリアン向けの言葉としても、十万人

□―タリアン向けの訳語としても、難解に過ぎますし、抽象的に過

ぎます。

私は、「奉仕の心」「奉仕の精神」ととるのが一番解りやすくてい

いように思います。

しかし、もう一つ、考慮しなければならない点があります。

それは、もし、id e a lが唯の心・精神であれば、sp i r i t・m i n d・心・

精神と書いた筈です。わざわざ、ld e a lという言葉を使う必要はあ

りません。そうであるのに、id e a lが使つてありますから、「高度な・

真の ・究極の ・理想的な 。心の寵もつた」というほどの願望的な高

次のニュアンスを含んだ心 ・精神の状態を指し示しているに相違あ

りません。

ですから、ここはただ単に 「奉仕の心」「奉仕の精神Jと 訳すの

ではなく、「奉仕の根底にある崇高な心 ・精神」「人のためにする奉

仕の理想的な心」「心の底からの本当の奉仕の心」という意味合い

を含んだ 「奉仕の莫 (しん)の 心J「真の奉仕の心J位 に訳せば、

単に 「奉仕の心」と言い放すのと違って、万事、丸く納まるのでは

ないかと思います。 この間 1部 肖」除

そして最後に、冒頭に戻りますが、意思を持たない主体として切

り捨てた 「奉仕の理想」の奉仕を、擬人的に扱って、奉仕自身が、

自分自身の立場から、□―タリーに、あるいは□―タリアンによっ

て鼓吹し育成して藁えるとすれば、どんな 「自分の理想」を鼓吹し

育成して蔓おうかと考えたB寺、奉仕自身はやはり理想として 「真の

奉仕の心」ばかりでなく「その心をもってする奉仕活動」そのものも、

心と形の二つながら揃って始めて 「私の理想」ですから、この 2つ

をと、奉仕自身は明言するのではないでしょうか。

ご承矢Bの 「社会奉仕に関する決講 23 - 3 4」 の諸原貝」第 4項 に

は、「奉仕するものは行動しなければならない。従つて、□―タリー
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とは単なる心構えのことをいうのではなく、また、□―タリーの哲

学も単に主観的なものであってはならず、それを客観的な行動に表

わさなければならない 。・」と宣言されているところでもあります。

※3

「真の奉仕の心」と 「真の奉仕の心をもつてする真の奉仕」

以上の諸点を考え併せますと、「id e a  o f  s e r v i c e」「奉仕の理想」

が究極に憲昧するところは、「真 (しん)の 奉仕の心」とその 「莫

の奉仕の心をもってする実践としての真の奉仕Jで あると言えるの

ではないでしょうか。 従 って、□―タリーの目的の核心部分の、

鼓吹 し育成する日本文の 「奉仕の理想Jは 、「莫の奉仕の心Jと 、

その形としての 「真の奉仕の実践Jの 双方であるという結論になり

ます。

※ 1  奉 仕 親 髄 多 様1 4  高 潔性  リ ーダーシッフ

「国際 □―タ リーの長期計画Jは 「中核 となる価l l S観」

として上記の 5つ を挙げている。この価値観は、R Iが

□―タ リー 。□―タ リーアンの考え方の中核的な価値

観 と して述 べたもの ではないようで、Rの 使命 ・職

務を遂行する上での価値観のようです。そ して、5つ

の価値観を上げているのみで解説が付いていないので、

どういうことを意味す るのが詳 らかであ りませんが、

価値観 として同程度に価値があるということではなく、

当然、それぞれニュアンスが異なると思われます。奉

仕は□―タ リーの 目的です、親B垂は□―タ リーに不可

欠の潤滑油です、多様性は必要ですが、□―タ リーと

いう基準値周辺での許容で しょうし、高潔性 |よ適度の

道徳的水準の堅持 ということで しょうが職業奉仕だけ

ではなく社会奉仕においても、いや人間生きる上にお

いても、重要 です、 リーダーシ ッブは R Iに はこれか

ら重要なものです、こんなメッセージではないで しょ

うか。
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※ 2

※ 3

※

□―タ リーの細領

中扉裏に全文掲載を参照

社会奉仕に関する決議 2 3 - 3 4

巻末資料金文掲載を参照

言葉の解釈

国内や国際間や、□―タ リーのような大集団で

使用 される言葉は、当然ながら、その言葉だけ

で意味が一義的に半」然としていなければならな

いのが原則です し、日寺が経 って、その言葉の解

釈に当た って、その言葉の成 り立ち、使用の経

緯、変化の歴史を矢□らなければ解釈できないよ

うな言葉を何等の定義 ・註釈なく使用すること

は、その情報が永 く保存される緊密な少人数の

仲間うち等の特殊の場合を除いては、その言葉

は当初のその選択の段階で既に失格です。言葉

が一旦文字として当事者全員に公表された以後

は、その文字のその時々の合理的な、客観的な

意味を探求 しなければならないものです。一部

の者 しか矢□ることができないような資料で補充

して、解釈を決定的に決めることは厳に慎 まな

ければならないところです。
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第□講

□―タリーの綱領 (1 )

綱領は冒頭で職業奉仕を宣明している。

ガバナーとして、□―タリーの基本問題について、見解を述べな

い訳にはいきませんから、1贋序として、□―タリーの綱領のことに

ついて、触れさせていただきます。※4

「□―タリーの細領」は次のように言います。※2

原文と日本語文の両方を、箇条書き部分を除いて掲げます。

「T h e  O b i e c t  O f  R O t a r y  i s  t o  e n c o t l r a g e  a n d  t t o s t e r  t h e

i d e a l  o f  s e r v i c e  a s  a  b a s i s  o f  v v o r t h y  e l l t e r p r i s e  a n d ,  i n

p a r t i c u l a r , t o  e∩c o u r a g e  a n d  f o s t e r i J

「□―タ リーの綱領は、有益な事業の基礎 として奉仕の理想を鼓

吹 し、これを育成 し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある。J

簡明な文章で非常にいいのですが、「有益な事業の基礎 として、

奉仕の理想を鼓吹 し育成するJと はどういう意味でしょうか。

「奉仕の理想」の憲昧については第 1話 で述べましたように 「莫の

奉仕の心とその心をもつて真の奉仕をすること」と致 しましょう。

しか し、綱領は□―タ リーの核心であ りながら、「奉仕の理想J

と同 じように、文章が簡潔に過ぎて半」りづらく、その上、このよう

な重要な文章 ・言吾句であるにもかかわらず、R Iが 有権的にその憲昧 ・

解釈を示 していませんから、十人十色の解釈がなされています。そ

のどれもが少 しずつ原文 ・日本文との対比 ・関連において難点を持つ

ていて、帰するところを矢□りません。

以下に、また一色を力□えます。

イ往‖覧の通 り、この文章は、前文 ・後支とか、前段、後段とが言い

ますが、一つの主語に二つの述語部分が a n dで 並夕」的に繋がれて



います。今、これを便宜上、第 1文、第 2文 と言いましょう。この

1文 ・2文 、どちらに重点があるというものではなく、a∩dで 結ば

れていますから、両方は対等ですが、平lEl紙上に文章で表わす以上

は、先後、どちらかを先に記載しなければなりませんので、同B寺で

はなくなるのは止むを得ませんが、どちらでもいい全くの対等か、

または、事の1原序として、例えば、総論から各論へ、抽象論から異

体論へ進む、自然の理に従つた前後がです。□―タリーの綱領も後

者のような憲昧の前後で記載されているようです。

さて、本文中の 「□一タリーの綱領は、有益な事業の基礎として

奉仕の理想を鼓吹し、これを育成することにある。」という文の必

要最小限の構成要素は、「有益な事業の基礎として」という修飾語

を除いた 「□―タリーの綱領は、奉仕の理想を鼓吹し、育成するこ

とにある。」ということになります。

もし、この文がこの最小限の 「□―タリーの目的は、奉仕の理想

を鼓吹し育成することにある。」で完結していれば、非常にすっき

りした意味の通りやすい良い文章であった筈ですが、不用意にも、

原文には 「as a  b a s i s  o f  v v o r t h y  e n t e r p r i s e Jという修飾旬 (訳

としては、現に訳されているような 「有益な事業の基礎として」と

いう連用修飾旬の可能4生と 「有益な事業の基礎としての」という連

体修飾旬の可台ヒ1生があります)を 伴なつています。

日本文が、連用修飾旬の方を採用して、「□―タリーの細領は、『有

益な事業の基礎として』奉仕の理想を鼓吹し育成することにある。」

としたことは、更にこの細領を難解にし、結果的にまことに罪深い

文章にしています。

1東文 の 「・encourage and foster the ideal of service as

a b a s i s  o f  v v o r t h y  e n t e r p r i s e 」に つ い て は、 そ の 中 の 「t h e

i d e t t o f  s e r v i c e  a s  a  b a s i s  o f  w o r t h y  e n t e r p r i s e」は、a sを、

asの 用法の 1つ の関係代名詞の省略形とみて、すなわち、as以

下はキ isですから 「奉仕の理想は有益な事業の基礎であるのだが、

その奉仕の理想を」となり、簡潔に 「有益な事業の基礎である (と
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ころの)奉 仕の理想」「有益な事業の基礎 となる (ところの)奉 仕

の理想」と連体修飾句的に訳 した方が良かったと思います。結果的

には 「有益な事業の基礎としての」という連体修飾句的に訳 したこ

とにな ります。

従 って、その場合の綱領第 1文 は 「□―タ リーの綱領は、有益

な事業の基礎となる奉仕の理想を鼓吹 し、これを育成することにあ

る。」という意味にな ります。※3

□―タリー百年来のミステ リー

さて、綱領の冒頭第 1文 は、結局、「□―タ リーの目的は、事業

の繁栄の基礎になる莫の奉仕の心による莫の奉仕の実行を鼓吹 し、

育成することであるJと 、高らかに宣明 している訳ですが、という

ことは、真の奉仕の心による真の奉仕の実行は事業の繁来の基礎に

な りますから、真の奉仕の心による真の奉仕の実行を しましょう、

換言すれば、莫の奉仕の心によって真の事業を営みましょう、その

心と意欲を鼓吹 し育成することが□―タ リーの目的であると言 つて

いる訳です。

すなわち、この一文は職業奉仕を冒頭で亘明 していて、職業奉仕

以外の奉仕のことに一言も触れていません。この点は一点の疑念も

ありません。憲昧不明な 「奉仕の理想Jが 綱領の第 1の 欠点とすれ

ば、この点は第 2の 欠点です。

綱領が、一点の疑念もなく断言 し、今まで改正されないというと

ころが、実は□―タ リー百年来のミステ リー、□―タ リーの七不思

議の一つです。

□―タ リーが現実に目的としている奉仕には、職業奉仕以外に、

それにも劣らない社会奉仕 ・国際奉仕 ・新世代育成 ・環境保全等が

ありますから、l B」故、綱領の冒頭に、「奉仕の理想」を、「事業繁栄

の基礎として」などと、殊更、事業活動だけに限定的に係わらせて、

職業奉仕だけを宣明 しなければならないかということです。

このことに疑間を感 じてない人は、□―タ リーの8佳一の重要な目

― -  1 1  - ― ―



的は職業奉仕なんですから、あるい|よ、唯―ではないのですが当初

から重要な目的の一つで、□―タ リーの最大の特色ですから、綱領

が、職業奉仕だけを亘言 していても当然ですと言います。

しか し、職業奉仕が唯一の目的でないことは前記の通 りです し、

□―夕 リーの創立経過的にも、現在の□―夕 リーの言う 「職業奉仕J

に繋がる商道徳の低下を会員間だけでも改善 していこうという思い

が、□一タ リー結成の 1つ の動機にもなっていた事実関係を理解で

きますが、それは、□―タ リアン仲間内の取電|のみに限つて商道徳

の低下を改善 していこうということであって、現時点での、会員間

の取Sに 限らず会員の内タトを間わない全方向の取Sの 道徳的水準の

向上ではないことも事実ですし、職業奉仕が他に誇る□―タ リーの

特色であることも最大限理解することができるにしても、まず一般

的な奉仕を述べ、次にその奉仕のうちの特色ある奉仕を述べるのが

事の1原序でしょう。そ してまた、□―タ リー全体の奉仕活動の現状

を考えるならば、細領の冒頭に「奉仕の理想」を、「事業の基礎として」

などと、殊更、事業活動だけに限定的に係わらせて、職業奉仕だけ

を亘明 しなければならない合理的な理由はありません。

また、続く第 2文 で項目屑」に他の奉仕のことが全部触れられてい

るから、筋が通るのではありませんかと言いますが、第 2文 のその

四つの項目の中で、第 1文 で蝕れられていないクラブ奉仕 ・社会奉

仕 ・国際奉仕だけに触れられ、職業奉仕に触れられていなければ、

多少の理屈は立ちますが、第 1文 で触れられた職業奉仕がまた第 2

項で、職業奉仕の道徳的水準の向上のことが却 つて詳 しく触れられ

ていますから、筋が通りません。

以上のように、職業奉仕のみを強調 し過ぎて、当然語らなければ

ならない社会奉仕一般には少 しも触れられていないという両E E lから

考えて、現綱領は、過乗Jと不足の複合不備であると思われます。

( 続く)



※ 1 綱領

綱領とはいかにも古色蒼然とした言葉で、共産党綱領

が自民党綱領位にしかないような老い先長くない、も

ういけないという語感です。原文が目的 obiectと書

いてあるのですから目的でいい。

しかし、日本語の綱領は、目的そのものだけではなく

基本理念だとか理想だとが、重要な方針 ・手段 ・方法

までを言い表す言葉として重宝です。因みに、 R定 款

|よ、第 3条 で目的 purpose第 4条 で綱領 obiectと、

両方を使い分けています。日本語の細領に相当する英

語は何でしょうか。

□―タリーの綱領

中扉裏に全文掲載を参照

「有益な事業の基礎として」

この語旬の中の 「有益なJと いうのは、「事業の 「有益

な〔‖基礎として」というのではなく、「有益なJ「事業

の基礎 として」というのでもなく、「有益な事業」の

「基礎としてJと 言つているのです。「有益なJは 「事

業」のみを修飾 しています。 しかし、今、この綱領の

重要な冒頭部分で、有益な事業だの、無益な事業だの

ということを、わざわざ有益なという言葉を入れて間

題にしなければならないでしょうか。全然、その必要

はありません。却 つて、「有益なJが 「事業」のみに

掛かり 「基礎Jに 掛かっていないことから、読む人に

よつては、「奉仕の理想」は、原文の 「as ab8sis of

vvorthy enterprise」日本文の 「事業に必要な幾つか

ある有益な基礎の 1つ としてJと いうニュアンスから、

「事業の唯―あるいは絶対的な基礎である」という融通

の効かない教義のニュアンスを読み取るような余地を

残してしまつています。

※ 2

※ 3
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第回講

□―タリーの綱領 ( 2 )

□―タリーの綱領を早急に大改正 し整備 しましょう

前題の綱領の話の続きです。

ところで、「綱領」と題する□―タ リーの綱領は、一体、誰に宛

てて亘言 しているのでしょうか。

この細領は、国際□―タ リー定款第 4条 、□―タ リークラブ定款

第 4条 として規定されていますから、間違いなく、□―タ リーの内

に向かつて□―タ リーアンに対 して、話 しかけているものです。

それとともに、この 「網領」だけが、□―タ リーの広報等に際 して、

各定款から切 り離されて 「□―タ リーの綱領」などとして独立に使

用される時等には、この 「綱領」を□―タ リー外の人連に認識 して

もらいたいという意味において、「網領」は外に向かって話 し掛け

るものでもあります。

このことを念頭において、前項の続きを考えてみましょう。

確かに、職業奉仕は、□―タ リーの奉仕活動の中でも、実践から

帰納された実践的な原則である 「最もよく奉仕する者 最 も多く報

いられる。」を指導理念に した重要な奉仕で、□―タ リーの存在価

値に特色を与える不可欠の奉仕分野です。

しかし、そうだからと言 つて、現に、□―タ リーの奉仕活動の中

で過半以上の比重を占め、社会が□―タ リーを評価するのは、職業

奉仕の点ではなく、む しろいわゆる一般的な人道的 ・教育的社会奉

仕の分野での素B喬らしい活動であるにもかかわらず、綱領の冒頭の

総論の中で、職業奉仕のみを取 り上げて他の□―タ リーの奉仕活動

を無視 していいということ|よない筈です。

しかも、□一タ リーの細領の中で触れられていないということが
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決定的に重要なことです。

ここでは、例えば、「□一タリーの目的は、奉仕の心とその心をもっ

てする奉仕の意義を鼓吹し育成することにある。」、あるいは、lplぇ

ば、「□―タリーの目的は、奉仕の心は人生の幸福と職業の繁来の

基礎になるという信念とその奉仕の心を育成することである。Jと

いうように、簡潔に触れ、分野を特定せずに総論的に述べておくべ

きであつたと思われます。※4

この点が、述べましたように現在の綱領の欠点中の欠点で、七不

思議の一つです。

「in p a r t i c u l a r ,」は 「特に」ではなく 「具体的に言えば、」・「イ固

別的に言えば」

次に、続く第 2文 の 「特に、次の各項を鼓吹、育成するにある」

の 「特に」についてですが、原文では ・・and , i n  p a r t i c u  a r , t o

e n c o u r a g e  a n d  f o s t e r iとなっています。

これをここで 「特にJと 訳すのは不正解です。欠点の第 3で す

日本語の 「特に」の用法は、前の話題に出てきた事項のうち、後

でもう一度取り挙げて強調する語感ですが、原文も訳支も、第 1文

で各種の奉仕事項が棚括的にあるいは総体的に、挙げてあるという

ような状況にはありません。見ての通り、職業奉仕のことだけを宣

明していますから、その意味からも、職業奉仕については後で触れ

てますから、「特に」でいい訳ですが、他の奉仕についてはここで 「特

に」と訳すのは適当ではありません。「par t i c u r a r」の語源に遡り

ますと、「par t」(部分 ・個々)あ るいは 「par t i c l e」(ノ」(片)と い

う意味ですから、ここは、andの 前の第 1文 では 「総論的 ・抽象

的に言つたが、」第 2文 では 「個々的 ・異体的に言えば、次の各項

を鼓吹、育成するにある ・」という流れで訳すのが、一番正鵠に近

い解釈だと思われます。

現に、四項目は、四つの奉仕分野全部について、個屑」に異体的に

挙げているとされていますから、第 1文総論、第 2文 各論として、

訳としてぴったりします。
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しかし、第 2文 の四I東目は四大奉仕を表わ しているでしょうか。

四項目は四大奉仕を表わ しているか ?

第 1号 はクラブ奉仕、第 2号 は職業奉仕、第 3号 は社会奉仕、

第 4号 は国際奉仕を定めたものと言われていますが、第 2号 の職業

奉仕と第 4号 の国際奉仕は間違いなくその通りですが、第 1号 の「奉

仕の機会として矢□り合いを広めること」とは、何と衷れでしょうか。

我々は心にひびく友を求めていますのに、奉仕の機会として矢□り合

いを広めるとは/ 矢□り合いを広めるというのは、クラブ奉仕のほ

んの一部に蝕れているかも矢□れませんが、クラブ奉仕の核心を衝い

ていません し、第 3号 も 「□―タ リアンすべてが、その個人生活、

事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適用すること」と言 つ

ていて、事業生活に奉仕の理想を適用するのは誰が考えても職業奉

仕のことです。全体として社会奉仕を述べたものであるとは至」底言

えません。

これら四項目の記述の内容自体にも、首肯できるような必然性を

読みとることはできません。

この囲I東目がここで言わんとする丹吉:げなるものを僅かに感 じ取る

ことができない訳ではありませんが、明確であることが重んぜられ

る綱領で、そのような不明朗な記述の仕方は、議論を混迷させるだ

けで、伺の益もありません。欠点の第 4で す。

標準定款 ・推奨細則に各四大奉仕を追カロ

200ワ年版手続要覧所収の標準クラブ定款には、2007年 4月 シ

カゴ開催の規定審議会において承認された第 5条 が、次のように記

載されています。

第 5条  四 大奉仕部門

□―タ リーの四大奉仕部門は、本 □一タ リー ・クラブの活動の哲

学的および実際的な基準である。

1.奉 仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実

――-  16  -――



させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるもの

である。

奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道

徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであ

るという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理想

を生かしていくという目的を持つものである。会員の役讐Jに

は、□一タ リーの理念に従つて自分自身を律 し、事業を行う

ことが含まれる。

奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または

行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるため、時には

他と協力 しながら、会員が行うさまざまな取 り組みから成る

ものである。

奉仕の第四部門である国際奉仕部門は、書物などを読むこと

や通信を通 じて、さらには、他国の人々を助けることを目的

としたクラブのあらゆる活動やフロジェク トに協力すること

を通 じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題

に対する認識を増うことによつて、国際理解、親善、平不□を

推進するために、会員が行う活動から成るものであるの

これを受けて、R理 事会が定める推奨クラブ細貝」にも、次の様

に挿入 ・追カロされました。

第 8条  四 大奉仕部門

四大奉仕部門は、本 □―タ リー ・クラブの活動のための理念

と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕である。本クラブは、四大奉仕部門の各部門に積極的に取

り組むこととする。

これら四大奉仕部門の明示的な追力Bは、これまで四大奉仕として

細領に謳われている内容は不完全なものであることを語っているも

のです。多くの人が不完全なものと感 じていた訳です。 し かし、

９
生

3.

4
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これで、完全なものとなったでしょうか。

定款 ・細則の両方のこの四大奉仕の追カロも、綱領の四項目との関

係については何も言わず、その間の内容的な整合はできていません

し、定款の 5条 自体の訳支も、「・・哲学的および実際的な基準で

ある」という定款中の他の用語と不釣 り合いな言葉が出てくるかと

思えば、「・・書物などを読むことや通信を通 じて、さらには、他

国の人々を助けることを目的としたクラブの活動 ・・」というよう

な砕けた□語体が混 り合 ったりたりしてよく練れていないようです

し、推奨細則の条文もその位置については、クラブ定款の方は綱領

の第五条の次に納まりよく追カロされているのに比 して、「第 6条 会

費J「第 ワ条採決の方法」の直後に 「第 8条 四大奉仕」と唐突に出

てきて、まことに居どころの惑いものです。熟慮 した形跡は更にな

い、一時 しのぎの付け焼き刃のような感 じがします。

しかも、定款 5条 の本文の 「・・活動の哲学的および実際的な基

準である。Jと いうのも、細貝」8条 の 「・・活動のための理念と実

践の枠組みである。」というのも、それぞれの原文はいずれも,「・・

p h i l o s o p h i c a l  a n d  p r a c t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  w o r k

o f t h i s  R o t a r y  c l u b .」という全 くの同一語旬であるのに、こん

なに二つの訳文が違 ってもいいものかと疑間に感 じるほどの問題を

多く含んだ追カロ改正です。

いずれにしても、長年月に亘 り、英米法的な伝統の下において、

その都度、糊墾 してきたという事情もあり、規定審議会という末成

熟の会議体で改正するという制度下でもありますが、内容的、形式

的、どの点から言 っても、現行の綱領は、現状の 「最善の努力によ

る最上の品質」として出来上がっているものとは到底言えません。

※2

何度も言うようですが、□―タリーが現実に 「超我の奉仕」を押

し立てて活動しているのですから、本来、まず、奉仕一般、社魯奉
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仕のことを規定するものでなければなりません。「超我の奉仕」と「最

も良い奉仕をする者、最も多く報われる」の旗を掲げながら、社会

奉仕、職業奉仕、国際奉仕と少しでも世の中の欠陥を埋めようと奉

仕に活動する□―タリー自身が、欠陥のある綱領を吹聴していてど

うでしょう。※3

□一タリーにとつて、□―タリアンにとつて、心と、心の方向 ・

目的が明確でなければ、混乱します。心が8高朗でなく、心の有耶無

耶が整理できないと、精神疲労を起こします。

□―タリーの綱領は、□―タリーで最も重要な文章であるだけに

この綱領の罪は想像以上に大きいというのが私の実感です。

原文も訳文も、このような難解な綱領をすぐにでも改め、理路整

然とした理解し易い、特に訳文は、格調の高い日本語の文章にしな

ければならないと思います。

難解な綱領では会員増強もできません。維持も困難です。

みんなで考えましょう。

※ 1 奉仕の理論

決議 23 - 3 4の うちに、次のような 「奉仕の理論」

「th e o r y  o f  s e r v i c e」という語が見 られます。「・・

まず第 1に 、奉仕の理論が職業および人生における成

功と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこと ・・J

最善の努力による最上の品質

職業奉仕のモッ トー 「最もよく奉仕する者、最も多く

報いられる」中の 「最良奉仕Jの 意味内容を屑」の言葉

で表わしたもの。第 5講 参照

「最も良い奉仕をする者、最も多く報われる。」

現行の 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

の 「最もよく奉仕する者」は原文 se r v e  b e s tで、質

的に 「良く」奉仕するの意味が、往々にして、量的に 「よ

く奉仕する」の意味に間違つてとられ易く、元々、「最

も良い奉仕をする者」と訳すべきであつたと考えられ

※ 2

※ 3
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ます。また、「幸侵いられる」は 「報われる」にすべきです。

能動態は「幸侵いるJ受動態は「報いられる」ではなく、「報

われる」を採用すべきです。



閑講旧題①■地区名1考

RI第 27601地1区と8■ タリ■愛知,1■ |■      |

1日本金圏1各1地区の当年度のガバナ‐が集まつて当年度の横の連絡

を密に情‐報を交換し、地EXI運営の一助とする為に、ガバナす会とい

う会議が年に数□開催されているがt余 所の地区の地区番号を電度

簡いても(私 を含めてほとんどのガバナニは覚わりはしません。

ガバナ‐の平均年齢は 66歳 なんですから。

ですから、そういう場での私の自己紹介の地区名は、覚えて買え

るように、第 2760愛 矢□県全県―区と言うことにしています。

この RI第 2760地 区という名称は、RIが 一方的に付けたもの

である上に、これまでも、10年 程度毎に変更されてきています。

その度毎に覚え直さねばなりません。

そもそも、地区を金く RIの 都合により、機械的で無昧乾爆な番

号で0平び捨てにするとは、少なくとも、□―タリーの紳士のするこ

ととも思えない失礼千高な話です。

当方には各地に当方固有の名称があり、都合もあります。各地区

の自由意志を優先して、早急に考え直して買いたいものです。

RIと 地区との事務的な連絡等の事柄には、今迄のように、各地

区に番号を設定するなり、事務的に命名すればよい。しかし、正式

名称は各地区の意思を取り入れるのが本筋です。

因みに、私は、2008年 度当初より、非公式に当地区肉向けに、

「□―タリー愛知 81」という名称を継続して使用し吹聴してきまし

た。

年度中にtお 隣りの第 2630岐 ‐鼻|二重地区と共同で、財団 ・米曲

の学友を主1カとした新型タラブの新設を得て(有り難|い―ことに「ロニ

タサ■1愛IREl182」||と雷うことに|な|りま
―
したと||■■■‐‐■ ‐ ■■
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第日講

奉仕 と親 陸と出席と

奉仕 と親陸は車の両輪 前 後の両輪

ご存 じの□一タ リーソング 「我等の生業」。

我等の生業さまざまなれど 集 いて図る心は一つ

求むるところは平和 ・親睦 力 むるところは向上 ・奉仕

お ヽ□―タ リアン 我 等の集い

という歌詞です。

この歌は、高名な明治 ・大正時代の高野辰之博士の作詩、岡野貞
一博士の作曲によるもので、お二人は名コンビで文部省B昌歌 「応、る

さと (兎追いしかの山 ・・)」「脳置月夜 (菜の花火日に入 り日薄れ ・・)」

「春がきた」「春の小川J「糸I業 (秋の夕日に照る山モミジ ・・)J「日

の丸」など数々の日本人の心に残る素B喬らしい名曲を作 つています。

この高名なお二人に、□―タ リーが□―タ リーソングの作詩作曲

の応募を依頼 したというその見識に涙が出るほど感心 しますが、

我等の生業さまざまなれど 集 いて図る心は一つ

求むるところは や わらぎ睦み

力むるところは  向 上奉仕

お ヽ□一タ リアン 我 等の集い

こういう人の手になる歌だということを念頭に置くとまたこの中

から、気が付かなかったことがいろいろなことが見えてきます。

冒頭に、□―タ リーの十一ワー ドの一つである職業を取 り上げ、

1業 種 1会 員の原貝」を 「様々なれど」という言葉で表わ し、職業は

多様であるけれども、目的は一つだ、一様だ、と見事な対比を謳 っ

ています し、それとなく、ただ図るのではなく 「集いて図る」と言

いて、悼尾にも 「我等の集い」と炉」会の大切さにも触れています。
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そ して、自分自身求めて得たいものは本□らぎ睦み、心の平安と親

睦であり、人として、社会人として務めなければならないものは、

向上と奉仕だと対旬で言 つています。 しかも、末□らぎ睦みはいずれ

も心の状態ですが、やわらぎは一人の心の状態であるのに対 し、親

B垂は心と心の交誼の状態です し、次の向上奉仕も、人間向上は当人
一人の内に向けた研鑽であるのに対 し、奉仕は人と人との間で成立

する行為です。それぞれの短い語旬の中にも、鮮やかな対比があり

ます。会員同志の親B垂の前には自分の心のやわらぎ ・平安を置き、

他人にする奉仕の前にはまず自己の向上を唱えています。

対比 ・対句の格調の高い詩であるとともに、内容的にも、実に、□―

タ リーの核心を突いています。

この歌が取 り上げる親睦と奉仕は、言うまでもなく、□一タ リー

を支えている二つの重要な核です。

この二つの関係は、二本柱と言われますが、同質の柱ではありま

せん。1本 は□―タ リーの天に向かって縦に立つ大黒柱、もう 1本

は会員を横に繋ぐ土台柱です。

また、車の両輪にも昔からl a lえられます。

いい讐えですが、両輪でも、同質の左右の両輪ではなく、前後の

両輪と考えなければなりません。

□―タ リーの目的の奉仕は前輪でハン ドルに直結 し、車の行き先

に方向1生を与え、どこへでも□―タ リーを導きます。t t B垂は後輪で

エンジンに直結 しノ、車にエネルギーを与え、□一タ リーに活力を生

み出 します。一方の奉仕は前から□―タ リーを先導 し、一方の親睦

は□―タ リーを後ろから支えます。奉仕が□―タ リーの存在理由 ・

存在価値に関することであれば、親睦は□一タ リークラブ存立の基

礎 ・土台です。二つは、そういう不即不離の関係です。奉仕も親睦

も両方とも、不可欠のものです。どちらが欠けても□―タ リーは□一

タ リーでなくな ります。

ある人は言います。親睦も目的である筈だと。
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確かに、当初は、心の平安、惑い、友好、親睦も目的の一つでした。

しかし、□―タ リーに日寺が経ち、親睦の上に奉仕というもう一つ先

の目的が設定された時から、親睦は終局目的から奉仕への中間目的、

奉仕への一中間過程へと、謙虚にその座を譲 りました。我等の生業

に歌われているように、親B垂は求めはしますが、務めるのは奉仕で

す。

今言いましたように、親睦は、求め、楽 しみ、親睦の中から奉仕

の活力を生み、奉仕の心を育て育むものです。親睦は□一タ リーを

支えるもの、奉仕は□―タ リーを導くもの、□―タ リーの前方の希

望の灯火です。t t B垂は□―タ リーの理想ではありません。

目的ではないもう一つの理由として、こういうことも言えるので

はないでしょうか。親睦は楽 しいものです 奉 仕は楽 しいものでは

ありません。却 つて苦 しいもの、厳 しいもの、嫌なものです。目的

というものは元来そういうものです。その代わ り、その目的を達成

した時の歓びは、また格屑Jのものです。奉仕は歓びを簡すもの、歓

びを感ずるものです。親睦は楽 しむものです。

歓びの精神状態は、楽 しみの精神状態よリー段と上位の精神状態

のようです。

そのような訳で、奉仕と親睦は、車の両輪のタロく不即不離、□一

タ リーに不可欠の要素でありますが、親B垂は、奉仕と同様な□―タ

リーの目的にまでは昇格はできません。それぞれ固有の役割を持つ

た前後の両輪です。

本年度 ( 0 8～ 0 9 )の 地区目標は、地区方針として 「持続可能な

前進 〃組織運営で ・奉仕活動で ・会員増強で ・・」ということを掲

げ、重点事項として 4 1東目を挙げていますが、その 3番 目の 「調禾□

の奉仕」といいますのは、l F lえば、貝オ団奉仕 ・米山奉仕 ・クラブ独

自の奉仕のような異なる部類のいろいろな奉仕の間で調木□の取れた

選択と実行が必要であるとともに、奉仕は、奉仕とは異なる他の□一

タ リー活動との間において、突出するのではなく適度の調和関係が、
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□―タ リーの持続可能な前進 〃のために、必要であることを言 つた

ものです。※ 1

上記に述べました、奉仕と親睦の調禾□は、調禾□の奉仕の最大のも

のです。

それではその調禾□点はどの程度のところになどと間かれますが、

奉仕は、□一タ リーが世界にあり得る存在理由ですし、同時に、□―

タ リーの希望の灯火ですから、五分五分でなく奉仕にそれなりの比

重を掛け、六分の奉仕 ・四分の親睦 リクブノホウシ シブノシンボク。

バランスよく並んだ歓びと楽 しみの同行どうぎょう二人の姿が□―

タ リーではないでしょうか。

「奉仕 と親陸と出席と」

次に、これらと例会への出席との関係に触れて見ます。

我等の生業の歌詞を借 りますが、歌詞が 「集いて図る心は一つ」

「お ヽ□―タ リアン我等の集いJと 注意深 く蝕れていますように、

奉仕と親睦はそれ自体で自立 し前進できることはできません。集う

こと、1週 間に 1度 、顔を合せること、会話を交わ して心を通わせ

ること、そのためのla l会への出席が不可欠の前提です。

クラブ定款でも、会員の基本的義務の会費納入義務の前に、毎週
―□開かれるlp l会に出席 しなければならないことを定めています。

このlp l会出席義務は、定款に規定されている会員の幾つかの義務

のうち、勿論、その程度によりますが、その履行を怠ることにより

退会の原因となる重要な義務として規定 しています。

それほど、lp l会出席は□―タ リーにおいては大切なものです。同

種同類の任意団体で、1週 間に 1度 の会合を定la lとしてぃるところ

があるでしょうか。家庭は言わば常時が例会で、間隔などはありま

せんし、学校や職場も視祭日を除くほ ヽ
｀
毎日が例会です。これらは、

すべての方向において人間関係の密度の高い集団です。 しかし、そ

れらは□―タ リーと、発生裡緯、あるいは設置機縁を異にしていま

す。ただ、その例会密度が高ければ高いほどその人間関係指数が高
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くなるということはだけは半」ります。□一タリ十五原則中の第 3原

貝」のlpl会原貝」はこの経験則に基づいています。□―タリーの七不思

議の一つと言われた出席率の高さですが、□―タリーは、この密度

の高い例会原貝」により、人間関係指数の高さにおいて、他の集団を

大きく凌駕しています。□―タリーが他に誇るべきもう一つの大き

な特色です。※2

ことほど左様に、「出席なければ親陸なし」です。

従つて、奉仕と親睦と出席の関係は、「出席なければ親陸なし、

親陸なければ奉仕なし。」です。同じことですが、

「□―タリーの目的は奉仕であり、奉仕は親B垂から生れ、親陸は

出席より始まる。」ということになります。

奉仕も親睦も、炉」会出席 ・行事参カロがあって初めて、友情も芽生

え親睦の実も上がります。奉仕の意欲のエネルギーも沸き上がりま

す。奉仕が□―タリーの存在理由 ・存在価値であれば、親睦は□―

タリークラブ存立の基礎 ・土台であると言いましたが、伊」会出席 ・

行事参カロは親睦 ・友情を支える更にその下の基礎 ・岩盤と言わなけ

ればなりません。

例会は、奉仕が目的地点、親隆が中継地点とすれば、出発地点です。

当地区においても、かつて全国一の 100 %に 近い高出席率を誇っ

ていましたが、現在では 90%の 前半を低迷しています。往年は厳

しかつた出席が、会員増強のために、緩やかになつてきているよう

ですが、持続可能な前進〃のためにどちらが正道か、よく考えな

ければならない時にあるようです。「出席なければ□―タリーなし」

です。

皆さん、今日のlpl会にご出席いただき有り難うございました。奉

仕は□―タリーの実、親睦は□―タリーの花、例会は□―タリーの

種です。しつかり、心にとめて頂きますように ・・。

ご静聴、有り難うございました。
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※ 1 地区目標 地 区方針 重 点事項

第 2 5講 ガバナーの年度計画参照

l p l会原貝J

第 8講 □―タ リー五原貝Jの第二原貝」

※ 2
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第回講

職業奉仕 の考え方 (1 )

最良奉仕の最多果報の実践理論

□―タリーの綱領冒頭で、□―タリーの目的は、事業の基礎とし

て、奉仕の理想を鼓吹 ・育成することにある、すなわち、職業奉仕

が□―タリーの目的であると亘言され、後段でも職業の道徳的水準

を高めるなどと記載されていますから、今回、お集まりの委員長の

皆さんが担当の職業奉仕委員会も、準備をしていただきました地区

の職業奉仕委員会も万々歳です。伺も言うことはありません。

しかし、改まつて、職業奉仕はと問われたら、何と答えますか。

今日はそれを考えてみる会合にしたいと思います。

よく出てきますので先にお断りしておきますが、「超我の奉仕」

の第 1モ ットーに対し、第 2モ ットーといわれるご承矢日の 「最もよ

く奉仕する者 最 も多く報いられる」という標語の 「最もよく奉仕

する」の質的に 「良くJ奉 仕するの意味が、往々にして、量的に 「よ

く奉仕する」の意味に間違ってとられ易く、元々、「最も良い奉仕

をする者」と訳すべきであったと考えられますし、「最もよく奉仕

する者 最 も多く報いられるJは 、「最もよく奉仕する者 最 も多

く報われるJで ある筈ですし、また、少々長すぎて弓1用に不便です

し、「最良奉仕の最多果報」と言った方がいいと思いますので、以下、

「最良奉仕の最多果報Jま たは 「最良奉仕」という形で喜1用します。

※1

さて、職業奉仕とは、事業遂行のうえで 「…事業の基礎として 「奉

仕の理想〔‖を ・・」適用 ・実践することです。

皆さん、先刻ご承矢□の通り、□―タリーが目的としている奉仕の

- 28   -



うち、社会奉仕と一般に言われる人道的 ・教育的 ・文化的な奉仕の

分野があります。この分野の理念は 「超我の奉仕Jで す。

これとは異なる考え方 ・理論による他の分野があります。

「最良奉仕の最多果報」の考え・理論に基づく職業奉仕の分野です。

R Iの 理舒では、手続要覧によりますと、職業教育も、職業表彰

も、職業上の技術等を利用 してする奉仕も、職業奉仕だと言ってい

るようですが、勿論、職業奉仕の一部と言 つて間違いではありませ

んが、 しかしそれらは、職業に関連 した社会奉仕であって、後に述

べる様な職業奉仕としての特殊なメルクマールを持 つていません。

l r lぇば、それぞれの職業上の技能 ・技術を利用 して無料よろず相言炎

会を開催 し実際に適用するのは、たまたま職業上の技能を利用 した

だけであって、趣昧上の特殊技能や職業に関連 しない特殊能力を利

用するのと変わ りなく、職業に関連 した社会奉仕です。

職業奉仕のメルクマールの部分は、職業という太いパイブで繋が

れている個人と社会の、職業を挟んだ利益 ・損失の園ぎ合いせめぎ

あいの場での最良の奉仕の最多果報の理論による一連の職業そのも

のの遂行です。これが職業奉仕です。

ですから、専ら社会のために、職業教育 ・職業表彰 ・職業上の技

術等を利用 してする奉仕は、職業奉仕の本体部分ではない訳です。

それでは 「・・事業の基礎として 「奉仕の理想Jを ・・J鼓 吹 し

育成するとはどういうことを言つているのでしょうか。

この意味については、第 1講 ～第 3講 で述べていますが、かい摘

んで言いますと、心の寵もった 「莫 (しん)の 奉仕の心」とその 「真

の奉仕の心をもつて莫の奉仕」をすることが事業の基礎になるので

すから、そのような奉仕の心で 「斯くあれば、斯くなるもの」とい

うその信念をもって、職業を遂行する一連の行為そのものが職業奉

仕だということです。

では、職業のうえで、「真の奉仕の心をもつてする莫の奉仕」と

はどういう奉仕のことでしょうか。
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それは、「奉仕の理想」の「事業生活」での適用にほかなりませんが、

「最良奉仕の最多果報」が充分に説明 しています。

この文章自体は、最もいい奉仕をする者は最も多く報われるとい

う事実を叙述するだけのものですが、これをモッ トーとしてみる訳

ですから、もう少 し意味を補充 し付カロして理解 しなければなりませ

ん③職業で最もいい奉仕をする者は最も多く報われる。この 「最良

奉仕の最多果報」の因果の法則は既に充分実証されていますから、

この実践原則を信 じて職業を遂行 しましょうというのが、この 「最

良奉仕の最多果報」の意味するところです。

それでは、「真の奉仕の心」を基礎付け、「真の奉仕」から導き出

されたその 「最良奉仕」とは何かということですが、それは、その

奉仕、その職業上注ぎ込む努力 ・労力 ・財草がいつか後 日、きつと

より多くの対価 ・報a l l l (感謝 ・称賛など精神的なものを当然含みま

すが、主として金銭上のものです)を 伴なつて還 って来る、そのよ

うな種を宿 している活動のことをいうのですから、相当質の高い奉

仕の筈です。※2

その最良奉仕の核心部分は、各人が職業上において、最善の努力

によつて最上の質のサーヴィス ・物を提供するということ、それ自

体です。

この質の程度は、各人が不断の最善の努力により蓄積 した技能 ・

ノウハウ等が最上のものとして結実 したものであり、その質の中に

は、機能的 ・昧覚的 ・安全的等の物理的な質ばかりでなく、精神的

な倫理的 ・道徳的な質の維持 ・向上も含まれるものです し、日寺間的

にも、サーヴィス ・物の提供の際のみならず、その提供に至るまで

の過程の前後における人的 ・物的資源の購入 ・調達等の活動 (これ

らの取ヨ|の対価の支払は一面ではその職業関係者に対する末実現利

益の配分の意味をも持 つています)の際の質も包含されるものです。

この両方の品質的質と精神的質がともに最上であって始めてその

サーヴィス ・物の質が最上の質と言えるものです し、また、各人の

可能な範囲のなかで精一杯の努力があつて最善の努力と言えるもの
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です。

この最善の努力による最上の質の両者が充足されて初めて最良奉

仕と言える訳です。

職業奉仕は、この両者が充足された最良の職業 ・事業を遂行する

そのことです。

□―タリーの守備範囲は倫理的基準の維持 ・向上

さて、そこで、□―タ リー草倉」の原点に遡って、□―タ リーの役害」、

□―タ リーの在るべきよう(様)を考えますと、この最良奉仕のうち、

通常有すべき品質等の質を有せず、劣悪な品質等を供給するなどと

いうことは、品質の問題というより倫理的な問題の範幅に入 ります

から、そのような倫理的問題に転嫁される劣悪な品質 レベルのこと

を除外 した物理的 ・技術的な質の向上のことは、□―タ リーの守備

範囲としなくても、む しろ、□―タ リーよりその分野において一層

適tp lな商工会議所等を始めとする職業関連団体に任せておくべきで

あり、ただ、□―タ リーとしても、品質向上のことを放置するので

はなく、その分野も最良奉仕として職業奉仕の重要な部分ですから、

そのことは会員に絶えず強調 し注意を喚起することに務めるととも

にその範囲にとどめ、精神的な倫理側面を守備範囲とすることがそ

の本分だと考えられます。すなわち、倫理上の質の向上、高度な倫

理基準の維持のことは、まさに多様な職業人の集まりである□―タ

リーこそが、矢□分矢□役、本来的職分とするに最も応、さわ しく、□―

タ リーの先取特権的職分、少 し言葉を選べば、□一タ リーが天から

与えられ当初より予定されていた、天の配斉」的職分というべきもの

であると考えられます。

□―タ リーが職業奉仕を強調する憲昧はまさにここにあります。

(続く)
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※ 1 果 報

因果応報の報。果報はよい矢□らせではなく、よい報い、

よい結果

※ 2 職 業奉仕深川純― PCは 、職業奉仕を 「満足を売 り感

謝を得る 莫 実を売り信用を得るJこ と、「勘定の世界

に心の世界を注ぎ込むJこ とであるという印象深い言

葉で説明されています。
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第回請

職 業奉仕 の考 え方 (2 )

難 しいのは倫理基準の遵守 ・倫理の向上の実践

述べましたように、職業における一連の最良の職業の遂行そのも

の、最良の職業の営み自体が職業奉仕である訳ですから、考え方と

しては決 して難 しくありません。

難 しいのはそのうちの倫理基準の連守 ・倫理の向上の実践です。

近年、職業上の競争が激化 し事業環境のゆとりがなくなったせい

でしょうか、職業の道徳的水準の低下の話題が新聞紙上を賑わせて

います。

品質の向上の方は、企業の利益拡大に結び付き易いですから、実

行が比較的容易ですが、職業倫理の維持向上は、却 つて利益を犠牲

にし費用の増大に繋がり易いところに、この実践の難 しさがありま

す。

それでは、どのようにすれば、職業倫理の維持 ・向上の心を堅持

することができるでしょうか。

少々込み入 つた話ですが、職業奉仕ばかりでなく、□―タ リー全

体の核心に関わることですから、聞いて下さい。

□―タリーは、一つの人生哲学

□―タ リーは、本質的に一つの人生哲学だと難 しいことを言われ

ていますが (決議 2 3 - 3 4 )、 哲学だなどと言わなければならない

のは、人間が、神のような純真な心の神1生と、獣のような本能の獣

性を持つだけであるなら、話は簡単ですが、人間はまことに厄介な

ことに、神性 ・獣性のほかに、人間自身が高度だと思つている中途

半端な人間特有の浅はかな精神能力を持 つていることです。神の世
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界に倫理問題は出来 しません し、対極の獣の世界にも道徳問題はあ

り得ません。人間だけがなまじいに有する人欲と理1生ゆえに□―タ

リーのいう哲学が生 じるのです。

その最たるものが人間特有の際限のない所有欲 ・金銭欲 ・名誉欲

です。そ してこれらの欲望を巡 って、理性に基づく欲望の待」御と反

省の、□―タ リーのいう哲学が生 じます。
一つは、おのれの 我 利我欲 あ るいは一つの我 (が)を 軸とし

て、奉仕によって生 じる自己の金銭的出捐を始めとする貝オ産的 ・時

間的 ・精神的損失 ・負担と、これらの損失 ・負担があつてもなお奉

仕 したいという欲求、あるいは奉仕 しなければならないという義務

の念、この損失 ・負担の□避 ・嫌悪の気持ちと欲求 ・義務感の両方

の相反する心理の葛藤の調整 ・調禾□と緩末□・解消に関する種類の場

面です。

もう一つは、 自利他利 を 両軸として他人ひいては社会の損失

において自己が利得する彼我の利益の衝突の場における上記と同種

の心理の葛藤の調整 ・調禾□と緩木□・解消に関する場面とがあります。

前者の葛藤は、自己一人の我利我欲に関する内心の三つの心情の

葛藤であって、職業とは無関係に、自己が社魯奉仕として出掲する

自己の損失 ・負担の痛み 。□避 ・嫌惑の情と、奉仕への欲求 ・義務

感とその充足による精神的満足との調禾□・緩和が問題の焦点である

のに対 し、後者は、職業の遂行において対立する、他人の損失にお

いて自己が得る利益のその正当性の説明 ・納得がまず問題の焦点で

す。

前者がいわゆる社会奉仕に関する部分であり、後者が職業奉仕に

関する部分です。

さて、その職美奉仕理論発生の原点は、他人の損失において自己

が利益を得る後ろめたさの気持ちをタロ伺に解消させ、進んで、その

利益の正当性をタロ何に説明 し自己を納得させるか、そ して、どこに

自己の職業の価値を見出すか、その理屈 ・理論の倉」造 ・発見にあっ

たと考えられます。
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そ して、その理屈として宣揚されたのが、職業人集団のまことに

一面□―タ リー的な、キ リス ト教的天職観を添L E lされた 「最も良く

奉仕する者 最 も多く報われる。」最良奉仕の最多果報の理屈です。

「最良奉仕の最多果報J。いい奉仕をする者は多くの報いを得るのが

世の自然だ、誠意を込めて真l E l目に仕事をしているのだから得ても

いいという理屈です。そ してその裏返 しとしての 「最多果報の最良

奉仕」。多く利益を得るのだから良い職業を遂行 しなければならな

いという積極的職業観 ・使命感への転換です。

この労働 ・職業観は日本的な天下の職分観とともに古くから日本

にも定着 していますように、現に良い仕事をすれば多くの利益を得

ることが事実として多く存在 しますから、この理屈が納得され易い

訳です。

□―タ リーの職業奉仕の現在の 「最良奉仕Jは 、「最良奉仕の最

多果報」の原理通 り、素本卜に 「最良奉仕は最多果報を招くJと いう

事業の最終目標の最多果報のための手段 ・原因の位置付けから、「最

多果報に誘導された最良奉仕J「多くの利益が得られるから、最良

奉仕をしようJと いう主客転倒された位置まで高められた 「最多果

報の最良奉仕」の奉仕理論の組み込まれています。「最良奉仕の最

多果報Jが提唱された頃の「最多果報」は、主として経済的報a l lであっ

たと思われますが、現時点においては物質的 ・精神的両l E lの報a l lを

含みます。そ して将来は精神的なものだけがS貧調されることになる

でしょう。

いずれに しても、手段 ・目的の位置を交替 した前後に関係なく、

最良奉仕の相手方にも最良の利益があり、果報を得る当方にも最多

の利益のある両利調本日の 「彼我 (ひが)の 奉仕」であることには、

違いはありません。

この理論は、明らかに 「超我の奉仕」とは居」の理念による奉仕分

野です。

□―タ リーの奉仕全般 に関する議論は、特に 日本 においては、職

業者のものの社会貢献1生・有用1生の確認、職業遂行による利益の不
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当利得4生の解消を契機とし、職業における最良奉仕の最多果報4生の

実践理論の確認を経て、この最良奉仕の実践理論を中心とする職業

奉仕の理論を軸に展開されてきたと言つても過言ではないというこ

とができると思います。

そして、現在、職業奉仕の理念は、上に述べましたように、更に

高められ 「最多果報の最良奉仕」を止揚して、多くの報い ・果報を

得ることができるから、あるいは得るために、最良の奉仕をしよう

という、利益誘因性の最良奉仕、あるいは有因性の最良奉仕ではな

く、「最良奉仕Jを 「最多果報Jか らt/Jり離しこれよリー段と高い

精神性によるところの、無因性の 「最良奉仕J、言葉を換えて言えば、

理屈抜きの純粋な 「最良奉仕Jの 理念に昇華させることが考えられ

つつあるように思います。

□―タリー貝オ団が 「世界で善いことをしよう」と提唱し、Rが

先年 「最良奉仕の最多果報」を抹〉肖しようとしたのも、職業奉仕の

理念を 「超我の奉仕」に融合 ・統一させたいという意思の現れと思

われますが、「最多果報の最良奉仕Jか ら 「最良奉仕」への理念の

昇華というのは、「超我の奉仕」より更に上の高度な精神性と倫理

性を付カロした超 「超我の奉仕」とでもいうべきものでしょうか。

超 「超我の奉仕Jと いい、純粋 「最良奉仕」といい、職業奉仕は

社会奉仕より精神性あるいは倫理性が高度で厳しい訳ですが、それ

は、社会奉仕の方は一方的に 「超我の奉仕」であって金銭的な対価

はありませんが、職業奉仕はギヴアンドテイクの双方的なもので金

銭的な対価を必ず受領するからです。受領するだけに厳しい訳です。

□―タリーは何故、目的の 1つ として職業奉仕を取り上げるか

ところで、□―タリーが、他の諸団体と同じように、一般的な社

会奉仕を強調するのは当然のことですが、□―タリーが、lalぇば、

健康、男女同権、環境保全、家庭、次世代育成等々、取り上げて閣

題とすべき事柄が多くあるにもかかわらず、殊更、綱領にまで、職

業を取り上げて、職業奉仕をこのように実践的にまた哲学的に問題

とするのは、何故でしょうか。これも七不思議の一つだけに、疑閣



に思わなければならないところです。

その理由は、職業が、本質的 ・不可避的に、全ての人間にとって、

弱肉強食の社会的な生存競争に関わる問題であり、人間活動の中で

他に比肩すべき類例がない最重要問題だからです.言 葉を継げば、

触れましたように、第一に、職業が、□―タ リアンを含めすべての

人間の赤裸々な姿が露呈される生存活動そのもの、個人と社会との

間における、両者の利益の衝突の最前線、職場はまさに我利と他利

とのせめぎ合いの主戦場で、一番問題を発生させ易い活動だからで

す し、第二に、利得の争奪を通 じて、その結果が職業の盛衰に直結

すると同時に、各人の職業の成功不成功が当該個人の幸不幸また家

族の幸不幸を最も大きく左右 し、日寺間的にも一生のうち、職業に費

やす時間ほど大きな暑J合を占めるものがないうえに、個人と社会を

結びつける太く国常的なハイフは職業というハイフ以外には無いか

らです。職業は、即、社会1 4を持つものだからです。

職業以タトで、例えば、先に上げ
｀
た健康問題|よ、なるほど、人間―

生の重要事ですが、職業が利益と損失を絶えず前面に押 し出 して、

その取Sを 以て社会と関わ り合い、社会と大きな接面と太いハイフ

で日常的 ・社会的な関わ りを持 つているのに比べ、健康問題は、こ

れほど大きな係わ りを持ち得ないからです。健康問題が社会との間

に発生させる摩i察が少ないからです。

この故に、□―タ リーは、社会奉仕を取 り上十ザる理由とは異なっ

た理由により、個人と社会が莫食」に対崎する職業を、一般的な社会

奉仕と共に、職業奉仕として殊更に綱領において取 り上げて云々す

る、いや、取 り上げなければならない理由がある訳です。単に歴史

的な経緯ばかりではありません。

さて、倫理遵守の方法の問題に戻 りますが、理1生を失わせるこの

困難な職業前線にあって、倫理基準を遵守 し向上させる方策は、職

業奉仕の理論を絶えず想起 し、それとともに、想起 し実行できる環

境を整備する。自分の殻に寵もらず、絶えず身を□―タ リーにB西し、



□―タ リーに心を通わせ、□―タ リーを心に繋ぎ、□―タ リーの心

を自分の心と一つに融禾□させ、この職業奉仕の理論と職業宣言を絶

えず反観 し、四つのテス トにより、職業遂行を事前にチェックし事

後に検証する 。・・。

「我欲は強く、意思は55い」我々人間のことです。このことの着

実な実行よりほかに、職業奉仕の、とりわけ職業倫理基準の連守の

王道は無いのではないでしょうか。

ご静聴、有 り難うございました。
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とあ人奈式は十歳粛|こおホぇ|ぶ|お本ち-1まどt薪套皇|ことっをは―とお豪
1深t もヽあと―な―るようで|‐うラタの定着率もぃぃ―ように感じまする

私の所属クラブの入会式は、紹介者による新会員紹介、新会員の

宣誓書朗読 1署名、会長による認定書授与、入会挨拶、情報委員長

または増強委員長の歓迎挨拶、会長によるクラブ計画書・会員名簿 ,

直近周年記念誌の贈‐呈、バッジ装着、全員の入会歓迎の歌、記念撮

影の順序で行なわれますが、このうち、新会員の宣誓書朗読署名と

それに対する会長の認定証の願与がこの入会式のメインイヴェント

で、椿調の高い宣警書と認定状の交換‐で一挙に雰囲気
‐
が高まり(入

会式を感‐鋒深いうのにしています。    ‐

‐B寸申ゲ傘け分|まど挙卜かツま―すが(ャ の余雫にとってはT生 一度の

- 39 -一 一



祭|が1申かれよ|すと||パネトカバナ■t
l■1稔‐佐|れ 産釜華1癌」1幹事 |九1産

会計長 1会 監  、‐各
‐
地区‐委‐ 会 委員長等 ‐ 各  ブ 会長 ‐幹事

(分区1単位のB手の参カロ役員tよ分EXI内各クラブ所属の役員 ・会長
‐
幹事 ・

パストーガバナ‐ :パス トガバナ十補佐等)の 参カロです。

年度当初は 1年 間を展望する懇訟と就任披露と決起激励の憲昧を

込めて、年度末|よ4年 の成果顕彰と反省の懇談と慰労の打ち上げで

す。 年 度当初の分区別の決起会の方が好評のようです。
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第日講

社会奉仕 と職業奉仕

社会奉仕と職業奉仕

□―タリーが、□―タリーでいう奉仕のうち、「奉仕の理想」を

鼓吹し育成し、その理想を適用 ・実践すべき分野として、職業奉仕 ・

社会奉仕 ・国際奉仕の三つを挙げていますが、私は、第 1に 、なぜ

この|‖東番なのか、この分類基準は何か、第 2に 、この外に重要な分

野を落としているのではないか、とかねがね疑間に思つていました。

なぜ、職業奉仕 ・社会奉仕 ・国際奉仕の順番か

入会当時から、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕を四

大奉仕といい、このうち、クラブ奉仕は□一タリーが目的としてい

る奉仕から除外するということを、特に明示的に聞いたことはあり

ませんが、長年のうちに、「超我の奉仕」「最良奉仕の最多果報」「奉

仕の理想」とかを問題にする 「奉仕」の中には、入つていないのだ

ということがそれとなく半」つてきました。

入会後、相当年数が経過するまで、□―タリーの綱領の箇条書き

の 4項 目に、クラブ奉仕からこの1原に奉仕分野が記載されていると

が、当時の推奨細則にもこの|‖東に委員会に関する規定が記載されて

いたとかのことは、見聞きすることがあったと思いますが、なぜ、

職業奉仕 ・社会奉仕 。国際奉仕の1贋番かなどという疑間は、当時に

は生じることがありませんでした。

ところで、□―タリーは、□―タリー独自の均整のとれた□一タ

リー理論を述べるために、すべての□一タリーの活動を、「奉仕」

という言葉で表現しています。

その中で、□―タリーは、□―タリーがその目的としている奉仕

と、目的以外の奉仕とを明確に区屑」していませんが、私自身は、前
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者を狭義の 「奉仕」、前者 ・後者を含むすべての奉仕を広義の 「奉仕」

として把握することにしています。この狭義の奉仕 (職業奉仕 ・社

会奉仕 ・国際奉仕)の 記朝の1原番、ひいては重要性の| 1贋番について

は、□―タ リーを□一タ リー外の人達に説明する日寺に、どちらを先

にしようかという場面に出会います し、また、年度当初に各クラブ

で幹事が中心になって、年度最初の炉」会か第二l a l会に間に合わせる

べく、クラブ計画書という立派な 5～ 6 0東 の冊子を作 ります。そ

の中のクラブ組織図 ・会員所属表の作成について、職業奉仕を社会

奉仕より先に書くか、社会奉仕の後ろに書くかと迷うことがありま

す し、ガバナー事務所でも、その年度の会長エ レク ト研修セミナー

P E T Sの 開催に合せて地区幹事が中心となって作る 「地区便覧」の

中の地区組織図 ・委員会名簿についても、同じ議論が起きることが

あります。

三つの考え方があります。

□―タ リーの本質に関わる非常に重大な問題であるから、譲れな

い、職業奉仕第一、社会奉仕第二の、職業奉仕こそ最前線派、事|よ

大 した問題ではないけれども意見が分かれるのなら、クラブなら会

長の、地区ならガバナーの好きな様に派、いや、今のB寺点では社会

奉仕こそが奉仕の大本派など幾つもの見解に屑Jれます。□―タ リー

経験が長ければ長いほど、当然それぞれの思い入れは強まります。

最前線派には過去から現在に至るまでの□―タ リー運動への深い

観察と愛情があります。好きな様に派の根底には、□―タ リーとい

うものに対する善意と友惰への大らかな連観があります。大本派に

は□一タ リーの永続への尽きない願望があります。

□―タ リーの誇る世界最初の職業倫理向上運動だからという最前

線派の考え方も、尤もなもので否定する積もりは毛頭ありません。

また、 □―タ リーが 1 0 0年 の経過の中で問題意識を持 つた1贋番、

あるいは活動として取 り上げた1原番だからという歴史的な理由付け

もありますが、職業奉仕の発生煙緯は、当初の仲間うちだけにおけ
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る、取喜の改善 ・正常化であつて、それから更に先の、仲間内の取

S範 囲から会員外一般取写|への範囲を拡大 した上での商道徳の向

上 ・倫理基準の高度化を剣程に入れ、職業奉仕を 「最もよく奉仕す

る者 最 も多く報われる」「最良奉仕の最多果報」の現在の職業奉

仕に質的に転換 したのは、□一夕 リーが最初に会員外 ・公共へ目を

向けた、かのシカゴの公衆 トイ レの設置を情矢とする社会奉仕の採

用より、遅れること十数年であるようです。従って、一概に、職業

奉仕に先駆けの栄誉があるとは断言できないようです。

私は、□―タ リーが、各 □―タ リーアン個人またクラブとして、

地域奉仕活動、青少年交換あるいは世界社会奉仕 V V  C S等として、

独自に現在行なつている諸奉仕活肇力、またこれとは屑」に、□―タ リー

貝オ団 ・米山記念財団を通 じて行な っている諸奨学活動等の □―タ

リー奉仕活動全般の状況、□―タ リーの奉仕活動の中で占める社会

奉仕 (国際奉仕活動を含む)の 昌」合 ・比重の大きさ・重要性を踏まえ、

また、□―タ リーの広報の観点からも、□―タ リーの目的としての

いわゆる狭義の奉仕の中から、外に向かつて第一に標梼 し宣揚すべ

きものは、やはり、全般的 ・一般的な社会奉仕であつて、特殊的な

職業奉仕ではないのではないかと思います。

2 0 0ワ年版手続要覧にありますように、標準クラブ定款第 4条 の

「綱領」に続いて第 5条 「四大奉仕部門」として、クラブ奉仕のほ

か職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕が、この1原に改正 ・挿入され、推

奨□―タ リー細貝」も同様に改正されていますが、この挿入 ・改正に

は大いに議論のあるところであり、それだけに、この改正があつて

も、私は、社会奉仕大本派の考えに賛同するところです。

□―タリーがなくなるか、ロータリーでなくなるか

今、仮に、□一タ リーから、クラブ独自の社会奉仕、□―夕 リーー

財団 ・米山記念を通 してする国際奉仕等を含む社会奉仕を捨てて、

□―タ リーの目的から外 したとしたならば、それでも□―タ リーは

□一夕 リーであり続けるでしょうか。それは、もはや、□―タ リー
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でもなく、存続も難 しいのではないでしょうか。

また、同じように、□―タ リーから職業奉仕を取 り除いたならば、

それでも、□―タ リーは□―タ リーでしょうか。他の奉仕団体と同

列となり、その中に埋没 しつつも存続はするでしょうが、□―タ リー

ではなくなるでしょう。

□―タ リーは、現B寺点において、2つ の DN A、 1つ は一般的な

社会奉仕としての DN A、 もう 1つ は特別な職業奉仕としての DN A

の 2つ を持 つてお り、発生B寺点も発生煙緯も異なる、この 2つ の

DN Aが あって初めて現在の□―タ リーなのですから、どちらが欠

けても、□―タ リーがなくなるか、ロータリーでなくなるかの違い

はあつても、□―タ リーの歴史はそこで閉じられると考えなければ

ならないものと思います。

その恵昧において、両者とも実質的に、ロータリーに不可欠の奉

仕であつて、同程度に重要な奉仕です。ただ、形式的には、一般を

先にし特別を後ろにするところで しょうし、また、初めに属性を語

り、次に特徴を告げるのが順序であるような気がします。

職業奉仕 ・社会奉仕 ・国際奉仕の分類基準は何か

ところで、上述の検討では、職業奉仕と社会奉仕のことばかりで、

国際奉仕には触れていませんが、それは、国際奉仕は社会奉仕の一

部だからですが、一体、職業奉仕 ・社会奉仕 ・国際奉仕の分類基準

|よ伺でしょうか。

社会奉仕と職業奉仕との間には、画然とした分界線があつてその

区分は、明確ですが、社会奉仕 。国際奉仕には確たる分界基準はなく、

両者とも、社会的55者に対する救済を主とした人道的奉仕、次世代

青少年の育成の新世代奉仕 ・才能開発助成 。文化事業支援等を奉仕

の中身としていて、僅かに、世界平不□、国際親善、国際友好が国際

奉仕の独 自の分野かと思われますが、これとても、理論的には国内

においても類似の分野はあり得るものですから、両者には、殆ど対
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象分野に質的な差はないと言 つてよく、その場合、民族 ・言語 '国

境等特殊の要素はあるにしても本質的なものではなく、結局、単純

に国内的か国際的か、換言すれば、外国人を対象とする活動か、外

国においてする活動かの一線が、社会奉仕と国際奉仕を分ける基準

のようです。

もともと、□―夕 リー自身が、□―タ リー理論を述べるに際 して、

すべての□一タ リーの活動を、「奉仕」という言葉で表現すること

としたために、クラブに内在的な管理運営まで、その一l E lを有する

が改に 「奉仕Jと 言い表わ しただけで、クラブ奉仕は、□一タ リー

の運動として□―タ リーの目的とすべき性質の活動ではないもので

すし、また、□―タ リーの目的である奉仕のうち、社会奉仕と職業

奉仕を分離 しているのは、奉仕の思想 ・内容 ・対象 ・手段等の実質

の違いによるものです。社会奉仕はいわゆる人道 ・福祉 ・教育 ・学

術等の社会奉仕活動を対象とするものであり、職業奉仕は職業の技

術 ・倫理の向上、最良奉仕を分野とするものです。それは一部にお

いて、社会のため、社会に貢献するものではあつても□―タ リーの

いう社会奉仕ではありません。奉仕の精神 ・考え方、これを理念と

いうならば、理念が違います。※ 1

それに喜|き替え、国際奉仕は社会奉仕の一部門の国際版であり、

同 じように、新世代奉仕は社会奉仕の一部門の青少年育成であり、

うち、青少年交換はその国際版ということができます。

クラブ定款第 5条 四大奉仕部門、あるいは推奨クラブ細貝J第8条

四大奉仕部門がいうように、職業奉仕 ・社会奉仕の区分は、「哲学

的な規準」「理念の枠組み」、すなわち、理論上の基準によるもので

あるのに対 し、社会奉仕 ・国際奉仕 ・新世代奉仕の区分は、「実際的」

「実践」上の基準によるものです。クラブ奉仕はその中間的なと言

いますか、理論的 ・実践的な両者の混在 した枠組みの感 じがします。

以上を整理 しますと、狭義の奉仕、すなわち、□―タ リーが□―

タ リーの目的としている奉仕には、社会奉仕と職業奉仕があり、こ
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の場合の社会奉仕は、国際奉仕 ・新世代奉仕等を含んだ理論上の社

会奉仕、広義の社会奉仕のことであり、社会奉仕 ・国際奉仕 とが、

社会奉仕 ・新世代奉仕とかという時の社会奉仕は、「実際的な 。実

践的な」狭義の社会奉仕を意味 しているということになります。そ

の筆法でいけば、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕を四

大奉仕というならば、新世代奉仕を入れて、五大奉仕と言うことが

できますし、その方が実際的 ・実践的で筋が通 ります。

更に、これまでの奉仕活動が総て人間のための奉仕であって人間

中心的な考えによるものであ りますが、環境奉仕は、その視点を
一八〇度転換 し、人類もその一部とする全地球生物 ・全地球自然の

目線で、金地球生物 ・全地球環境を考えようとする画期的な保全活

p l lで、 しかも、これまでの奉仕活動とは質的に異なる奉仕分野すか

ら、環境奉仕を格上げし、六大奉仕と言われなければなりません。「人

間に奉仕Jか ら 「地球に奉仕」へです。※2※ 3 続 く

※ 1 前 講第 6・ 7講 職業奉仕の考え方参照

※ 2 後 述第 20講 環境保全参照

※ 3 名 古屋東南クラブ細貝」は、20 0 3年 度 から六大奉仕委

員会になっています

46 -――



第回講

□―タリーの目的 三 我 の奉仕
超我の奉仕 彼 我の奉仕 畦 我の奉仕

「超我の奉仕」の社会奉仕

□―タ リーが目的として活動 している幅広いいろいろな奉仕を理

論的に整理 しますと、三つの分野に整理することができると思 って

います。
一つは、RIが 第一標語に指定 している 「超我の奉仕」の理念に

基づくいわゆる社会奉仕と言われる奉仕の分野です。国内タトを問わ

ず、社会的弱者に対する救済を主とした人道的奉仕、次世代青少年

の育成の新世代奉仕 ・才能開発助成 ・文化事業支援等の分野です。

□―タ リー財団を通 じ、あるいはクラブ独 自に実行される□一タ

リー奉仕活動の中で、この社会奉仕が過半を占めているのはご承矢□

の通 りです。

勿論、「超我の奉仕Jと いうのは、減私奉公、貝」天去私、という

ような自分を無にしてする奉仕、自分の身を切 ってまでする奉仕で

はありません。自分の欲を待Jし少 し小さくして、我を越えよう、我

欲を越えよう、そういう気持ちでしようという奉仕です。

大きな痛みを伴なわない奉仕、長く抵抗感の残らない奉仕、比較

的緩やかな奉仕、これが 「超我の奉仕」の意味するところです。

この 「超我の奉仕」の心は、二十世紀第 3四 半世紀以降の地球上

の人間社会の現状をみる時、共助共生 (共に助け合い共に生きる)、

屑」の言葉で言えば、分かち合い (命を分かち合い食を分かち合い、

損得を分かち合い、喜怒衷楽を分かち合うこと)が 必要不可欠であ

り、それら共助共生 ・分かち合いを精神lE lから支える、善意のやさ

しい心 (慈悲慈愛という程の深亥」なものでなく、人のため世間のた

めを少 しばかり思う心)と 感謝の心とによる助け合いの精神の堅持

が重要であるとの認識によるもので、専ら社会のために尽くす奉仕
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です。物質的な見返 りは度外視です。それ故に、一方的ですが、 し

かし緩やかな 「超我の奉仕」です。

「彼我の奉仕」の職業奉仕

その三は、「最も良く奉仕する者 最 も多く報われる。」「最良奉

仕の最多果報Jと いう考え ・理論による職業奉仕の分野です。

職業奉仕は、「最良奉仕の最多果報Jの 実践帰納的な考えに基づ

いてなすところの最良の仕事 ・サービスを提供するその職業の遂行

そのもののことです。

5・6講 で述べましたように、ここにいう最良奉仕 というのは、

最善の努力による最上の質の物 ・サービスの提供です。この最上の

質の中には、物理的な質と精神的 ・倫理的な質の、物心双方の質が

含まれています。この最良のサービスの提供とそれの前後一連の行

為そのものが職業奉仕です。

職業奉仕は、最良の職業を遂行することにより、社会にも結果的

に利益になり、自己にも利益があると考える 「最良奉仕の最多果報」

の理論によるものです。

この 「最良の職業の遂行」の 「最良奉仕」の中で、職業人に技術

的 ・倫理的研鑽 ・向上が求められ、職業に存在ll m値が生れ、職業人

に自覚とめ持が生れ、職業に品位 ・品格が生れ、また、求められる

ようになるの訳です。社会への奉仕は結果的なものでそこに職業奉

仕の目的がある訳ではありません。職業奉仕の目的の力点は物心両

lE lの「最良の職業」の遂行にあります。対崎する一方の社会奉仕の

社会への奉仕は結果ではなく目的です。ここに両者の基本的な質的

相違があります。

この職業奉仕は、一方的な 「超我の奉仕」に対比すれば、「超我」

でなく両利 「調禾□の奉仕Jで あり、「我Jを 軸とすれば両利の 「彼

我の奉仕」です。

「畦我の奉仕」の自分自身の人間向上奉仕

このようないわゆる社会奉仕と職業奉仕の 2種 類の奉仕の外に、

私はもう 1つ □一タ リーの目的とすべき奉仕分野があるのではない
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かと思つています。これが 今 日の話のポイン トです。

昔から、修身 斉 家 治 国 平 天下 と 言います。

天下を治めるにもまず我が身の修養から始まるという君子の教え

です。何事によらず、まず、当該事に当たる者の矢□育 ・徳育 ・体育、

トータルとしての質的な人間向上、すなわち、教養修得 ・精神修養 ・

人格陶冶から始まらなければ、あるいは共に進めなければならない

とする考え方です。□―タ リーでも、人間向上のことがなければな

りません。このことが当然先に来なければならない筈です。

身を匡 し身を清め、徳を積み身を修める。

社会奉仕もこの上にあり、職業奉仕もこの内にあります。

お  ヽ□ ―タリー 〃 こ の素B青らしい人の集まりよ〃

□―タ リーは、奉仕を志す者の集団でありながら、毎週の例会を

中心に親睦を尊重 し、奉仕の中には職業倫理を強調する特色ある職

業奉仕を高く掲げ、それとともに、多種多様な職業と多種多様な才

能を有 し上質の素質を有する、素B吉らしい人の集団です。

これ程の人の集団が身近に□―タ リーのほかにあるで しょうか。

このことをまず□―タ リー自身が自覚 しなければなりません。

そ して、□―タ リー自身が□―タ リアン自身が、「我のほか全て

我が師Jと 謙虚に観 じたならば、観ることができたならば、□―タ

リーに優る有効な生涯教育の道場はありません。これ程優秀な社会

教室はありません。

多くの先輩□一タ リアンも、話をされる度毎に、会員自身の教養

修得 ・精神修養 ・人格陶冶の人間向上が□―夕 リーの第 1の 目的で

あることを、強調されてきています。

「三我の奉仕」を回―タリーの綱領に明記

勿論、人間向上が□―タ リーの第 1の 目的であるとする見解に、

私も諸手を挙げて大賛成ですが、強調するのにカロえて、□―タ リー

は、会員自身の教養修得 ・精神修養 ・人格陶冶の人間向上を社会奉仕 ・

職業奉仕とともに明確にし、しかも堂々と綱領をもつて□―タ リー

の目的として、理論的に整理 して取 り上げ、□―タ リアンも意識的
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にこのことを自覚しなければならないと思つている訳です。会員各

自の□―タリー入会の、また在会の理由の一つが自分自身の向上で

あることが、アンケー トなどによって会員の意思として示されてい

るのですから、この点から言つても、□―夕リーは素直にそれを受

け止め、躊躇することなく、□―タリー自身の目的と認めていかな

ければならないと思うのです。

「超我の奉仕」・「彼我の奉仕Jに 対比し 「我」の軸にこだわれば、

人間向上は 「唯我の奉仕」ということになります。

こう名付けることによって、自利 ・他利の関係を、「我」を焦点

にして観て、「超我の奉仕」「彼我の奉仕」「唯我の奉仕」のように 「三

我の奉仕Jと して整合した形になります。

以上の□―タリーの目的とする奉仕について、分類 ・整理し、ま

とめれば、次のようになります。

第 1は  専 ら自己の出掲を以て、社会のために尽くす社会奉仕

であるこの奉仕は、慈愛と感謝の心 ・分かち合いの精

神とによる共助共生を目指す 「超我の奉仕」の精神に

基づく

第 2は  自 己と社会とを固く結ぶ各自の職業の遂行を通じて、

最善の努力による物心ともに最上のサービスを社会に

提供することによつて、社会に貢献するとともに、自

己に適正な利益を得ることとなる職業奉仕であるこの

奉仕は、「最良奉仕の最多果報」の両利調禾□の 「彼我

の奉仕」の精神に基づく

第 3は  専 ら互いに人間向上をめざして切確琢磨する自らに奉

仕する 「唯我の奉仕」であるこの奉仕は、多様な職業

人よりなる□―タリーは人間向上のための学習の絶好

の機会なりと承矢日し、かつ社会に対して奉仕する心は

誠実にして少欲矢□足であると同時に社会に対し良き指

導1生を備えなければならず、それ故、期待される□―
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タ リアンとなるための人間向上は各人の人間的道義責

任であるとの考えに基づく

最後に、この人間向上の目的と親B垂を混同することがありますの

で、触れますが、親睦は、上記の三我の奉仕を支える共通の土台と

な り潤滑油となり機会とな り契機となるものですが、□―タ リーの

目的そのものではなく、また、親睦は会員同志の間において成立す

る情誼の交流をいいますが、向上のことは会員自身の向上のことで

すから、自分自身の内に成立するものです。事実、親睦の中で学び

とり教えられることが多いわけですから、人間向上と親B垂とは密接

に関連はしますが、自ずから異なるものであることは、半」つていた

だけるものと思います。
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閑話|口毒③‐1強調1月1間|

我々口Tタ リアンは今4可をなすべきか。

もう50年近くも前のことになりますが(就任車々の険悪なキュ上

バ関係の中で、ケネデイ新大統領が就任式において国民めブいに訴え
た演説の有名な次の一節はまことに感動の一節です。

「問い給うな、国は自分のために1可をしてくれるかと。

問い給え、自分は国のために個ができるかと。」

Ask not what your country dO fOr you,

ask what you can do for your country.

好むと好まざるとに係わらず生まれながらにしてなった国民と国

との関係と、自らの意思により選択して入つた□―タリアンとクラ

ブとの関係とで1よ、勿論、同列に論じられないこと|よ重々承矢□して

いますが、それでも皆さんに、次のことを自問していただければと

思います。新年度に入るに際して、時P88をかけてでも考えていただ

きたいと思います。

「自分はEl一タリーに何を求めるか。」「□一タリーは今何をなす

べきか。」そして、「自分は今何をなすべきか。」

この三つの問いは、□―タリーの発祥の原点、□―タリーの存続

の条件、CIl―タリアンの衰務は、何かということですが、これら□一

タリーに対する基本的な理解と視点を持つてEl―タリーに対し、あ

るいは□―タリアンとして、毎日を過ごし行動するのと、そうでな

いのとで|ま、長年のうちには計り知れない違いをもたらします。

地区特別ロータリー強調周間 「□―タリーを考える周間」

RIは特定月に特定の□Tタ リー活動を強調するために□ニタ

リー特月」月間を定めています。これまで7月は識宇率向上月間で
あったのが、2年前の2006年度より3月に指定変えになり、7月

はおそらく年度始めでクラブの運営に忙しく、
‐
奉仕活動の特別月間

は押辱し、ないと考えたのでしょう|IR II事そのまま短‐も指定しま
せんをしたと・ら角|も向様|と空t そヽいます。| ‐  .‐

‐
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してみで下さいる|・
・ |  |  ‐  ■ ~| |  | |

1当地区を含め圏本 34地 1区全体のこの 10年 の会員数の 25%を 越

える減少は、1世界の微増の趨勢とはかけ離れた現象です。経済状況

の変動が最も大きな原因でしょうが、それ以外に何か□―タリー白

体に内在する原因もあるように思われます。それを突き止めるのは

困難ですが、思い当たること|よ幾つがあります。その一つには、□―

タリアンが□―タリーに対しもう一つ積極さが足りない、愛惰が足

りないということです。

今年度の地区方針のサブフレーズ|よ、

「□―タリーに心を ロ ータリーを心に 回 ―タリーの心を」

ですが、「□ニタリーに心を」というのは、あなたの心を□―タ リー

に注いで下さい、□―タ リーに関心を持つて下さい、□―タ リーに

心を開いて下さいという意味ですし、「□―タ リーを心に」|よ、□―

タリーを捕まえて、あなたの心に取り入れて下さいというものです。

このサブフレーズは、会員の□―タ リーに対する関心と愛惰をB平

び起こすためのものです。会長 ・幹事さん、どうぞ、ご利用、ご吹

聴下さい。

□一タ リーを考える月PBBの話題には、会員減少 ・増強もまた 8月

の会員増強月間へのプレフォーラムとして相応しいものでする

他にも事欠きません。□―タリーの意義・価値、□―タリーの□―

タリTたる所以 社会のEEl―タリーに関する認識‐評価、期待され

るEl■タリアン像tあなたは何故奉仕するが、El―タリTとタロ何に

対するか1甲|‐タリ■とどのよつ
―1子付寄合うか、親韓と―奉仕、奉仕
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第団講

□―タリーの心 と形 (1)
ロータリーの五原則

□―タリー五原則は□―タリーの原点

政治の世界にご承矢日のタロく、国際平木□に関する平禾□五原貝」という

のがあります。日本の非核三原則というのもあります。※ 1

□―タ リーにも、□―タ リーの発足当初からB召禾□40年 台の安定

的発展期頃までに、日本の□―タ リアン全体に、□―タ リーの原点、

あるいは、□―タ リーの原則と認識せられていたいくつかの重要な

原貝」がありました。

それら諸原則は、整理されないまま来ていますが、□―タ リーの

活el lの実質に関わる実質原則と、それ以外の次のような外形にかか

わる形式原貝」に分けて整理ができるものと思います。

ここでは、あくまで日本の□一タ リーの中での話ですが、□―タ

リーの形式原貝」を拾い上げ、□―タ リー五原貝」と名付けました。「持

続可能な前進 〃」を念頭に、その現況ととるべき方向1生にちょつと

触れてみたいと思います。総 じて、これら五原貝」は、日本のバブル

が見え隠れ し出した昭芥日から平成への改元の頃、当地区で言

えば、長野と愛矢□が分離 し、当地区が□一タ リー愛矢□60全 県 1

区となつた前後の頃から、崩れ始めたことを見て取ることができま

す。

第 1原 則 職 業原則

第 1原 只」は|1贋序として、職業原只」、職業に関する原貝」です。

この職業原貝」の中昧の一つは、会員に関して、個々の資格として

の有職制と業種代表制であり、その 2は クラブに関して、一業種―

会員 (一業一人)制 と企業種網羅待」です。

RI定 款第 5条 第 2節 b)・クラブ定款第 8条 第 2節 にその断片

が規定されています。※2
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上記第 1の うち、有職待」は、比較的早い時期から、□―タ リーが

自らの職業において最良奉仕 (職業奉仕)を することを重要な目的

としていますから、入会時の会員資格として有職待」は当然の原貝」で

すが、業種代表待」は当クラブの地域内において当該会員が現に就業

する業種の代表であるとするものです。代表としてその職能集団か

ら推薦を受けている訳ではないのですけれども、クラブが、代表と

なるに相応 しい、あるいはその素質を充分に有するものと認定 して、

会員に自覚をl A Fす目的を有 しています。

第 2の クラブとしての一業一人待」は、同じクラブ内に同業種の会

員が居ては親B垂の実があがらないからという親B垂のイ貝」から要請され

る原貝」であり、全業種代表網羅待」は、クラブは地域内に存する職業

のすべてを網羅する代表者の集まりでなければならないとする組織

論からくるものです。

tノかし、この一業一人待Jについては大きく崩れ、これまでに、先

がけてアディシ ョナル会員等を倉」設 して 1業 種 2人 程 までに緩禾□

し、次いで、職業分類を細分化の方向に拡大解釈 して緩禾□し、更に

緩禾□した職業分類をそのままにして同業種 5人 まで , 5 1人 以上の

クラブは 1讐Jまでと緩禾□したのですから、事実上フリーに等 しいも

のです。※3

クラブとしてはこれまで通 り、細分化された職業分類を前提にし

た一業一人制を自主的に堅持 していきたいものです。

第 2原 則 地 域原則

原貝」の第 2は 、地域原貝」です。

その第 1の 憲昧するところは、クラブは、クラブを組織 し奉仕

活動をするに適 した地域を設定 しなければならないとするものであ

り、第 2に 会員は、その地域内に住所または職場を持 つていなけれ

ばならないとするものです。

クラブ会員の供給と奉仕活動を永年にわたり支え、地域に密着 し

たクラブの存立を保障 し、クラブを活1生させてきた原則です。

この原貝」も、区域限界 ・テ リトリーとして、ある日寺期まで厳格に
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護 られてきましたが、現在、所在地域 (l o c a  i t y )として大きく緩

不□されてきていますから、会員増強には広くなって実に好都合です

が、クラブの個14・地域的な特色を失なわせる原因にもなっていま

す。

当初の区域限界と現在の所在地域の関係は、例えば、 本籍 ・故

郷 と現住所 ・居所に似たようなものですから、孫日貝」などにそのこと

を考慮 した規定を整備 して、両者の調整 ・調禾□を考えて運用 したい

ものです。

第 3原 則 例 会原則

原貝Jの第 3は 例会に関する 1週 間術Jの原則です。クラブは 1週

間に 1□ 例会を開くべ し、会員は 1週 間に 1□ その例会に出席す

べ し、という原貝」です。炉」会 1週 間 1□ 開会待」、会員 1週 間 1□

la l会出席待」・メイクアッブ前後各 1週 間帝」です。

おいしい食事 ・楽 しい話題 ・気楽な雰囲気のlt l会といわれますよ

うに、クラブに会員に、いろいろ重要な機会と場を提供する□―タ

リーに不可欠のシステムです。この原貝」の根底にある思想は、クラ

ブのlp l会に集い、心を一つにすることがクラブの発展 ・親睦 ・奉仕

にとって不可欠ないしは非常に重要であるとする重視思想です。他

の集固にはない特色ある厳 しい原貝」です。□―タ リーの原点中の原

点です。

顔を合わせ意思を通わせる炉」会出席の間隔|よ、短ければ身近い程

よく、□―タ リーとしてその適度な間隔は 1週 間とするものです。

メイクアッブの期間も当然前後各 1週 間です。

しかし、他の原貝」の中で、この第 3原 只Jは比較的よく原型を留め

ています。

現在、メイクアップの期間が前後各 2週 間になっていますが、こ

れ自体はメイクアッブの期間が緩不□され、出席の間隔が緩本□される

だけで、年間の総回数、同じことですが年間の平均間隔は変わ りま

せんから、ほとんど問題はありません。

しか し、メイクアッフを含む出席率を各半期 50 0 0、ホームクラ

~~ D′



ブ出席率を各半期 3 0 %ま で緩禾□しては、会員の出席意識に影響 し、

どんどん出席率が下がつていきます。会員同士の親睦の点からも研

鑽 ・向上の点からも、問題の多い変革です。

ウェブサイ ト出席の許容の検討なども、一般的な許容ではなく、

多様1生の中で許容されるべきものであると思われます。いずれにし

ても今後の大きな課題です。今暫くの試行錯誤 ・観察期間が必要で

す。

第 4原 貝」 資源原則

原貝Jの第 4は 資源原則です。□一タ リーの奉仕活動に必要な人的 ・

物的な資源、すなわち、労力と資金は、□一タ リアン自身が自ら高

いめ持を持ち、自力で拠出し自己完結とし、□―タ リーの外に求め

ないとする自力原貝」・自給自足原貝」です。もし求めるとすれば、会

員を増強するという方法原貝」です。奉仕資金だけでなく奉仕労力も、

不特定多数の人の手を煩わさないというのが長年の□一夕 リー方式

の原則です。

奉仕の方法について、□―夕 リーの視線をこれまでのようにクラ

ブの内にのみ向けず、□一タ リーの外に対 して開き、社会奉仕を目

的の一つに採用 した当初から、アイサーヴかウィーサーかの議論は、

アイサーヴは思想的 1次 原貝」、ウィーサーブは実践的 1次 原貝Jと理

解 して、今 回に及んでいますが、これらは自給自足原貝」の中での話

です。

近年、諸クラブで行なうことのあるいわゆるチャリティー方式と

いう、クラブがクラブ外の人たち (そのうちに社会奉仕の対象とな

るような人たちを招待などして含めるのが望ましい)を 対象にして

慈善の催 し事を開催 し、外部から多数の参カロを得て、その参カロ料金

の中に寄付金分を含めた料金を徴収 し、あるいは参加費用を無料と

し伺がしかの寄付金を募 つて奉仕資金を外部から得る方式は、当初

より疑問なく許容されていた方式です。

昨年に続き、ゲイツ財団より受けた 2億 5 5 0 0万 ドルの寄付に対

する□一夕 リーの 1億 ドルのマッチングについて、Rは 各クラブ
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に協力を求め、クラブ外からの調達を勧めています。 しかし、この

原則からいつて、チャリティー方式を越えて、文書により特定 ・不

特定を閣わず外部多数からの募金あるいは、街頭募金などは、□一

タ リーの慣習的方法ではなく、この原貝」沿わないものです。

労力についても、l f lえば仮に、河川の清掃活動でいえば、クラブ

会員の参カロによる自力清掃が原貝」であり、外部特定諸団体と合意の

うえでその団体と共同奉仕するのを越えて、不特定多数にB平びか|サ

て□―タ リータトの人を巻き込んでするのは、これまでの□―タ リー

の本意ではありません。

このような方式を 「アイサーブ」「ウィーサーブ」に続く「コーサー

ブ」または 「レッツサーヴ」方式と名付けますが、クラブが中心と

なって、□―ターアク ト、インターアク ト、あるいは R C Cを 結成 し、

□―タ リアンが主導 して特定の奉仕賛同者を育成 して奉仕協力を得

る方法、またチャリティー方式により資金を得る方法は、持続可能

な前進のための資源原貝」の末来形態ではないかと思われます。

第 5原 則 年 度原則

莞 5原 則は、□―タ リーのA E lく循環すべし、役職も 1年 度で毎年

交替すべ し、地区行事も 1年 待」、奉仕活動も 1年 度内で完結すべし

という年数に関する原則です。すべて新規役員 。新規活動であるベ

しという原只」です。

□―タ リーシェアー ・分かち合いという基本思想による役員交替 ・

新規活動が長年□―タ リー活1 4化の原動力でした。

しかし、効果のあつたことは実証済みのようですが、身近には日

本国の首相の毎年交替の見本があ りますように、R Iは 、近年、盛

んに単年度待」の欠陥を指摘 し、組織 (委員の 2・3年 任期または重

任待」)お よび活動の継続1生を強調 しています。

両者とも一理も二理もあることですから、主原則単年待」を基本に

しながら、継続待」を重要な補助原貝」として 2つ の原貝」の調禾□を図る

べきです。
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※ 1 平禾□五原則 ・非核三原貝」

1 9 5 4年 周思来 ・ネルー間で協定された国交五原則を

幡矢とする。領土 ・主権尊重、相互不可侵、内政不千

渉 通 商平等互恵、平禾□的共存。非核三原則は持たず ・

作らず ・持ち込ませず。

R定 款第 5条 第 2節 巻末資料参照

アディシ ョナル会員正会員は同 じ職業分類の会員 1人

を推薦 することが、 固定款 によ って認め られていた。

その会員をアディシ ョナル会員という。推薦 した正会

員が退会 またはシエアにな った時は、アディシ ョナル

会員は正会員となる。

※ 2

※ 3
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第囮講

□―タリーの心と形 ( 2 )
□―タリズム

□―タリズム :□―タリーが□―タリアンオブリジを以て 「奉仕

の理想」を実現 しようとする思想とその奉仕運動

去年今年 貫 く棒のタロきもの

これは、ご承矢日の高浜虚子の昭禾□26年 の年頭へ向けての旬です。

言葉を借 りて ・・□―タ リーを 買 く棒のHE lきもの

□一タ リーにも、こんな心棒みたいな心と形を、一語一文で表わ

すものがあるので しょう。□―タ リーを要く基本精神 ・基本思想 ・

基本理念 ・主義主張、組織 ・帝」度 ・様式などを、短い言葉、短い文

句で表わ したいものです。こんなことも考えてみなければな りませ

ん。

どんな事象にもありますように、□―タ リーを説明するについて、

□―タ リーとして外すことのできない必要的な構成要素があ りま

す。中でも特徴的な要素は落とすことはできません し、ましてやそ

れが他に優れて特長的なことであれば、強調 して取 り上げなければ

なりません。

とすれば、アイサーブ ・ウィーサーブの問題は脇において、当然、

社会奉仕、世界親善を目的としていることと共に、職業奉仕を3貧調

し、また、クラブ内会員間の親B垂・親交も強調 しなければなりません。

それは、結局、目的としての奉仕 (社会奉仕 職 業奉仕 自 己研鑽)

と、それらの奉仕を持続可能な活動とするためとそれを保障するク

ラブの永続のための土台としての親睦です。

としますと、この両者の中を共通 して買き流れるものは、伺かと

いうことにな ります。

□―タリーの姿 ・形を規定する 2つ の事実
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それには、これらの諸要素を発現させ、□一タリーの姿 ・形を規

定している象徴的な 2つ の状況事実まで遡及しなければなりませ

ん。一つは、シカゴで初めて倉」立された□一タリークラブは、「親

睦と相互扶助」の目的をもつて少人数の同好の志 ・同憂の士よりな

るいわゆる内向的な会員制クラブ組織で発足したこと、二つには、

これは日本だけの倉」立事情によるかと思われますが、東京□―タ

リークラブほか日本□一タリーの車倉」当時のクラブは、「親睦と奉

仕」「―業一人」「―業種―会員」の下に参カロした、上質な会員の集

合体であったこと、この二点です。※1

この 2つ の原点事情 ・事実関係が、その後の日本の□一タリーの

主要な構成要素を規待」しながら、□―タリーの心と形を形造つてき

たと思われます。

1点 目の 「親睦と相互扶助」という 「心」を実現するための最適

な形が、クラブ組織という 「形」を取らせたものです。―里、選択

したクラブ組織がまた会員間の親睦 ・親交に影響するという、もと

もと相性のいい 「親睦とクラブ組織」の関係が、外向的な社会奉仕

を採用した後においてもなお、堅持されてきています。しかし、近

年、クラブ会員組織から、クラブ組織という点が希薄になりつつあ

り、会員組織の点だけが強調され過ぎている感じがします。クラブ

組織の中から、急激な会員の増カロにより、また増カロがなくても、会

員間の横の親B垂・親交関係が希薄になつたならば、それはクラブ組

織とは名ばかりの形骸が残るだけです。

クラブ組織というのは、その構成長の個性を重視するものですか

ら、閉鎖的な少数会員組織の1生質を有するもので、開放的な多数非

会員組織ではありえないものです。閉鎖的な会員組織の直接的な反

映は当然ながら、資源自給自足の原貝」という表現を使用していると

ころのクラブ会員の労力 ・必要経費等自力提供 ・自己負担制となっ

て現われます。

2点 目の 「親睦と奉仕Jと 並夢Jして挙げられる奉仕のうち、いわ

ゆる外向的な1性質を有する広義の社会奉仕は、本来、内向的なクラ



ブ会員組織には目1染みにくい関係であつたうえに、資源自給自足の

制約があつたにも拘わらず、上質な会員であつたことが日本の□一

タリーに、親B垂活動に併せて、容易に社会奉仕を取り入れることが

できた要因であつたと思われます。そして、決して本質的なことで

はありませんが、上質の会員組織であつたことは、社会奉仕活動の

中においても、また□―タリーの会員間の親B垂・親交の中において

も、一定の□―夕リー的行動様式 ・流儀を生み出してきたものと思

われます。

それは、「大らかに、ゆとりを持つて、品よく」=「 悠裕雅」と

いう□―タリー様式です。

親B垂に奉仕に、悠裕雅に振る舞う会員の姿 ・形は、□―タリーに

限りない魅力を作り出しています。

また、「―業一人J制 。「―業種―会員」待Jは、クラブ組織とは中

立の関係だと思われますが、親睦にはいい影響をもたらした制度 ・

形でしょう。そして、忘れてはならないのは、「―業一人J制 が、「相

互扶助」とともに、その後の日本的な 「職業奉仕J尊 重の下地となつ

ていることです。

奉仕を志す人の集まりである□―タリーの、他に優れて特長的な

点は、第 15講 「□―タリーの特長的特色」で触れていますように、

親睦重視の原貝」、職業奉仕尊重の原貝J、資源自給自足の原貝」の 3点

であり、その三原貝」の淵源は、以上のように、□―タリーが当初か

ら内向的のクラブ組織であつたことにあると思われます。

三我の奉仕の基本理念

さて、一番重要で難解な、□―タリーの掲げる奉仕に流れる精神

に触れなければなりません。

「超我の奉仕」「彼我の奉仕」「B佳我の奉仕」を支えるそれぞれの

精神 ・理念については、述べましたように、「超我の奉仕」の社会

奉仕は慈愛の心と感謝の心による共助共生 ・分かち合いの精神であ

り、「彼我の奉仕」の職業奉仕は 「最良奉仕の最多果報」の彼我の

両利調禾□の経験的奉仕理論であり、また 「唯我の奉仕」の個々の人

――- 63 -



間向上奉仕は修身斉家治国の道理の基本原則、人間的道義論である

と、私は考えています。

この 「超我の奉仕」の心は、二十世紀第 3四 半世紀以降の地球上

の人間社会の現状をみるB寺、共助共生 (共に助け合い共に生きる)、

則の言葉で言えば、分かち合い (命を分かち合い食を分かち合い、

損得を分かち合い、喜怒衷楽を分かち合う)が 必要不可欠であ り、

それら共助共生 ・分かち合いの心の、もう一歩先の心は、善恵 (慈

悲慈愛のうち、他人のため社会のためを少 しばかり思う心)と 感謝

の心とによる温がい素本卜な心です。

しか し、慈愛も慈悲も仁も仁愛も恕も、分かち合いの心さえも、

すべて上位からの目線ですから、善恵の奉仕といいながら、心のこ

もった善意とならず、 しばしば、上位から施す者の立場から事を論

ずる危険を常に字んでいます。善恵と感謝の気持ちからの奉仕が、

その感謝の部分も忘れ勝ちです。世の中に対する謙虚な感謝の心、

下からの目線を忘れ勝ちです。助け合いの温かい奉仕になりません。

「超我の奉仕」は、専ら社会のために尽くす奉仕です。物質的な見

返 りは度外視です。それ故に、一方的ですから、緩やかな 「超我の

奉仕」です。「彼我の奉仕J両 利の 「職業奉仕」については、現B寺

点における考え方は、「最多果報Jと いう誘因により最良奉仕 ・最

良の職業をしようというもので、その精神の中には、慈悲、思いや

りの心、助け合いの心などの精神は無い。あるとすれば、儲けさし

ていただいているという感謝の心と、結果としての自己の利益と、

社会に対する少 しばかりの分かち合いでしょう。天から与えられた、

社会から与えられた職業の分業という分がち合いの心でしょう。

突き詰めるとすれば、目的としてあるのは、物理的にも精神的に

も、自己の職業を最善の努力により、最上の製品 ・最上のサービス

を提供できる最高の職業にしたいという思いです。言わば、社会奉

仕は社会に奉仕 し、職業奉仕は職業それ自体に奉仕 しているという

べきでしょう。昔の職人気質のように ・・・。

以上のように、社会奉仕と職業奉仕とを買道する太い心棒はない
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というべきでしょう。

「唯我の奉仕」の人間向上奉仕も、人間の履践すべき道義論によ

るもので、社会奉仕 ・職業奉仕とともに霞道するものは、容易に見

つけられません。見ての通 り、共通項のない各奉仕の独 自の精神 ・

理念です。統一的な心棒はなかなか発見できません。

しか し、社会奉仕は社会に対 し、職業奉仕は自己の職業に対 し、

人間向上奉仕は自己自身に対 します。我々は、社会に誠実に対 し、

職業に誠実に対 し、自己に誠実に対 します。三奉仕を買道するのは、

誠実に対すること、誠実さではないでしょうか。三奉仕の理念 ・精

神の底を流れる心根は、言い古されたことですが、誠実に人間を生

きることではないでしょうか。

親陸を貫 く誠実 誠 意と寛容は誠実の表裏

□―夕 リーを軍く棒のタロきもの 奉 仕の中には、誠実に生きると

いうこと以外にどうもなさそうです。これは、□―タ リーの外に向

かつた奉仕の心棒のことです。クラブ内での□―タ リアン同志の間

を買く棒は、どうでしょう。

□―タ リアン同志の交友を律する最高の理念は、結論を先に言え

ば、三奉仕の中を流れる誠実より、一層容易に、これは、友人に誠

実に対することだと、□ りくどい理屈ぬきでその様に思われます。

誠憲 ・信頼 ・寛容とも言いますが、その現れ方の相違に過ぎません。

誠意をもって交わ り信を買く。朋友も誠意を尽くし信をもつて応え

る。時に誠意に行き違いが生 じてもそう考えれば寛容でおられない

筈はない。誠意と寛容は誠実の現れの表裏です。

誠実は、同志の間を律する最高の心念です。

誠実が□―タ リアンのフェローシッフを律する最高の精神とする

ならば、三我の奉仕を律する最高の精神も、誠実を措いてないよう

な氣がします。

中核となる価lL S観の奉仕 ・親睦 ・多様14・高潔制 ・リーダーシ∃ッ

プの中にも、共助共生 ・分かち合い 善 意 ・感謝と思いやり、慈愛 ・

恕等々の中にも誠実にまさる共通項は見出せません。
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首さんも考えていただきたいと思います。

最後に、冒頭に掲記しました文。

これは、□―タリーの精神が最高の姿 ・形として一点に凝縮 ・融

合した□一タリーの思想 ・運動を表わした言葉です。

□―タリズムとは、ロータリーが□―タリアンオブリジを以て 「奉

仕の理想」を実現しようとする思想とその奉仕運動である。という

文章ですが、これは、□一タリアン 100人 に、次のような質問を

したとすれば、どんな答が返ってくるかを想定して、種めたもので

す。

□―タリアンオブリジというのは、「イ可故に奉仕するか」の答の

総禾□を 「□一タリアンであるが改に」という意味に置き換えたもの

です。論じてきた 「誠実Jも 含んでいます。

勿論、ノーブレスオブリジにならつたものです。

あ な たは1可ゆえに 「奉仕」するか
――伺となく ・皆がするから

感謝 ・報恩として お 蔭さま お 世話になつたから

(後履行 ・先履行)こ れからもお世話になるから

慈愛 ・憐憫 ・性善の心から

人間の生きる道 (誠実に節度を以て生き、共助共生 ・分

かち合いが人間として不可欠)だ から

(ヒューマンオブ リジ)

最良奉仕の最多果報 (物心の果報)を 信ずるから

入会のB寺奉仕を約束 したから

□一タ リーアンオブ リジだから (自由意思による参カロ)

上記 3つ の奉仕を含めた内なる心を抽出し、更には□一タリーの

根源的な心 ・精神を表わす言葉 ・他に抜きんでて特徴的 ・指標的な

言葉を探し出すとすれば、「誠実」が最適であるように思われます。

一　

一
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クラブ (倶楽部)と いう□一タ リーの中にあつて、会員同志とタロ

伺に人間的な関係を築き、クラブの外 ・社会に対 して 「奉仕」とい

う行為を以てタロ何に社会と関わ り合いを持ち、社会の中に生かされ

ている自分をタロ何に生きるか。

いずれにしても、究極的には、人間の生き方に掛かつてくるもの

でありますから、それを離れて□―タ リーの基本思想は語れないと

思われます。

誠意と節制をもつて、莫会」に生きる 。・・。
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閑話旧1響〇||1点1鐘=点

ま:::含濠1亨官
‐
憲S審宮せ―疫〒熱総勲3どををど

ですから。そう、思t 込ヽんでいるだけをサ七|■
・・    ‐|| |

私は、名古屋東南クラブの会長の 4995年 度の最初の例会から、

点鐘を 3点 打つことにし 1年間ずつと続けました。 ‐

勿論、1点は奉仕の鐘、2点 目は親睦の鐘。

もう一つの鐘は何でしたでしょうか。そうです、その奉仕 ・親睦

の必須の前提であるlal会への出席です。

「出席なくして親B埜なし 親 睦なくして奉仕なし」と言つて 3点 。

「□―タリーの目的は奉仕である。奉仕は親睦の中から生れ、そ

れ|よ出席より始まる」と念じて 3点 。

点鐘が 3点 というのに会員の皆さんも、ビジターの方々もびっく

りしました。私tよ、冗着粂が過ぎるかなど、考えた末に多少のユーモ

アも交えたつもりです。

出席参カロ・親睦友婿 ・奉仕貢献 の 3点 セットを、会員の皆さん

に頭に亥」み付けてもらうようにと3点 を毎EOEl毎回鳴らした訳です。

この 3点 も、等間隔、同音程、同強55にならないように、工夫して

タタッターン ・・と。

例会終了の点鐘は、この 3つ 、三位下体ですつきり干点です。

続く翌年度以降の会長は、何かを強調して 3点 か 2点 あるいは 5

点を打つか、楽しみの多いことだと思つておりましたら(義 理点の

千人を除いて現在に至るまで、点鐘連打の物‐婿さな会長さんはおり

ません。  |    ‐     ‐   ■

‐常管|ゲtワイイーヤ|||フィカラ十11?ンクラブ17半‐カラ|十1-
のお気持ちで存‐分にご活躍されることを願うで止みよ―せんと|・■||
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第日講

クラブ細則

□―タリーの定款 ・細則の意味

昔から、法三章 (法はわずか 3条 でよい)と が、法は法なきを

期す (法は法の無いのを目指す)と が言いますが、それは、法が無

くても、法の目的とする正義、公平、自由が行なわれる平禾□な理想

社会の願望を言 つたもので、現実社会において法が無いのがよいと

言つたものではありません。

国に法律があり、会社に定款 ・就業規貝Jがあり、学校に校貝Jがあ

るように、□―夕 リーも多種多様な人の集団であれば、その目的と

規模に応 じた決まりがなければならないものです。私の職業柄その

ように言うのではありません。価値観が多様であればあるほど、□一

夕 リーの目的をすべての□―タ リアンの心に最大限沿う形で実現す

るために、その規模にふさわ しい決まりがなければならないことを、

当然であると思うから言うのです。

何よりも、現在、重要なクラブ運営の関連において、単年度待」を

とっていますから、その継続性の観点から、その大本を決めておく

ことが重要です。

ただ、国は統治体であり、会社は営利の集団であり、学校は教育

の場でありますから、それぞれ目的に沿ったそれなりの厳 しい決ま

りと厳 しい適用が必要ですが、□―タ リーは善意を持 つて集まり、

大らかにゆとりを持 つてスマー トに、親睦を共通基盤としながら、

些かながら世のため人のために奉仕活動をしようというのが本旨で

すから、国や会社などのような性質の取決めではなく、一応会員の

半数以上の人たちが現在のところこれがいいと思つている目安であ

り、今回は特月」の事情があるからこうしてはどうかと、ケース・バイ ・

ケースに緩やかに考えればいい、そのような気楽な基準 ・取決めで
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あると考えて下さい。その基準 ・取決めを□―タリーの心が包んで

いると思つて下さい。

クラブ細則の見直しが急務です

現B寺点において、各クラブ・会員は、直接・間援に、RIが 定めた 「国

際□―タリー定款」「国際□―タリー糸日貝」」と、RIが 定め各クラブ

が採択しなければならない 「標準クラブ定款」に拘束されています。

ここのところを、RIは 、次のように定めています。

RIは 、国際□―タ リー定款第 5条 第 3節 で 「Rカ ロ盟認証状を

与えられ、これを受理したクラブは、すべて、それによって RIの

本定款および細貝」ならびにその改正規定を受諾し、承認し、法律に

反しない限り、万事これによって拘束され、それらの規定を忠実に

遵守することを承諾するものとする。」とし、これを受けて、クラ

ブ定款について、国際□―タリー細貝」第 2条 203 0で 「標準クラブ

定款は、すべてのカロ盟クラブによって採択されなければならない。」

としています。

従つて、RIの 規定審議会で、標準クラブ定款が改正され発効し

た日寺には、手続として、クラブは、遵守条項の履行として総会で改

正部分について採択決議をして、改正部分をクラブのクラブ定款の
一部として取り込み、会員に周矢Bしておく必要があります。

この 「国際□―タリー定款」「国際□―タリー細貝」」「標準クラブ

定款」の外には、クラブは拘束されるものはありません。RI理 事

会の決議でもこの上記 3つ に根拠を有していなければ、個々のクラ

ブが拘束されることはありません。3つ の決めの外は、全く、各ク

ラブの自由であり、各□一タリアンの自由です。

そうは言つても、この 3つ の規則だけでクラブの運営管理はでき

ませんから、多くのクラブでは、RIが 作成した 「本糸日貝」は単に推

奨されるにすぎない。」と註が付けてある 「推奨□―タリークラブ

細貝」」を採用しています。勿論、クラブがそれにとらわれず全くク

ラブ独自の細貝」を作るのも自由です。
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しかし、全然、作らないことはできません。それは後に述べるよ

うに、定款が、クラブ細貝」に定めなければならないとしている事項

があるからです。

そして、更に、この細貝」だけで、クラブ運営について、全部をま

かなえるとも思われませんから、クラブ細貝」の下位規定として、分

野毎の 「①①規貝」」「①①に関する規貝」」などという規定が必要と

なります。

クラブ定款 ・クラブ細貝」・規貝」・細則 ・・・

その際の規定の規範段階としての名称ですが、定款の直く
｀
下の下

位規範の一般名称の、原語の 「by oRA/S」を本来 「規貝」」と翻訳し、

「細則」の名称は使用せずにクラブに残しておくべきところ、「細貝」J

と決めて翻訳しまっていますから止むを得ませんが、それを 「クラ

ブ細則」(又は 「定款細則」)と いう特屑Jの段階の名称と理解し、「ク

ラブ糸日貝」」より更に下位の規定の方を単なる 「規貝」」とし、上記の

ように、「〇〇規貝」J「〇〇に関する規則」などとして使用し、その

様な段階と考えたらいいと思います。※翻訳検討委員会議題 原 語

の 「by owsJは 本来 「規則Jと 翻訳すべきである削除

それら規則の待」定 ・変更は、総会で出席会員の過半数によるもの

とし、さらにその下位の 「①O細 貝」」「①①に関する細則」は理事

会の決議によるとするのが常識的でいいでしょう。

このような自由がありながら、無関心なクラブでは、クラブの実

状が推奨細貝」と大分乖離しているにもかかわらず、推奨細則をその

まま採用しているところがあります。

できれば、クラブ細貝」改正検討委員会等を作つて、クラブ細則の

制定 ・変更の検討を始めて下さい。クラブに悪い影響は全然ありま

せん。きつと会員に、□―夕リーを考え、□一タリーを愛する機会

を提供し、長い目で見れば、将来に亘っていい影響を与えてくれる

ものと確信します。

クラブ細則の改正手続規定を検討する

もともと、クラブのどの機関がクラブ細貝」を待」定する権限を有す
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る機関とするかを考えなければな りませんが、すでにどのクラブで

もその細貝」の改正手続を定めている細貝」を有 していますから、市」定

の問題はありませんが、もし、新設のクラブでしたら、総会で出席

者の過半数によって定めるということになるでしょう。

もし、また細貝」は持 つていても改正手続規定が定められていない

なければ、細貝」の改正は、取 り敢えずは、これも総会で出席者の過

半数によるということになるでしょう。

しかし、新 しく細貝Jの改正手続規定を定め、あるいは既にある改

正手続規定を改正するとすれば、それは、クラブ定款が、第 1 9条

で、定款 (第2条 名称、第 3条 所在地域)の 改正は、総会において

出席会員の 3分 の 2以 上の多数の賛成の特月」決講によると定めてい

るのを参考にしますと、定款で定めるそれら名称 ・所在地域と同様

な、クラブの組織 ・運営等の重要事項部分ですから、推奨細則がみ

ずから規定 しているように (第 1 6条 )、総会で、3分 の 2以 上の

賛成によるとするのがよいでしょう。

勿論、総会ではなく理事会の権限とするということも考えられな

いことはありません。また、総会の特別決議でなく過半数でいいと

いう考えもありましょう。 しかし、細貝J改正の機関を理事会の権限

とすることは、機動的な点にメ リッ トがありますが、基本事項 ・重

要事項と一般事項を区分せず、全面的に理事会に授権することは、

会員の親睦 ・友愛の上にある□一タ リークラブの観点から、勧めら

れません し、多数決についても、集団の意思決定方法として単純多

数決に優る方法はまだ開発されていませんから、一般的な事項につ

いても全会一致とか特屑」多数決議など意思決定を難 しくする方法の

採用や、反対に、基本的な事項や重要事項についても出席者による

単純多数決でよいとしたりすることは、一長―短をよく検討のうえ

採用を決める必要があります。

そうしますと、常識的には、聾重に関係なく形式的に 「クラブ細貝」」

の規定の改正は出席会員の 3分 の 2以 上の賛成によるとするのがよ

いでしょう。
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クラブ細貝」に定めるべき必要的事項

定款がいう 「漁日貝」の定めるところに従い 。・」「細貝」の定めると

ころによって ・・Jな どの文言によって、必要的に細貝」に規定され

なければならない必要的細貝」事項の主なものを拾うと、次の通 りで

す。

年次総会に関する事I東 第 6条 2節

理事の選挙等に関する事項 第 1 0条 1節

役員の選挙等に関する事項 第 1 0条 5節

委員会の設置等に関する事項 第 1 0条 2節 ※ 1

会費 ・入会金の負担等に関する事項 第 1 1条

l a l会の日B寺(毎週 1□ ・場所を除く)に 関する事項 第 6条

クラブ細貝」改正手続に関する事項 第 1 7条

細則事I東には、これらの必要的事項の外に、当然、任意的率日貝J事

I東があります。もし、任意的細貝J t t I東として定めていなければ、ク

ラブの最高憲思決定機関としてクラブ総会を置き、常時の最高管理

藍督 ・意思決定機関として理事会を置いているクラブの基本構造か

ら、それらの権限は、内容の璽重により、総会または理事会が行使

することになります。

任意的細貝」事項とした方が適当と思われる事項には、次のような

事項が考えられます。

会員の蓑務 ・クラブの役署」に関する事項

予算 ・事業計画の承認に関する事I東

決算 ・事業報告の承認に関する事項

委員会の設置等に関する事I頁※ 1

1 a l会の開催定l p l場所に関する事項

クラブの会員の維持増S貧・研習に関する事I東

クラブの貝オ政基盤、奉仕活動の長期目標 ・計画に関する事項

(クラブ細貝」の下位の)規 貝」の待」定権の理事会委任に関する事項

その他

会員の責務 ・クラブの役書」の設定
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上記の会員の責務 ・クラブの役讐」に関する事項について、若千そ

の必要1生を補充 します。

推奨細則を見て下さい。

冒頭から、第 1条 定義、第 2条 理事会、第 3条 理事および役員

の選挙、と始まっています。伺という殺伐とした細貝」でしょうか。

私は、本来、クラブ定款の方に、しかも、第 4条 の□―タ リーの

綱領の直ぐ後くらいのところに、

クラブ会員の心構えとクラブの役讐J

等の実のある事項に触れた条文が置かれて然るべきだと思つてい

ますが、定款の改正については、規定審議会の権限ですし、第 2条

名称、第 3条 クラブの所在地域の改正以外はクラブとして何もでき

ませんから、次善の策として、各クラブが独自に任意的事項として、

クラブ糸日則の冒頭の辺 りで、それらを規定すべきであると思つてい

ます。

参考までに、私の所属する名古屋東南 RCの クラブ細則のうち、

これらの会員の蓑務 ・クラブの役害」と、上記で触れた改正手続等に

関する部分の条項を掲げます。

この細貝」は、これ まで採用 していた推奨細則を全 lE l改正 して、

20 0 3年 平成 15年 度から採用 しているものです。(その後、部分的

な改正があります。)

名古屋東南ロータリークラブ細貝」

第 1条  会 員

会員は、親睦と□一夕 リー活動を通 して、人格を陶冶 しつつ□

―タ リー精神を体得 し、社会から尊敬される 「奉仕の理想」の実

践者でなければならない。

会員は、クラブのl f l会および諸行事に出席 ・参加 し、委員等の

役職に選任されたときには、率先 してその職責を果たさなければ

ならない。奉仕活動に協力を求められたときは努めて応 じなけれ
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ばならない。

第 2条  ク ラブ

クラブは会員に、□一タ リー精神を鼓吹 し、「奉仕の理想」の

実践を奨励 しなければならない。

前項の目的を連するため、クラブは会員に対 し、毎週充実 した

l a l会を開催 してその出席を奨励 し、併せて、効果的なクラブ組織、

親睦行事および奉仕事業を企画 ・立案 してその参カロを求めなけ

ればならない。・・・・・

第 1 1条  改 正

本細貝」は、定足数の出席する任意のl p l会時の総会において、出

席会員の 3分 の 2以 上の賛成によって、また|よ年度をそれぞれ異

にした連続 3度 にわたる出席会員の過半数の賛成によって、改正

することができる。但 し、改正栗の予告は、その総会の 1週 間前

までに会員に通矢□され、または直前の通常のl p l会において会員に

伝達され、その例会を欠席 した会員にはそのl a l会後直ちに通矢□さ

れなければならない。

※ 1  委 員会の設置 ・組織等に関する事項

委員会の設置 ・組織等に関しては、現行 2 0 0ワ年度版

手続要覧所収の標準クラブ定款には 「・・細貝Jに定める

ところに従つて ・・」あるいは 「・・細則に定めるとこ

ろにより … Jと かの規定はなく、同第 1 0条 理事およ

び役員第 2節 に 「理事会は全役員および全委員会に対 し

総括的支配力を持つものとし ・・」あるいは、同第 9条

出席第 1節 ( a ) 6 )に 「・・選任された奉仕委員会の会合

に出席する ・・」などの設置に関する間接的な規定があ

るのみですし、現行推奨細貝」にも、2 0 0 4年 版以前所収

の推奨細貝」にあつたような第 6条 委員会第 1節 「会長は

理事会承認の下に次の常任委員会を設置 し/なければなら

ない。クラブ奉仕委員会 職 業奉仕委員会 社 会奉仕委

員会 国 際奉仕委員会J、同第 2節 「会長|よまた、理事
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会承認の下に、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕および

国際奉仕について、必要と考える特定分野を担当する委

員会を設置するものとする。Jと いうような規定もあり

ませんが、第 9条 委員会として C L Pの 会員増強委員会 ・

クラブ広報委員会以下の 5委 員会をあげ 「・・常任委員

会は次の通 り任命されるべきものとする 。・」としてい

ます。

細貝Jで以上のことを規定していますから、Rは 委員会

の設置 。組織については細貝」事I東であると考えていると

理解できます。

ただし、必要的細貝J事項なのか任意的細貝J事項なのか

は推測の域を出ませんが、必要的細貝J事項と考えるべき

かと思います。

具体的な選任は、会長が選任 し理事会を通 したうえで、

総会の承認を得るというのが一般的です。



第□講

クラブの組織 (1)

例会 ・総会 ・理事会 ・理事 ・役員 ・委員会 ・クラブ協議会

クラブの組織について考えてみましょう。

皆さんのクラブの組織を思い浮かべながら考えてみて下さい。

初めに、定款のうち、クラブの基本組織に関する数条を、資料に

抜き出しておきましょう。※ 1

まず、例会です。

例会 ― 重要な位置付け―

2007年 版手続要覧に記載の標準クラブ定款の定めるところによ

れば、毎週―□、細貝」に定める特定の日B寺に例会と称する会員全員

参カロの会合を開かなければならないとしています (61)。

この炉」会は静的な組織として 「設置するJと いう感覚ではなく、

動的な定例活動 ・行事として毎週 「会合する」という感覚です。

開催の場所と時刻と時間と会合の中身については蝕れていません

から、炉」会開催の趣旨に合致する常識的な場所と時刻と時間であれ

ば、自由に決められます。時間も一時間に限りません。
―箇所に全員が集まって顔を合わせ、会話と食事を楽 しみ、親B垂

を深め友情を育み、その中で、奉仕の心を育だて、自己の向上を図

り、クラブの運営と奉仕を議論する。こんなのがlpl会の姿です。□―

タ リーの一番□―タ リーらしい姿の見られるところです。

この毎週―回のlrl会は、□―タ リーの仕組みの中では重要な位置

付けがなされ、重要な役讐」を担わせられている会合で、他の集団で

は見られない特色ある会合です。おいしい食事 ・楽 しい会話 ・気楽

な雰囲気のlpl会といわれますように、クラブに会員に、いろいろ重

要な機会と場を提供する□―タ リーに不可欠のシステムです。□一

夕 リーの特色 ・魅力として、強調 して強調 し過ぎることはありませ



ん。第 8講 で述べましたように、□一タ リー五原貝」の中の第 3の 炉」

会原則です。

総会と例会の関係

ところで、例会と総会の関係は、lr lぇば、定款は 「定款 (第2条 ・

第 3条 ・・)の 規定は、定足数を満たした会員が出席 した本クラブ

のlp l会においていつでも ・・改正することができる。」(第 19条 第

2節 )と 言い、推奨細貝」は 「本細只」は、定足数の出席する任意の1/ 7 1

会において、出席会員の 3分 の 2の 賛成投票によって改正すること

ができる。」(第 16条 )と いうように使われますが、意味するとこ

ろは、開催と議題を予告 したうえで、lp l会時にいつでも、臨時総会

を開催 して議決することができるということです。総会という語を

使 つていませんが、手続に従 つて全員参カロで審議 ・議決するのが総

会です。炉」会は、推奨細則第 15条 に夕J挙してあるような事項、来

訪者の紹介、□一タ リー情報の交換、委員会報告、協議、討論、食事、

雑言茶スピーチ、それに総会など、これらに限りません、集まつてい

ろいろなことをする場です。

例会を離れた総会はない

因みに、総会は、lp l会開催B寺に合わせて開催され、例会とは月」の

日時 ・場所で、臨時総会だけを開くというようなことは、クラブ細

則に定めてもできないように思われます。上記の定款改正手続を定

めた規定の 「・・定足数を満たした数の会員が出席 した本クラブの

例会においていつでも ・・」というのは、「lp l会時の総会において」

という趣旨ですから、lp l会を離れては総会はあり得ない、開催でき

ないシステムになつていると考えられます。

ですから、lr l会日を変更 しただけの炉」会は問題はありませんが、

毎週の定lp l会以外に臨時lp l会を追カロし、または、クラブの所在地域

外でのlp l会において総会を開催することなどはできないと思われま

す。

組織の原則 ・基本組織 ―  理 事 ・役員の分離原則

さて、RIが 定め各クラブが採択 している標準クラブ定款の定め

――-  78  - ―



るところによれば、クラブの組織の基本的な枠組は、クラブの最高

意思決定機関としてクラブ総会を置き、常時の最高意思決定 ・管理

監督機関として理事会を置くこととし、執行機関として会長 ・会長

エ レク ト ・富」会長 (一人または二人)・幹事 。会計 ・会場監督 SAA

の役員を設置 しそれらは総会で選出するものとしています。※2

そ して、補助機関として、理事会の承認のもとに、各種委員会が

設置されることを予定 しています。

この基本組織以外のことは全部クラブの裁量に委せています。RI

のクラブ統治に対する緩やかな基本姿勢を読み取 ることができま

す。

総会

クラブ総会から見てみましょう。

定款第 6条 第 2節 は、役員を選挙するための年次総会を、必ず毎

年 12月 末 日までに開かなければならないと定めていますが、この

規定については、いくつかの疑間点があります。

第 1に 、総会は役員を前年度の 12月 末 日までに選ばなくてはな

りませんが、理事会を構成する理事の方は、総会で選が必要はなく、

また、ある期限までに選ばなくてもよく、細貝」で定める方法により

選ぶことができるということです。

執行機関の長である会長、幹事以下の役員の選出を必要的に総会

でしなければならないとしながら、その役員に対 し総括的支配力を

持ち、時として罷免することができるという重要な職権を持つ理事

会 (10-2)の 理事の選出は、総会で必ず しなければならないと

いう訳ではないということです。

RIが 定める標準定款によれば、上記のように、総会は、クラブ

の最高機関ですが、常時の最高管理監督 ・意思決定機関として、理

事会を置かなければならないと言 つていますから、組織論からいけ

ば、総会は役員より先に理事を選出し、直後に役員を選出 しなけれ

ばならないと思います し、事実、1992年 度当時の推奨細貝」では役

員より前に理事を選がことを推奨 していました。 しかし、現行の定
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款 ・推奨細貝」はそうではなく、まず役員を選挙せよと言つています。

禁止されている訳ではありませんから、現実には多くのクラブで

も細貝」を定め、理事も役員と同時に選ぶ方法を採 っていますから、

不都合はないのですが、それにしても、、クラブの一番肝心な理事

会の基本的な構成員である理事は総会で選任する必要はなく、総

会は理事の選任をさしおいて役員だけを必要的に選任するという、

□―タ リーの基本を定めた定款に示されている R Iの 考えは半」りま

せん。私には、非常に不可解です。

同一の総会で、役員と理事は双方とも、必要的に選任するという

ように定款を改正すべきであると考えます。

第 2に 、我々はこの定款の定めを素直に読んで、定款第 1 0条 第

4節 で定める次々年度の会長 (会長ノミニーのこと)お よび次年度

の役員 (このうち次年度の会長 (会長エ レク ト)は 前年度に既に選

任 してありますから除かれています)は 、全員、その年次総会で選

挙 しなければならないと解釈 します。当然です。

ところが、推奨細貝」第 3条 第 1節 |よ、年次総会で選挙されるべき

役員の中から会場濫督だけを除き、同条第 2節 で 「・・選挙によっ

て決定 した次年度理事会は、1週 間以内に会合 して、クラブ会員の

中から会場監督を務める者を選任 しなければならない。Jと 言 って

います。

推奨細則というのは、各クラブの便宜のため、またクラブの指導

のため、あるいはクラブ組織の標準化のため等の理由により、R Iが 、

槙範的な□―タ リー細貝」の一例を提供するものですから、特月」のク

ラブでなければ、まず、推奨細貝」をそのまま採択するか、あるいは

それを参考に若千手をカロえるか、ということになります。

ところが、そのような憲昧を持つ推奨細貝」が上記のように、定款

に違反するような選任方法を示 しています。

がしかし、定款に違反するような推奨細貝」であることはあり得な

いことですから、先の定款の読み方、解釈の仕方の方が違つていた

と考えるしかありません。
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どう違っていたかと言いますと、先程の定款の 「・・役員を選挙

するための年次総会は ・・」という規定は、疑閣なく 「すべての役

員を年次総会で選挙すべしJと いう趣旨を含んでいると解釈した訳

ですが、理屈を言えば、「・・役員を選挙するための年次総会は ・・J

と言っているだけで「すべての役員を」と言っている訳でもなく、「年

次総会で選挙すべしJと 言つている訳ではありません。確かにそう

です。

そのところの解釈として、RIが 上記のように、すべての役員を

年次総会で選挙しなければならないという趣旨ではないと有権的に

解釈し、その解釈の範囲内において、推奨細貝」を以て、年次総会で

選挙されるべき役員中、会場監督については、次年度理事会が選挙

就任後 1週間以内にクラブ会員の中から選任するという規定を、定

款に違反しない一lp lとして示している訳です。

随分と融通無碍で、結構な解釈だと感心します。※2

さてそれでは、会場監督を総会で選挙しなくて細貝Jの定める方法

で選ぶことができると言うならば、会計はどうでしょうか。幹事は

どうでしょう。富」会長はどうでしょうか。

これらの役員と会場濫督とではここが違っているから、許されな

いという程の理由はいずれも見つけられませんから、総会でなくて

もいいのでしょう。

ならば、次々年度会長 (会長ノミニー)は 許容されるのでしょう

か。それはタロ伺に伺でも無理だと思われます。先程の定款の第 6条

第 2節 の 「・・役員を選挙するための年次総会は ・・Jと いう規定

の趣旨から、少なくとも、肝心要の会長ノミニーは年次総会で選挙

しなければなりません。会長ノミニーについては 「会長年度 18カ

月以上 2年 以内選任」(1 0 - 5 ( b ) )「毎年 12月 3 1日 期限役員選

出年次総会開催」ということが、定款全体の中で基本的な前提になっ

ているからですし、伺をおいても、執行役員の長だからです。役員

の筆頭だからです。

定款第 6条 の 「…役員を選挙するための年次総会は…」の 「役員」
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の原文は単数でなく複数になつていますから、会長ノミニーだけで

は足 りず、職権上、次年度の理事会のメンバーとなる次年度冨」会長

までは、当該年次総会で必要的に選任 しなければならないでしょう。

先に言いましたように、現実には多くのクラブで、その年次総会

で、全役員を選ぶ方法を採 っていますから、不都合はないのですが、

以上のような訳で、役員の全部が全部、年次総会で選挙されなくて

もいいという重要な結論が、さり気なく定款と推奨細則の間に隠れ

ていますから、注意 して読む必要があります。

総会の決議事項

疑間の第 3は 、役員を選ばための年次総会は文字通 り役員を選ぶ

年次総会ですが、この総会は、当年度の前半に開催されその年度の

年次総会と言いながら、次々年度の役員 (会長ノミ二十)お よび次

年度の役員 (次年度の会長を除くその余の次年度の役員)を 選出す

るだけで、当該年度固有の事項については何の審議もしなくてもい

い、言うならば、この総会は内容的には、次年度以降のための総会

です。

当該年度の会長以下の役員にとって、日喬れの重要な当該年度の期

央の年次総会でありながら、当該年度に関する事項が 1つ も必要的

審議事項とならないというのは、羊頭狗肉の類いの年次総会です。

採択 しなければならない現行の定款は、この総会で審議すべき事

項についてほかに何も言わず、全部クラブの自由に任せています。

年初年次総会 ・期中年次総会の二総会制

恐縮続きで恐縮ですが、私の所属のクラブでは、止むを得ず、ク

ラブ細貝」で、新年度 ワ月中に、前年度の決算報告 ・事業報告の各承認、

新年度事業計画 。新年度予算の各承認を審議事項として年初年次総

会を開催 し、定款のいう 12月 中開催の次年度の役員を選挙するた

めの年次総会は期中年次総会として、定款が定める必須議題の役員

選出 (次々度会長および次年度役員)、定款が任意議題 とする理事

選出 ・重要委員会委員長 (いずれも次年度の理事 ・委員長)の 選任、

当該年度の中間事業報告 。中間会計報告を審議事項として開催する
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という、一年度内三年次総会待」をとつています。※2   (続 く)

※ 1 横 書き巻末の資料中、クラブ定款抜粋を参照

※ 2「 すべての役員を選任すべし」と解釈すべきでないとい

う理由が一つカロわりました。

20 1 0年 4月 開催の規定審議会で、直前会長が役員に

カロえられました。前官待遇として役員となるのですから、

選任という手続を要しない役員です。

この制定案が、標準クラブ定款違反であるという見解

のもとに、RI理 事会の審査により規定審議会に上程され

なかつたということはありませんでした。
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第□講

クラブの組織 (2 )

理事会の構成をタロ1司にするか

次に、理事会ですが、その構成については、定款は第 10条 理事

および役員のところで 「…(本クラブの)細 則の定めるところによっ

て構成 される理事会 ・・」(1 0 - 1 )と いい、「・・会長、会長工

レク ト、および冨」会長は、全員理事会のメンバーとなり、幹事 ・会計 ・

会場濫督も細只Jの定めるところに従 って、理事会のメンバーであっ

ても、またそうでなくてもよい。(1 0 - 4 )と いっているだけです

から、各クラブは、この条項の範囲内で、最適なネ日貝Jを定めて構成

を決めればいい訳です。大半のクラブでは、推奨細貝Jをそのまま採

択 しています。

ところが、推奨網貝」がその第 2条 で、「本クラブの管理主体は本

クラブの会員〇〇名によりなる理事会とする。すなわち、会長、富」

会長、会長エ レク ト ・・幹事、会計、および会場監営である。理事

会の裁量により、本細貝J第3条 第 1節 に基づいて選挙された〇〇名

の理事および直前会長を力□えることができる。Jと 、会長以下の役

員だけで理事会を構成するのが本貝」だと、 トンデモナイことを言 つ

ています。推奨細貝」は何を錯覚 したのでしょう。

推奨孫日貝」の錯覚というのは、RIが 定めた標準定款は、会長以下

役員による執行と、役員の執行の基礎 となる意思決定 ・その意思の

下になされた役員の執行の監督とを原則的に分離 し、その意思決定

と監督を職務とする必須機関を理事会と名付けているのにかかわら

ず、推奨細貝」は、理事が一人も入らず役員ばかりで構成する理事会

が、基本的 ・標準的構成だと言 つている訳です。理事会の裁量により、

理事をカロえてもいいとはどういうことでしょうか。

間違いと手違いはどこにあるものです。推奨細只」が混乱 している
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ようです。この条支は、「本クラブの管理主体は本クラブの会員①

①名によ りなる理事会とする。」で終 り、以下の一文は無いものと

考える外はありません③

推奨ネ日則第 3条 第 2節 の方は 「選挙された役員および理事 (1原序

を変えて理事および役員と言 つた方が正解でしょう)に 直前会長を

カロえて理事会を構成する ・・」とまともな事を言 つています。これ

を参考として下さい。※ 1

そ してもう一つ、見過ごすことのできない大事なことは、理事会

は理事だけで構成されるのではなく、役員は定款第 10条 第 4節 に

定められているように、そのうち、会長 ・会長エ レク ト ・富」会長は

理事ではないがいわゆる職権上当然理事会のメンバーとなり、幹事 ・

会計 。会場藍督も細貝」の定めにより理事会のメンバーであってもい

いしなくてもいいのですが、そのほかに、更に細則で定めれば、理

事でも役員でもない理事会メンバーという理事会構成員を付加する

ことができるとして、直前会長を挙げています。Rは さり気なく

重要なことを滑 り込ませていることです。※ 1

過去との継続性、将来への継続1生・見習い等の観点から、クラブ

では、直前会長 ・直前幹事、会長エ レク ト ・副幹事 (次年度幹事と

なることを予定)も 理事会にも出席できるようにするために、わざ

わざ役員にしたり理事にしたりしていますが、役員は定款に夢J記し

てある役職だけが役員ですから、会長エ レク トは既に定款に定めら

れている役員ですからいいとして、その他の役員の新設はお勧めで

きません し、そうかといって、理事にするのでは、それら富」幹事が

本来役員的な役職ですから相応 しくありません し、他の役職との関

係でもバランスがよくありません。

ですから、このような時には、「・・直前会長をカロえる ・・」と

いう手法に倣 って、細貝」条文中に、理事会メンバーに富」幹事をカロえ

るとしておけばいい訳です。

直前会長 ・富」幹事ばかりではありません。その外に、いろいろな

理由により、直前幹事、あるいは倉」立①①周年実行委員長 ・IM (分
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区大会)実 行委員長等、あるいは各クラブ独 自の特屑」委員会委員長

にも常時出席 して藁いたい、場合によっては、クラブから出ている

地区委員会委員長もという時がありますが、バランスを考えて、正

規の理事 とせずに、それらの者についてlf lえば、「会長は、3名 を

限度として理事会メンバーにカロえることができる。」と、員数制限

とともに細貝」に規定 しておけば、同じ目的を連することができます。

勿論、理事会のメンバーにせずに簡単に、「会長は、必要があると

きは、直前幹事 ・富J幹事 ・特屑」委員会委員長等を理事会に陪席させ

ることができる。」としても、同じことです。※2

理事会の員数 ・議決権

ところで、述べましたように、理事会の権限は、クラブの管理主

体であり、金役員 ・全委員会に対 して総括的支配力を有 し、正当な

理由のあるときは、役員を罷免 し、委員長を解職 し委員を罷免する

権限を有 し、また、会員に会費 ・出席等の資格条件に欠けることと

なった場合には、会員身分を終結させること等の重要な権限を有 し

ていますが、この他に定款が個々に規定する事項をはじめ、常務的

な意思決定権限を有 しています。

そのような理事会の純粋の理事は何名位が適当でしょうか。

難 しいことですが、理事会の職分としての意思決定 ・監督機能と

純粋の理事以外の理事会メンバーの数とクラブ会員数との 3つ を勘

案 して決めていただければいいように思います。標準的な 5～ 60

人のクラブで 5～ 6人 位が適当でしょうか。

議決権については、推奨細貝」は、役員を含め理事会メンバー全員

が当然有するとしているようですが、理事の外は、中枢役員の会長 ・

会長エ レク ト・富」会長 ・幹事のみが有 し、他の理事会メンバーは憲

見を表明 し情報を提供するところに意義がある訳ですから、発言権

のみとするのが、RIの 考える定款の原則に限 りなく近く、簡明で

いいように私には思われます。従 つて、理事会の定足数は、理事お

よび会長 ・会長エ レク ト ・富」会長 ・幹事の過半数とし、出席 した理

事および会長 ・会長エ レク ト ・冨」会長 ・幹事の過半数により決する
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ことにな ります。

各地区に任命されていますガバナーは、本質的に独任専術」です。

これに対比 しますと、合議待Jをとるクラブの運営 ・管理体待」は両極

端にある組織原理です し、すべての点についてクラブの自主性が最

大限尊重される枠組みとなつていますから、クラブの選択の しよう

によっては、非常に民主的な組織にすることもできます し、あるい

は、合理1生を追求 した構成にすることもできます し、親睦と禾□に配

慮 した機構にすることもできます

各クラブでは、この裁墨権を充分に活用 したいものです。 (続く)

※ 1  2 0 1 0年 4月 開催の規定審議会で、直前会長 が役員に

カロえられ、職権上の理事会のメンバーではないが、前官

待遇による理事会のメンバーです。

※ 2  名 古屋東南 □―タ リークラブ細貝J参考例 ( 2 0 0 7・ 7・

1現 在)

第 5条  l p l会・総会 ・理事会 ・役員会

第 3節  理 事会

( a )役 員全員および理事に直前会長 ・直前幹事および富」

幹事をカロえて理事会を構成する。

( b )会 長は、3名 を限度 と して、地区役員、特屑」委員会

委員長等を理事会メンバーにカロえることができる。
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第□講

クラブの組織 (3)

委員会の設置は会長のもとか理事会のもとか

次に,ク ラブ組織のうえで重要な一翼を担う委員会ですが、これ

について、標準定款は設置を当然の前提にして、「理事会は ・・全

委員会に対 して総括的支配力を持つ ・・J ( 1 0 - 2 )な どと規定 し、

推奨糸日貝Jは 「これらの委員会は理事会に報告 してその承認を得るま

では行動を起こしてはならない。J ( 9 - ( b ) )「それぞれの委員会は…

委員会の金活動について理事会に報告するものとする。」( 9 - ( C ) )

としていますが、他に伺も言 つていませんから、クラブ計画書にク

ラブの組織図を表記する際に、委員会を会長の下に置くとするもの

が、理事会の下に記載するものか迷います。

まず、その点を考えてみましょう。

クラブ会長エ レク ト用資料によれば、C L Pを 採用 した場合の推

奨委員会構成として、クラブ管理運営委員会 ・奉仕フロジェク ト委

員会 ・会員増強委員会 ・広報委員会 ・□―夕 リー貝オ団委員会等をす

べて理事会の下に置くとしていますが、基本的には、委員会の性格・

目的 ・権能が1可であるか、審議型の委員会であるか、執行型の委員

会であるかにより決まる訳ですが、一般的に言えば、通常、濃淡の

差はあっても、少なからず意思決定と執行という両者の性格を有 し

ていて、純然たる一方型は、長期目標設定、定款 ・細貝」改正の場合

など総会 ・理事会 ・会長に対 し基本的な考え方を答申し ・異申する

ような特月」の委員会が、あるいは、周年記念事業のような特月」事業

の実行委員会等 しかないように思われます。この種の特月」委員会は、

答申する先の機関、あるいは補助する先の機関の下に置くべきであ

ると思われますが、通常の委員会は、理事会の決定 した枠組みの範

囲の事柄を会長以下の役員が執行する、その補助 ・分担機関である
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と思われますから、前記推奨細則第 9条 b)の 定めに関わらず、原

則的には、クラブ会長の下に置かれるべきものと思われます。

委員会構成

次に、委員会構成ですが、大部分のクラブでは、20 0 4年 版まで

の手続要覧所収の推奨クラブ細貝」を参考等に して、「理事会の承認

の下に」、四大奉仕委員会 として、クラブ奉仕委員会、職業奉仕委

員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会を置き、ほかに新世代委員

会を置き、クラブ奉仕委員会の下に、出席 ・職業分類 ・会報 ・親B垂

活動 ・雑誌 ・会員選考 ・会員増強 ・フログラム ・広報 ・□―タ リー

情報 ・会場運営 ・ニコボックス等の各 (小)委 員会を置き、その各

委員長でクラブ奉仕委員会を構成 し、職業奉仕委員会には小委員会

はなく、社会奉仕委員会の下にこの冨」委員長を委員長とする環境保

全小委員会を置き、国際奉仕委員会の下には□―タ リー貝オ団 ,米山

記念奨学の各委員会を置き、新世代委員会の下に、□―ターアク ト・

インターアク ト等のクラブを提B昌していれば、それらの小委員会と

して置くというのが通常のようです。

地区内クラブ全体を見た場合の第一の直感は、50人 以上のアク

ティブな会員を擁するクラブであればまだしも、会員 50人 に満た

ない多くの□一タ リークラブに、上記に準ずるような 20委 員会と

いうのは、内部の目からでさえどうしてこんなに多くの委員会が…・

と思われる程に多過ぎるということです。当□―タ リー愛矢□82の

地区内の 60人 前後の標準クラブでも、会長以下の理事 ・役員の人数、

85年 規定 (9 3 ( b ) )・年齢と在会年数の合計年数が 85年 以上の会

員は申請により出席免除が得られるとの規定)に 該当する人数を考

えると、こんなに多くては実のある委員会活動はできないと思われ

ます。

ここ数年来、RIの いう効果的なクラブの点からいつても、組織

として機能を細分化 し過ぎています。

整理 ・再編が急務です。※ 1

C L P下 の委員会構成
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2 0 0 6年 度から推奨され、20 0 7年 版手続要覧に取 り入れられて

いるクラブ リーダーシッププラン (C L P )は 、クラブ機能を極端ま

でに分解 し、その機能を効果的 ・効率的に発揮させることに主眼が

あつて、組織のバランス、理論的な構成という面は捨象されており、

これまで長年親 しんできたクラブ奉仕委員会をはじめ四大奉仕委員

会は常任委員会 (親委員会)と しては設置を推奨 しておらず、会員

増強委員会 ・クラブ広報委員会 ・クラブ管理運営委員会 ・奉仕ブロ

ジェク ト委員会 ・□―タ リー財団委員会の五常任委員会の設置を推

奨 しています。※2

しかし、一方、定款には「四大奉仕部門」として、「囲大奉仕部門は…

クラブの活動の 「哲学的および実際的な基準』である。」と規定さ

れ (5条 )、推奨細貝」の方にもこれにB平応 して、「四大奉仕部門は□―

タ リークラブの活動のための理念と実践の枠組みである。…J( 8条 )

とされています。(クラブ奉仕 ・職業奉仕 ・社会奉仕 。国際奉仕の

四分類は、間違いなく、実際的 ・実践的な分類であり、うち、前三

者の区分けは哲学的 ・理念的な分類でもありますが、後二者 (社会

奉仕 ・国際奉仕)の 間は哲学的 ・理念的な分類ではありません。)
一方の定款の 「哲学的および実際的な基準‖である 4大 奉仕部

門の条文は、20 0 7年 4月 の規定審議会において審議され、世界中

の 53 0程 の地区の多数意思により表明された思想であり、他方の

CL Pの 5常 任委員会設置の思想は、RI理 事会の採用 した考え方で

すから、両者の思考の間には、相当に隔たった相違があるのも止む

を得ないと思われますが、20 0 7年 版手続要覧の舌足らずの文言だ

けでは、クラブに混乱を招くのではないかと危惧されるところです。

RIは 、両者の思想を統一的に解釈 し把握できる有効な手立てを考

え、発表すべきです。

当地区も、CL Pの 検討を推奨された当初から、各クラブより間

い合せが多数あり、20 0 7年 度の P t t T S・地区協議会等で、次のよ

うな趣旨の 「地区見解」が示されたところです

「CL Pは クラブ向上の一手段ですが、これを是が非でも採用 しな
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ければならないものではなく、また、これに倣 って委員会を例示の

ように減らす必要などもありません。 しかし、クラブ活1生化のアイ

デアとしては一考の価値がありそうです。一度はクラブで論 じ合 っ

て下さい。よいところに気付けばそこだけ取 り入れましょう。

CL Pに 示されている 5項 目はクラブの活1生化の決め手にな りう

るものであることは RIが 検証済みです。クラブの現状と照らし合

わせて見直 してみましょう。 しか し、CL Pの 導入はクラブの裁量

権内のことです。」

この見解の中に、クラブの取るべき方向を読み取ることができる

ように思います。クラブの実状に従 つて、クラブの道を考え、選択

していただくことです。

ともあれ、この問題に関する RIの 明快な見解を早急に聴きたい

ものです。

参考までに、CL P組 織を採用 した場合の、試みの委員会組織を

他の機関とともに掲げてみましょう。

諮問委員会 (元会長全員、元富J会長 ・元幹事のうち数名)

理事会 (理事数名と会長 ・富」会長 ・会長エ レク ト十右千名)

委員会

運営委員会

4重 畠」+ 3

広報委員会※

3 =富」+ 2

．　
３

△
蚕
　
上下

∞貝

副

委

〓

∞貝

４

△
蚕

l p l会委員会 (炉J会運営 ・フログラム)

出席委員会

ニコボックス委員会※

「 会 員増S貧委員会 (選考 ・分類)

|~雲竺緊罷雲蛍雲
―――担当待」

(内部広報 :□一タリー情報 ・雑誌 ・会報)
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奉仕委員会

6 =冨」+ 5

財団委員会

3 =富 」+ 2

特別委員会

職業奉仕委員会

社会奉仕委員会

新世代奉仕委員会

国際奉仕委員会

環境奉仕委員会

□一タ リー財団委員会

米山財団委員会

倉J立周年記念実行委員会

□―タ リー未来委員会

常任委員会 (統括委員会 ・親委員会)の 委員長は役員の兼

任とする。

運営委員会委員長=富」会長兼任

会員委員会委員長 =エ レク ト兼任

奉仕委員会委員長 =直 前幹事兼任

貝オ団委員会委員長三直前会長兼任

広報委員会委員長=富」幹事兼任

出席委員会委員長 = S A A兼 任

少員数のクラブは全部担当待」でもいい。常任委員会のみ委

員会待」とし他は担当待」でも、その他の組合せでもいい。

常任委員会 (統括委員会 ・親委員会)は 、その統括の小委

員会の委員長を委員とし、専任の富」委員長を置く。

広報委員会はクラブ外広報とクラブ内広報 (雑誌 ・会報―

―□―タ リーの友 ・ガバナー月信 ・クラブ週報)を 職掌とし、

子委員会を置かず、担当制とする。クラブ外広報担当とク

ラブ内広報担当を設け、担当長 ・富」担当などとする。

ニコボ ックス委員会は委員長 ・富」委員長 ・2委 員の 4名 体

待」とする。ただし、屑」に理事 ・役員 ・委員長等を除外 した
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一般会員をあらかじめ 1か 月単位に各 2名 を当番 (全員参

カロ型当番制)に 書」り当てl p l会日を担当する。

6  環 境奉仕委員会が社会奉仕 ・国際奉仕から独立 しているの

は第 2 0講 「地球に奉仕環境保全」を参照

7  委 員会名の下の数字は員数。役員兼任の委員長の数を含ま

ない。

理事 ・役員 ・委員長の兼任

次に、役職の兼任について考えてみましょう。

役職の兼任について、定款は伺も語 っていませんから、どのよう

に兼任 しても極端にならなければ定款違反ということにはなりませ

ん。ただ、考え方を吟昧 しておきましょう。

まず、理事 ・役員の兼任ですが、推奨細貝」第 3条 第 1節 には、役

員と理事を総会で同時に選挙するとあります し、1 9 9 5年 B寺に、そ

れ まで兼任型 ・分離型の選択併記の推奨細則を※現行の分離型―

本に変更 した経緯もあ りますから、R Iが 現在採 っている、常務基

本決定 ・監督職責の理事と、執行職蓑の役員との分離原貝」の上がら、

兼任はない方がよいと考えているとみることができます。

次に、理事 ・委員長の兼任ですが、2 0 0 4年 版以前の手続要覧所

収の推奨細貝Jでは、いわゆる四大奉仕の委員長は理事をもって充て

る (細貝」ワー 1 ( C ) )ことを推奨 していましたが、2 0 0ワ年版の推奨

細貝」では兼任について一言も触れていません。

この兼任の是非については、委員会が審議型の委員会であるか、

執行型の委員会であるかを、設置目的等で先に吟味 しなければなり

ませんが、前に述べましたように一般的に言えば、通常、委員会は

執行の補助部門の1生格をもって設置されますから、決定 ・藍督権限

の理事が委員長を兼任 しない方が原貝」にE l fいます。

定款は、理事 ・役員の職務とその担当者をそれぞれ分離 し、理事

会はクラブの管理主体であり、クラブの管理運営の基本決定 ・監督

の職分を担当 し、執行を職分とする全役員 ・全委員会に対 し総括的

支配力を行使 し、正当な理由があるときは理事会が選任 したのでは
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ない役職者の会長以下の役員 ・委員長 ・委員でさえ罷免する権限を

有すると定めていますから、その構成メンバーの理事自体がその監

督下に入る役職を兼任するというのは、現在の定款の原則的な思想

からいけば、避けるべき方向です。

にも拘らず、四大奉仕の委員長は理事をもつて充てることを推奨

するとか、会員増S貧委員長は理事を充てるとかのことがありますが、

それは、理事会と会長以下の執行部 ・内閣との関係を限りなく8愛昧

にするもので、月」の言い方をすれば、限 りなく両者の一体化を指向

すものものであると推測されます。少なくとも、現在の RIが 推奨

している方向ではありません。

役員と委員長の兼任

では、役員と委員長の兼任はどうでしょう。 以 上のように、理

事と委員長の兼任は職務の分離原則から望ましいことではありませ

んが、役員と委員長の兼任はどうでしょうか。

会長、幹事が委員長を兼任するというのは、避けた方がいいでしょ

うが、富」会長 ・会長エ レク ト ・会計 ・SA A、 あるいは直前会長 ・直

前幹事 ・富」幹事はどうでしょうか。

前に掲げました委員会組織での一部役員と委員長兼任は、そのう

ち、SA Aは その職務の関連委員会です し、直前会長 ・直前幹事 ・

富」幹事は準役員で (理事会のメンバーで発言権はありますが議決権

はないこととすると参考lp lではしていますから)し わヽゆる審議官と

監督官との兼任ではなく執行部内の兼任ですから、理事との兼任と

は異なつて分離原則上の問題もなく、却 つて好ましい面があるよう

に思います。

理事会と執行部一分離原則の見直 し

これまで語つてきましたように、RI定 款が採用する現在の理事 ・

会長 ・冨」会長 ・幹事等の機関のクラブの組織原貝」は、決定 ・監督権

限と執行権限との分離です。

しか しながら、その原則を一つの言葉で、あるいは 1つ の文章

で明確に規定 している訳ではありません。僅かに 「理事会は全役員
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および全委員会に対 して総括的支配力を持つものとし、正当な理由

のある場合は、そのいずれをも罷免することができる。」(第 1 0条

2節 )と いう 1条 があるに過ぎません。特に、理事会の構成を含め

理事の選任を全面的にクラブに委ね、理事会がどういう形にしても、

総括的支配力と罷免権を有 していれば、間うところではないとして

いますから、以上に述べました分離型とは対極の理事役員融合一体

型の組織を作ることも可能です。l a lえば、1 2月 の年次総会において、

先に、次年度の理事を選出 し、その中から、次々年度の会長 (次年

度の会長エ レク ト)を 選出 し、次いで同様に、次年度の目」会長 ・同

幹事以下の役員を選任する、従 つて、理事会は理事役員会となるよ

うなクラブ細貝」による理事役員一体型の組織の選択も、却つて、□一

タ リークラブには分離型より相応であるとする考え方もあります。

定款の許容する範囲内で、クラブの事情により最適な形の組織を

選んで下さい。クラブの裁量のうちです。

※ 1 名 古屋東南 □―タ リークラブ細則参考例 (2003・ 7・

1施 行)

第 6条  常 任委員会および特別委員会等

第 1節  委 員会の設置

(a)会 長および理事会の下に次の常任委員会を置く。

1-i ク ラブ奉仕委員会
― ii 出席委員会
一 iil 会場運営委員会 (会場運営 ・フログラム)
―iv ク ラブ情報委員会 (会報 ・広報 ・雑誌)
― v ニ コボ ックス委員会
―vi 親 睦活動委員会
―vii □―タ リー研修委員会 (□―タ リー情報)
一v耐 会 員増S貧委員会 (会員増強 ・会 員選考 ・

職業分類)

2-i 職 業奉仕委員会

3-i 社 会奉仕委員会
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4 - i  国 際奉仕委員会
一 i l  □―タ リー財団委員会
― i i i  米山記念奨学委員会

5 - i  新 世代委員会 (新世代 ・□―ターアク ト)

6 - 1  環 境保全委員会

※ 2  2 0 0 7年 の規定審議会 で新世代奉仕を格上げ して 「五

大奉仕部門Jと しました。
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閑請1弾 ③■田■|タリ
ー
■用‐語

■口|■|タリ■用1語|の1日本1ヒの時|‐■|||■ || |■ ■  ‐  |‐ ‐

■外国1誌|が■度t憲 訳でなくそのまま苦事されて使用されだすと―、

それ1以後のそ|の1言1葉|の憲義的な深化はなく1類語的な進展も反憲語等

の生成もなく―、その音訳語は他の言葉から孤立し(思 想の伝達用貝

としては耐え難く不十分となる。

今日の日本文化 1産業経済の隆盛は、明治維新時の西洋文物の移

入に際して、思標を伝達する用具である言語の観】訳が東に適切に開

発されその後もその工夫がなされたことに少なからず負つている。

ところが、□―タリーの翻訳用語は、日本移入に際しては、すべ

てカタカナによる音写用語だつた。それ以後、これを踏襲し、変更・

改革のことをPFqかない。

田本□―タ リーの会員がどのように考えているか半」らないが、

□―タリーが日本に入つて九十年も経つ。敗戦という特殊事情|よ

あったにせよ、もうそろそろ日本語によるEEl―タリーであってもと

思つている。「日本の香りのする□―タリーを」と同期のガバナー

も言つている。

まず、基本用語 「□―タリー」という言葉であるが、台湾では 「扶

輪社」と憲訳して定着し、韓国ではそのまヽ 「□―タリー」と言っ

ているようであるる「□■タリー」という名称は、会聞いてもさほ

どの抵抗感がなく、既に長年月のうちに日本語に溶け込んだと言つ

ていいように思う。      ‐

しかし、lM〈インタ■シテイミ‐ティング)な どは、アメリカの

地理上の1関1係|から事実そのままに付けら|れた名称で、これと異‐なつ

て(|1町|が1間断な―く―遵なリーtあ るいはtそ うでなくて―も|そんなに遠く

ない申本にそのま|ま1持つて|くると|いう|のはtl場1違いの間違t |`だ。■

■ヂ|″ド|オ十押件|ゲ羊伴章←|↑や|て1分1写学学|で1開催さⅢⅢⅢるのだかつ|
をめ美1態|に1合|わ|せて|その|まヽ|ハ1区1大1会と1毒|→|た1方|かしヽtitil(2‐001

1午1掌F■分厚1本1舎■|いユ争1神|で1甲1得ヤ|1寧141|々|「‐牢栄|や11抑!1毎||ヤ|
1友1基め広‐場11ま十基1失1心1陶|め1広1場ilとして南催|じ|た|ど)|■■■■■■
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戴諮1摺1軟温笥埼翻着合1'げ:‐蟹
知‐84のガバォ■で|すと(阻1岬■や雰いなくして各告|る1手■‐は|で―き
なかつたる特にガバナ■ (知事)‐の前では/  ‐ ||  ■ ‐

ガノヾナ■という名称が未だに日本語として消化されていないか―ら

である。           ‐      ‐   ‐      |

各クラブの会長のまとめ役だから、平凡に 「会頭」位が一番いい

かと思案している。|            ‐

その他の用語の軽理  ‐

クラブフオTラ ムはクラブ対話でいい。フォーラムで|よイ可をする

のか半!ら↑い?ク ラブ討毒
・討論では甲Tタ ツTと t/で相心しくな

い用認だ。クラ|ブアッ|セ‐ンブリ■はクラブ協議会の方がよい。 |
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|‐|そ,191午1草1申1写1本‐舎|11‐やⅢⅢⅢ誓|||↑|||1学11‐|そ-9?PII午‐呼1摯1写1本1舎|
と|す|ればよ|い!‐|‐|い|や■1却|→‐|て1蔚1準|十だ!|■IL/や||||々ツ|■|の1年1度|が|
仰|え十ざ|111カ|か|ら1始|まる■41カカ1曽‐til‐|つ1手14111な|れば||‐考|え1合|け|
れ|ば|な|ら|なICiがtl幸|しlf71月|111閣‐|か|ら1始ま|る|■21カ1月|1闘111だ|か|ら十

を010‐1年1康|と表|ホ|‐して1浅1吉tiする|こ|=は|な|い■|ガツヽナ|||を121‐年1続

|け|てい|や|‐ツ||||な|れliギ||?ややや1午申■?01や1午1申|ヂ|イド|オ|十■|,つヽ1欝翠
1本1秦1宗|‐虐1本|る|か十1強1楽1宗tよ|れ|は||126601■||ど0‐161生1度■12‐016111
″び-1+年1度|力|′ヽ‐チ|■|とな名!31年1続11チは■″0001年1度|～|″0111‐1年1度|
|ガ'‐ヽす|■|と1表1言3で|き|る|のに■1現1表1本|で|は―■200911■|?011年1度||

201‐■■201121年‐度ガ′ドーナ■となわ|て1煉1雑だよ12009■2012‐1年‐度
では,曖1昧|だ|じ(|1第■ti12009■20121年1度といつ1年度は無いよ|■‐会
長|=ウクトの年1度1表1示|もIPD81題|がある1311次年度に会‐長にな|る人は■次
年度会長エレウトと養記するか■本1年‐度会長主レクトと表1記|するか

のPa81盟|が||IⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ ⅢⅢ ⅢⅢⅢⅢⅢ Ⅲ ⅢⅢ ⅢⅢⅢⅢ Ⅲ ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ
Ⅲ姓名1数学の表記もと||■■■| ||| ‐■‐ ―  ‐|■ ||■
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第□講

□―タリーの特長 的特色

□―タリー /この素B青らしい〃人の集まりよ″

□―タ リーに入会後、□―タ リーに対 し物心が付いてから、常々、

感慨深く思うことは、□―タ リーとは何と素B喬らしいところだろう

かノということです。

その人たち③個人として、職業人として、□一タ リアンとして。

そ してその精神と活動。これ以上の資質を持つた集団があるだろう

かということです。

このこと自体が希有のことと考えられますのに、それが百年を超

えて現に存続 していますから、更に驚きです。

近年、このような素B喬らしさが色褪せていく感 じがありますが、

□―タ リーにこの素B喬らしさを簡 してくれた特長的で特徴的な原動

力は伺であったのでしょうか。それを考えてみたいと思います。

私は、他に優れて特徴的な次の三つの点を挙げたいと思います。

第一は、ロータリーが、会員間の親陸 ・心の繋がりを非常に重視

していることです。□―タリーの核心に親睦 ・心の繋がりがなけれ

ばならないという原則です。(親陸重視の原則)

第二は、ロータ リーの目的の一つに職業奉仕を掲げ、「最良奉仕

の最多果報」の職業倫理を以て実践 していることです。(職業奉仕

尊重の原則)

第三は、奉仕のための労力 ・浄財をクラブ外に求めず、クラブ内

の会員自らが提供 し捻出する原貝」の採用です。いわば、活動労力 ・

資金の自給自足を基本にしていることです。(資源自給自足の原貝」)
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ところで、これらの三原貝」は、単に□―タ リーの特徴であるばか

りでなく他に優れて特長的なものでありますが、基本的には、□一

タ リークラブがクラブ組織による集団であることに起因していると

思われます。

クラブ組織の特徴

□一タ リークラブは、当初、その名の示す通 り、純然たるクラブ

組織として倉」立されました。クラブ組織というのは、趣昧 ・スポー

ツ等同好の士が集 つて倉Jるクラブという組織に見られるように、そ

の趣昧 ・スポーツ等の会員間の活動を通 じて、会員間の心の繋がり・

情誼 ・親B垂を旨とし、会員の技墨 ・品1と・イロ性を重視 し、従って会

員全体の指向は内向的で、打算を越えた心の繋がりをより重視 した

閉鎖的な小集団を意味 しています。よく言われますように、会員間

の関係は、フレン ドシッブの関係を越えたフェ□―シッフの関係に

あるいわゆるゲマインシャフ ト的な集団を恵昧 します。

□―タ リーは発足に当たって、その組織を借 り、寒々とした心と

心の隙間を、温かい友情が包んでくれるような輪を倉」り、その輪の

中では互いに信頼 し誠実な取写|をしようという同憂の士により合」立

されて以来、これまで、クラブ組織のこの基本精神がいろいろな手

段を講 じられながら脈々と守られてきています。

会員の一人ひとりが重視されるが故に、□―タ リーも、会員資格

に 「善良な成人であつて、職業上および/ま たは地域社会で良い評

半」を受け ・・1)一 般に認められた有益な事業または専門職務の持

主、共同経営者 (パー トナー)、法人役員または支配人であること。

または、2)一 般に認められた有益な事業または専門職務あるいは

その地方代理店または支店において、裁量の権限ある管理職の重要

な地位にあること ・・・」(標準クラブ定款第七条 ・RI定 款第五条)

などの一定の基準を設定 し、入会審査を厳 しくし、その後、緩やか

になったとは言え、各クラブとも、良質な素質を持つた会員を選出

することに務めています。

親陸重視の原則
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他に優れて特長的な第一の親髄重視の姿勢については、他の集団

と対比すれば、l p lえば、その集団が典型的な営利を追求する株式会

社であれば、□―タ リークラブとその会員は、その会社とそれを構

成する株主に相当する訳ですが、その各株主およびその集団の目的

は、従業員との労働力の売買取尋も含め、外注先 ・販売先等の会社

外部との諸取弓|により生 じる、最少費用の最大利益の原貝」適用の利

消の獲得ですから、各株主は利潤獲得の諸事象が関心事であって、

各株主間における親睦などということは、□―タ リーと違つて当然、

視野に入つてきません。

また、□―タ リーと類似の社会奉仕活動を目的としている同種の

団体であっても、奉仕活動資金などを会員から求めず主として、組

織外の一般の人に呼びかけ募金により得ている団体であれば、奉仕

活動それ自体が外部指向的であるうえに、資金獲得の方向も外部的

ですから、会員の目は内部に向けられず、ちょうど株主と同じよう

に、会員間の親睦などということは視野に入つてきません。

また、実質的な会員により構成されている□―タ リーと類似の社

会奉仕活動を目的としている同種の団体でも、親B垂が大なり少な り

叫ばれるで しょうが、□―タ リーのようには叫ばれることはなく、

我が□―タ リーにおいては、倉」立以降、親睦が強調され続け、それ

を堅持するために、標準クラブ定款を以て、クラブの毎週―□のl a l

会開催 ・会員の毎週―□の出席を待」度的に義務化 し、心交 ・親睦の

場を用意 し、心の絆が生まれ広く強くなるよう援護 しています。会

員もこぞつてこれを強く支持 しています。

□一タ リーには核心に親B垂がなければならないという親B垂重視の

思想は、その時代背景を考えれば、心の叫びであつたのでしょうが、

持続可能な前進の条件である組織の結束の強5 5は、心の接触の星と

質によることの重大1生をいち早く理解 し、出席 ・参カロ、そして、親

睦に特別の価値と有用性を見出 し、厳 しすぎる程の傾」会出席制の方

向を示 したポール ・ハ リスを初めとする□―タ リー草倉」期の人達の

正 しい選択であったと思われます。
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親睦は、□一タ リーの発展の原動力として、その一翼を十三分に

担 つています。

職業奉仕尊重の原則

第二の職業奉仕の尊重の原貝」も、□―タ リーが内向的なクラブ組

織であったればこそ、その職業的道義の低下 した時代背景のもとで、

各会員の職業を取 り上げ、会員間の公正取Sを 目的とするという、

現在の職業奉仕の萌芽ともいうべき発想が容易にできたと思われま

す し、その後、職業の公正取写|の発想を会員間という枠をはず して

会員外との取喜|一般に広げ、普遍的に職業倫理の維持 ・向上を中核

とする現在の職業奉仕に変容させて、□―タ リーの目的の重要な一

つとして宣揚することができたのも、その萌芽があつたればこそで

あり、基を質 (ただ)せ ば、□―タ リーが発祥当時からクラブ組織

であつたことに起因していると考えられます。

そ して、この職業奉仕の尊重も、特に日本人の熟烈な賛同を得て、

ロータリーに、一方では倫理という特別な渋み味を付け、他方では

利潤 という誰もが愛する曽段着の色合いを付け、□一タ リーの発展

に充分な役善」を果たしています。

資源自給自足の原則

第三の人的物的資源の自給自足の原貝」に関しては、3」立から時が

経 つて、□一タ リーが、クラブ外に向かつて社会奉仕活動をしよう

としても、もともと、内向的なクラブ組織ですから、異質な外向的

な社会奉仕活動などはなかなか組織に周1染みません。 しかし、それ

を目的の一つに掲げた以上は、それを支え、前進させなければなり

ませんが、クラブが本質的に内向的ですから、奉仕の労力 ・資金を

クラブ外に求めず、クラブ内の会員自らが提供 し捻出するのが自然

の成 り行きです。活動労力 ・活動資金の自力捻出・自給自足です。□―

タ リーの組織的 ・活動的特色です。

□―タ リーの奉仕も、アイ ・サーヴからウィー ・サーヴヘの趨勢

にありますが、いずれにしても従来のこの方式は、奉仕活動自体の

□―タ リー外への影響力 ・働きかけは率先垂範の範囲を出でず、活
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動労力 ・活動資金の捻出も自力捻出 ・自給白足で、その増強は、専

ら会員増強に頼るしかない奉仕方法です。

将来、従来の方式の殻を破る時が来て、更に進展 しますと、□―

タ リーもレッツ ・サーヴヘと展開する時が来るかもしれません。広

く不特定多数の一般市民にB平びかけて賛同者を募 り、これを巻き込

み、みんなで資金を集め、みんなで力を合せ、奉仕をしようという

この方式を、コー ・サーヴ ( c o  s e r v e )または レッツサーヴ方式

と仮に名付けますが、本来、□一タ リーのクラブ組織とは用染みう

すい方法です。

□一夕 リー財団の設立なども、□一タ リーのクラブ組織という制

約がもたらした、奉仕活動 ・労力のクラブ外へのアウ トソーシング ・

外注と見ることができます。

話を戻 しますが、資源自給自足の原貝」が、□一タ リーの他に優れ

た点であるかどうかは、まだまだ、再思参考を要 します。ただ、既に、

□一タ リーの一部、R C C□ ―タ リー地域共同隊や□―ターアク ト

などには、不特定ではない特定の集団ですが、□―タ リーが提唱ま

たは提携する集団と□―タ リーが共同奉仕するコーサーヴ ・レッツ

サーヴの萌芽を見ることができます。※ 1

※ 1  コ ーサーヴ ・レッツサーヴ

第 9講 □―タ リ十五原貝」の第 4原 貝」資源原貝J参照
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第□講

公式訪 間の最善策

公式訪間の最善をさぐる

当地 区の現行のクラブ公式訪間の方式は、R I推 奨の D L P (当

日寺地区ニュー リーダーシッブフランと言 つていました)に 従 って、

1 9 9 7年 度から全国に先駆けた地区の 1つ として採用 した方式です。

それまでの公式訪間の方式は、Ⅲガバナーによリクラブ毎にイロ月J

に訪間され、1 2 1 1 a l会時前後にクラブ三役との懇言炎会とクラブ協議会

が開催され、その補助として1 3 1公式訪間の一 ・三週間前に、分区代

理による事前訪間があるという方式でした。

私の入会の 1 9 7 2年 当時、地区は愛矢□県 ・長野果にまたがる 3 6 0

地区で、ガバナーは、この広い地区の中の ワ0を 越えるクラブ (分

客」直前の最後の 1 9 8 6年 度は 1 0 1ク ラブ)を 1年 をかけて個月」に

訪間されて、役員との懇談、格調高いガバナースビーチとクラブ協

議会の指導をもってされ、協議会の後はまた、クラブの折角の歓迎

の誘いを断り難くお付き合いをするという、連 日連夜の3貧行軍の連

続であつたという話を聞いています。

当地区は、1 9 8 7年 度に 2 6 0地 区長野県 ・2 7 6地 区愛矢□県に分

害」となってできた地区ですが、それから 1 0年 後の 1 9 9 7年 度には

クラブの数がまた 7 6を 越えることとな り、ガバナーの職務も公式

訪間 ・地区大会開催にカロえ国際奉仕 ・社会奉仕 ・青少年活動等の奉

仕活動 ・行事など、質 ・量ともに拡大 し、ガバナーにとって限界を

越えてきました。

地区分害」十周年直後の 1 9 9 7年 度、我が名古屋東南クラブの故犬

飼栄輝さんがガバナーをされ、私も地区幹事を仰せ付かることにな

りました。そんな中で、負担の重過ぎる公式訪間の改善冥 ・合理化

実の策定作業が一つ、ガバナーノミニー事務所 (当時はガバナーエ
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レク トを称する期間はガバナー就任直前の 1か 月ばかりの期間でし

た)の ノミニー年度の重要な課題でした。

公式訪間の意義

ガバナーの感銘深い□―タ リー講話、ガバナー参カロのクラブ協議

会での対話、ガバナーと同席の末□気語々の中の食卓での会話等の

数少ないガバナーとの貴重な接蝕の機会、これらを通 じて得られる

イロ々のクラブの地区□―タ リーとの一体感。その同志的一体感の醸

成と奉仕活動の意欲の喚起が、ガバナーの公式訪間の大きな目的で

す。

この公式訪間の目的から言えば、ガバナー公式訪間は、毎年全ク

ラブ単独訪間であることが最も望ましいのですが、それが現実問題

として、不可能に限 りなく近いのですから、次善の方式を考え出さ

ねばな りませんが、その方式として描いたのが、クラブ毎に毎年の

公式訪間を三年に一度とし全体として毎年半数のクラブを公式訪間

するというクラブ協議会付き隔年訪間冥でした。

ち ょうど、時を同 じくして、あたかもその検討に合せるように、

公式訪間はクラブ単独訪間である必要はなく合同訪間でよく、クラ

ブ協議会も屑」の機会でのガバナー補佐による協議会でよいとする

R Iの 合同訪閣実がガバナーノミニー事務所に配布 ・提示されまし

たので、ち ょうど渡 りに舟、早速、両案の検討に入 り、少なくとも

私の頭の中では、公式訪間は毎年訪間という点よりも単独訪間とい

う点の方に強い先入観と拘 りがありましたから、クラブ協議会付き

隔年訪間案の方が常識的であり、その年も既にこれまでと同じよう

に八分区へ依頼 した分区代理選任候補も上がってきており、合同訪

間案を採用ということになれば、分区代理の職貢の変更の了解の取

り付けや、地区の組織もある程度変更を しなければならないという

点なども考慮 して、隔年実が有力と半」断 していましたところ、R I

の日本サービスセンターヘの問合せで、ガバナーの公式訪間は毎年

なされなければならないということが半」明 し、即時、隔年案は没と

な りました。あとは合同訪間案の採否のみとな り、結局、他の地区
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の動向に気を採みながらも、ガバナーの決断により、分区代理に、

名称はそのままとして、現在のガバナー補佐と同様の権限を全l E l委

譲 し、クラブ協議会は分区代理の担当とし、合同組合せクラブ数も、

2ク ラブを原則とし、場合により 3ク ラブも原則許容、単独訪閣は

特殊事情により原貝」外許容として、内容的には大きな変革にな りま

したが、地区諮問委員会の全会一致の同意の下に、新方式を採用す

ることとなった次第です。

当地区には輝かしい先例があつた

実は、ガバナーノミニー事務所としては、記憶になく後 日耳にし

たことですが、今から 2 0年 程前、当地区のガバナーが、手続要覧

には、公式訪間をクラブ毎に 1つ 1つ やらなければならないとは書

いてはないということを発見されて、その年、日本で初めてではな

かったかと推〉貝」しますが、クラブ合同の公式訪間をされました。こ

のことは、現在でも少数の人の記憶にあるだけのようです。その時

の R Iの 反応はどうであったかについては、注意を受けたとかE I L声

を受けたとかの情報があつたそうですが、その実は、R Iか らは一

言も無かつたと当時のパス トガバナーイ缶l本人にお聞きしました。合

同訪間方式も公式訪間の一方法であると、R Iは 当時から認めてい

たということだつたのでしょうか。こんな逸話もあつた訳です。 し

かし、地区で、その後、今回の犬飼ガバナー年度の準備段階の時点

まで、この合同方式について議論され、あるいはそのガバナーに続

かれるガバナーはありませんでした。それ程、多数の人が、公式訪

間は単独訪間という固定観念で固まつていたと思われます。

そ して、ガバナーノミニー事務所は、そのことを矢Bらぬまま、上

記のような犬飼ガバナー年度の準備を迎えたのでした。

公式訪間の現状 と十年節目の反省と改善

その年度の終了時に編纂された地区分害」十年記念地区史に、地区

幹事 としての私の不安げな次のような一文が残 つています。「年度

の最大の関心事は、全国に率先 して採用 したガバナー決断の 『地区

ニュー リーダーシッププラン』の推進とその後の定着である。十年
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先、定着 してこの言葉が死語となるか、定着せずして死語となるが、

興味津々である。・・」

あれから十年余。

2 0 0 6年 度のガバナー補佐を歴任 し、その年の内に計らずも三年

後の 2 0 0 8年 度のガバナーを拝命 し、新合同訪閣方式を自らの手で

検証することにな りました。

ガバナー就任までの公式訪間は、クラブ協議会はガバナー補佐に

全l E l委譲 し、訪間は単独を主力とされた年度はなく、2～ 5ク ラブ

の合同が原貝Jとな り、l p l外として、個月」の事情により 2・3の 単独

訪間があるという方式で、定着 しています。単独訪間については、

特定の数クラブに固定する傾向が見えてきていました。

このような合同訪間方式の中で、取 り敢えず、次の二点について

大いに改善の要ありと反省するところがありました。
一つは、現行合同訪間方式は、採用初年度から全部合同訪間方式

で、合同 ・単独併用方式ではないという点については、公式訪間の

目的を考えますと、合同訪間に片寄り過ぎで、単独 ・合同併用方式

が望ましく思われます。

もう一つは、クラブ協議会をガバナー補佐に全l E l委譲 しガバナー

がその指導に関わらないという点についても、公式訪間の意義の半

分を失なわせることにな り、単独 ・合同併用方式を選択 したうえで

単独訪閣時のクラブ協議会だけでもガバナーが担当する必要がある

と考えました。

以上のような反省から、2 0 0 8ガ バナー年度においては、単独訪

間 ・合同訪間の併用とし、l r l会前会長幹事懇言炎会 ・l f l会後クラブ協

議会を伴な った個別訪間を 1ワクラブ、l F l会前合同会長幹事懇言炎会

のみを伴なった合同訪間を 2 4回 、ということで実行 しました。数

のうえでは、合同訪閣回数の方が多いのですが単独訪間にはクラブ

協議会が付いて、均衡のとれた併用方式と思つています。

併用方式は、次のような原貝Jによったものです。

■単独 ・合同を併せ訪閣回数を 8 1ク ラブの半分程度とする。
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0各 クラブの単独訪間を 5年 毎に 1□ とする (81ク ラブ■ 5年

=16ク ラブ余 り 1ク ラブ)。他は合同訪間とする。

0単 独訪間でのガバナー卓話、lal会前会長幹事懇言茶会、lpl会後ク

ラブ協議会はガバナー。合同訪間ではガバナー卓話、lpl□前合

同会長幹事懇談会のみ。

(4)合同lpl会のクラブは、ガバナー補佐により、ガバナーの公式訪

間に先立つ補佐訪閣時にクラブ協議会を指導する。

r5)単独 ・合同訪間のクラブの振分けは、あらかじめ全 81ク ラブ

を分区を幡がないように、1グ ルーブ 3～ 5ク ラブからなる

24の グルーブに区分する。

(6)各グルーブを更に 5年 間に対当するように (単独訪閣 1年 目

クラブ 2年 ロクラブ 3年 ロクラブ ・・)5つ に区分する。

t,,毎年 24の 各グルーブから単独訪間の 16ク ラブを抽出する (8

グルーブは単独訪閣クラブの抜けない年がある)。

t8124の各グルーブは、+61であらかじめ定めた1原に 1ク ラブが抜

けて、16の 単独訪間クラブ組とな り、残余の 2～ 4の クラブ

は合同訪間組になる。

再検討

以上のような 5年 原貝」を作 って、その第 1年 目という前提 (次年

度以降を拘束するものでありませんから、あくまで仮の前提)で 試

みたものですが、問題点が 2点 残 りました。

1点 は、クラブとして単独訪間は 5年 に 1度 という点です。

5年 に 1度 ということは 81ク ラブを 5年 で 1巡 、すべてのクラ

ブが平等に個則訪間の機会に接するということですが、2～ 5年 の選

択肢が考えられる中で、5年 が最適かと言われると断言はできません。

もともと、手続要覧にどう書いてあっても、また RI理 事会がど

う言 っても、ガバナーは RIの 役員ですから拘束されますが、公式

訪間を受けるクラブは拘束される筋合いのものではあ りませんか

ら、クラブの意向を尊重する必要があります。クラブとしても、毎

年の単独訪間は物心共に負担が過ぎると思われますが、反対に 5年
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に 1度 は間隔が長すぎる感 じを否めません。

2点 目の合同訪間を 2 4グ ループに分け 2 4□ という点です。合

同のクラブ数が増え、その輪が大きくな りますと、却 つて各クラブ

が 1カ 所に集まらなければならないための時間や適当な会場探 し ,

会場費用交通費等が嵩み、負担が著 しく増えます。 ガ バナーの公

式訪間の負担を軽くしその余力を他の重要な方面に振 り向けられる

ようにし、各クラブ ・会員のB寺間と費用の負担も増カロしないように

し、かつ、公式訪間の 目的を最大限に発揮できる方法は、( 1 ,ガバ

ナーのクラブ協議会参カロを伴なつた単独訪間を主としつつ、却 つて

合同訪間を分区単位の大合同訪間とし、同B寺にそれを分区大会 ・I M

インターシティーミーティングとする。換言すれば、分区大会 ・I M

時に合同訪間をする、あるいは、( 2 )公式訪間は毎年でなくてもいい

と R Iが 見解を変えるか、あるいはまた、1 3 ) R Iがガバナー補佐に

よる公式訪間を認めるか、この程度の発想の転換がないと上記の三

つが同時に解決 しないかもしれません。

考えてみますと、公式訪間の構成要素は、( 1 )単独訪間でなければ

ならないか。( 2 '毎年でなければならないか。r e )ガバナーでなければ

ならないか。( 4 )ガバナーによるクラブ協議会が開催されなければな

らないか。この四要素の是否の組合せです。

D L P採 用前の四要素の組合せは、すべて Y e s・是の組合せ、す

なわち、ガバナーによる毎年単独訪間協議会開催ということでした。

D L P採 用後は、い|よ否、( 2 )は是、( 3 )は是、( 4 )は否、です。

結局、解決の鍵は、公式訪間は現在のところ、ガバナーによる毎

年の訪間でなければな りませんが、一つは、ガバナーの訪間のみを

公式訪間とB平ばか、ガバナー補佐の訪間も含めてB乎ばかにかかつて

います。ガバナー補佐にクラブ協議会の指導を委譲する等は、ガバ

ナー補佐の意識 ・任務も年々充実 してきていますから、一考の余地

がありそうです し、二つには、ガバナーの訪間のみが公式訪閣だと

して、毎年公式訪間の原則を、伺か待」限付きで餌禁するかどうかに

かかつています。R Iの 考え次第です。
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菌話旧題⑥■4つ|の|テ|ストと3つの1反1省

1途真れに14ちお■ネト|かわ―業1奉i:わ|お1動1墓楽111あ|る|ことに|お1違|
|ツキヤれが||つ|||→‐↑イT‐勢1卒1幸||||1中1孝幸41や,|で1今||1申学の名旬にありますように■EEl十タリ|ア|ン|の|すべての行1動|の基準で|す‐
かt lElilみウ

ー|イとおtそヽ特にわ乗奉在イこと|あ|チ女卜|か姦1抱|される品
慈は|‐それぞれわめ実孝希行為畠林か|‐‐彼と1我とあ本1糸|あ1/Tsr炎めた

眸な毒先坤におりt‐相手方の―中停ばかウで合く白1弔の環得に大きく
関系してt まヽすから、その利得‐の実現行為が|えてして、T般の行為

本り以上に、.相手方等の一方的|な損失においてなさ―れ易ぃのでt職
米奉仕を「傑我の奉仕」|「調神の奉仕」‐と名付けました―ように、彼

摯洲子甲満↑開竹が築||や甲琴遂行?骨午‐眸?タト→↑ヤlギ|ラト‐ヤ‐の―際
の尽厚←谷やがギ叩確↑碁琴ずⅢ宰に|なゃ―↑っですと―案|=Ⅲ甲業琴
柱のここに、‐的つのテネトの管在車由が存する款‐です古

‐
■■ ‐||‐

|ただ、■私は、41つあ|テネ|卜の|四1墳‐白とも十華‐実としてどうか、■給
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第□講

□―タリー財 団の意義

年度早々、財団セミナーを開催 しましたところ、お忙 しい中を、

会長、幹事さん、クラブの財団委員長の皆様方、大勢が参集いただ

きまして、まことに有 り難うございます。

ご出席の皆様方も感 じておられると思いますが、□一タ リー財団

の□一タ リーにおける役害」の重要1生が年を経る毎に益々増 してきて

います。地区□―タ リー貝オ団委員会を核とする関連委員会全体の委

員長 ・委員の方々の懸命な努力の積み重ねによるものであり、また

それによく応えられた各クラブのご協力の賜物であります。双方に

感謝を申 し上げなければなりません。

いろいろな憲昧において、□―夕 リーの奉仕活動の 50 %位 は財

団ブログラムの奉仕によっていると私は推測 しますが、まことに貝オ

団関係にとって、ご同慶の至 りであります。

と同時に、ここが重要で、今 回の主題ですが、貝オ団は、寄付寄付、

こればかり言 っている。会員を金のなる木とでも思つているのでは

ないか。RIも 、会員増強を金を集める手段として、貝オ団に言わさ

れているのではないか。現に CL Pに 、クラブ管理運営の効率4生、

奉仕プロジェク トの効率化、こんなのに混 じって

□―タ リー貝オ団への協力という毛色の全く違 った項目がどうして

入 つてくるのか。クラブの活1生化とどうつながるのか。RIの 心底

を計 りかねる。衣の下から鎧が見え隠れ しているようだ。そういう

馨をよくお聞きする訳であります。

今 回は、その点について前置きとして、お話 ししたいと思います。

ガバナーエ レク トからガバナーになる半年前に、アメ リカ・カ リフォ

ルニアリ‖‖のメキシヨ国境近くの風光明媚な都市サンディエゴで (1 5

年間開催されてきた同 じカ リフォルニア州のアナハイムより 20 0 6
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年度ガバナー研修時より変更)で 開かれる国際協議会という夫婦同

伴で受ける 1週 間のきつい研修があります。私はこの研修で R Iの

会長以下役員の人たち、財団の管理委員長以下の人たちのスピーチ

を聴き、その活動が りをみて、この人たちは心底、我身を顧みず、

文字通 り、「超我の奉仕」を実践 している、いや、「超我の奉仕」と

か 「最良奉仕の最多果報」とか、そのような理屈は抜きで、「没我

の奉仕」をしている、あるがままに振る舞って、自然とそのような

精神に沿っている。そういう感 じを懐きました。

溢れんばかりの情熱です。本当に純粋な奉仕です。崇高な人類愛

による奉仕です。感激 しました。感動 して帰つてきました。

このような感動は、理1生の問題ではなく感1生の問題ですから、そ

う思いそう感 じれば言い訳ですが、余 りにも、私の気持ちとその人

たちの仏のような心の開きが大きいものですから、ツイ考え込んで

しまつた訳であります。

そ して、身近な直前 2代 のガバナーにも、前 ・現の 2代 の地区の

財団委員長にもお間きし、俄か勉S貧して、心の整理がつきました。

理1生的に整理ができました。

要点は次の 3点 です。今 回の私の話の要点です。

第 1は 、ロータリーは元来純然たるクラブ組織であり、内向的で

あり閉鎖的です。そ して、内向的組織でありながら、タトに対 して奉

仕活動をする。 しかし、奉仕の資金をクラブ外に求めずクラブ内の

会員自らが提供 します。その奉仕労力もアイサーブ ・ウィーサーブ

です。

活動労力 ・活動資金について、自給自足原貝」の奉仕集団です。こ

れは、□―タ リーの誇るべき組織的 ・活動的特色です。※ 1

このようなクラブ組織だから、一般からは資金は集めない、とい

うこの事実を我々はまず認識する必要があるということです。つい

見過ごしてしまう事実ですが、□一タ リーの奉仕の形式に関する重

要な原点で、□―タ リー五原貝」の一つです。※2
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ですから、財団が、□―タ リーアンを唯―頼 りにするのは

ごく自然なのです。どうぞ、ご理解をいただきますようにお願い

申し上げます。

第 2は 、ロータリー財団は、国際□―タリーの完全な分身で、両

者は完全に一心同体であるという事実です。

□一タ リー財団設立定款および孫日貝」には、

□―タ リー財団の会員は 法 人会員の RIの み。

財団の理事 ・管理委員の任命は RIに よる。

財団の定款 ・細貝」の待」定 ・変更は RIの 承認を要する。

財団の名称も 「国際□―タ リーの□―タ リー財団」という。

と明記 してあります。(手続要覧 270東 ・262東 )

前からそのように言われていたことですが、このことをもう一度

確認する必要があります。

従 つて 貝オ団に、□―タ リー本体が何か言わされているというよ

うなことは、組織的にはあり得ないことです。

第 3は 、ロータリーが採用 している財団方式による奉仕活動のシ

ステムは素B青らしい参加型分業方式であるということです。

財団方式というのは、貝オ団を通 じてする奉仕方法でいわゆる 「奉

仕の分業」のことですが、

資金について、

寄付募集 ・集金 ・送金は 一――クラブが担当し

管理 ・運用は        貝 オ団が担当し

使用は 一 ― ―       貝 オ団 ・地区 ・クラブがする

活動について、

奉仕に関する基礎研究 ・地域 ・国際社会における二一ズの調査

開発 ・準備 ・企画等は  一   財 団が担当し

現場の現実の奉仕活動は 一―一 ―クラブがする

という、それぞれの役讐」を分担する分業システムです。

このシステムのどこが素B青らしいか。

この財団方式には 次 のような利点があります
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O  世 界の□―タ リアンが協力 して、イ国人では絶対できない世界的

な規模の奉仕事業 ・活動ができ、効果的 ・広報的なスケールメ

リッ トが得られること。もし財団がなければ、世界に誇るべき

ポ リオ ・プラスもなければ、人道的補助金も国際親善奨学金や

世界平不ロフェ□一もあ りません。RIだ けではとてもできませ

ん。不可能です。

0 貝 オ団の奉仕事業が専門化することによ り、奉仕フ
°
ロガ ェクトの調

査 ・開発 ・方法等に関するノーハウの蓄積が、効率の良い奉仕

活動を可能にすること。

0 奉 仕活動等への□一タ リー ・□―タ リーアンの参カロが奉仕の分

業システムの中に組み込まれていること。

この 3点 とも貝オ団方式の優秀な利点ですが、特に 3番 目の点は、

強調 しておかなければなりません。

通常資金を送金 =寄 付 しますと、ほとんどその後は寄付イ貝Jの関与

がなく、従つて、その後の実際の奉仕活動に無関心になります。た

だお金を出しただけで終わ ります。

しかし、財団方式は、奉仕の分業がそのまま分離にならず、最後

に分業の融合があります。現実の奉仕活動への会員の参カロが不可欠

の要素として意識的に組み込まれています。

会員が参カロするというシステムが、どれだけ、奉仕に参カロしてい

るという実感を会員に与え、奉仕の歓びの機会を提供 し、そ してそ

の歓び ・感動が更なる奉仕の意欲を育んでいることが、このことが

非常に大きく評価される点です。

今 申 し上げましたように、

第 1に 、ロータリーはクラブ組織であり、その会員の浄財を集め、

それにより奉仕活動をし、

第 2に  □ ―タリー財団は国際□―タリーの完全な分身、両者は

完全に一心同体であり、

第 3に  一 心同体のロータリー財団の財団方式による奉仕活動の

システムは素B青らしい参加型分業方式です。
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この財団方式は、「□―タリーの、ロータリアンによる、

ノン ・□―タリーのための奉仕」

という□一タ リーの奉仕の基本理念に沿った組織であることがお半」

りいただけると思います。R Iも □―タ リー貝オ団も、□―タ リーの

奉仕を莫食」に考えています。

どうぞ、毎年、私も 1 0 0ド ルを、ご理解をいただきますよう、お

願い申し上げます。

※ 1  第 1 5講 □―タ リーの特長的特色参照

※ 2  第 9講 □―タ リーの心と形― □―夕 リー五原貝J一参照
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第□講

米 山記念奨学会
― 多地区合同奉仕活動 ―

財団法人□―タリー米山記念奨学会

どこのクラブにも標準的に設置されています米山記念奨学委員会

(必ず記念の文字を落とさないように要望されています)が 推進 し

ています米山奨学事業の担い手の米山記念奨学会は、正式の名称を

冒頭に掲げましたように 「貝オ団法人□―タ リー米山記念奨学会」と

言います。

その設立の経過は、19 2 8年 昭禾□3年 度の 日本初のガバナーで

19 4 6年 に死去された米山梅吉氏を記念 して、19 5 2年 、東京□―

タ リークラブにより単独で設立された「米山基金」が、19 6ワ年に「貝オ

団法人□―夕 リー米山記念奨学会」となったものです。

そ して、20 0ワ年、米山記念奨学事業|よ、 日本全国 34地 区が合

同で推進する多地区合同奉仕活動 (同年版手続要覧 p3 3。 34 )と

して RIか ら認証されました。

この年度頃から 「□一タ リーの友」紙上に、米山関係の記事の掲

載が RIに 気兼せずにできるようになりましたし、毎年 10月 の 「米

山月間」もB喬れて公認になったようです。

RIの 認証が発足からなぜ 50年 もかかったかので しょうか。事

情はハッキ リしていません。

米山奨学事業の特色

米山奨学事業の現在の特色の 1つ は、既に日本の大学等に在学 し

ている外国人学生を対象とする奨学待」度である点です。学生の推薦

も在学 している学校の選抜によります。

国際奉仕委員会または新世代委員会が所管事業として押 し進めて

いる青少年交換ブログラム ・□一タ リー財団の奨学制度は、日本人

学生の外国留学を対象とする奨学待」度です。15年 程前に当地区と
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フィリピン 3 8 0 0地 区 ・3 8 1 0地 区間に設立された日比愛矢□□―タ

リー奨学基金およびタイ 3 3 6 0地 区間に設立された日タイ愛矢□□一

タ リー奨学基金の対象はそれぞれ相手国内生徒の国内勉学を対象と

した奨学帝」度で、3つ の奨学プログラムは棲み分けがなされていま

す。

米山奨学事業のもう一つの特色は、世話クラブ待」度 とカウンセ

ラー待」度が設けられ、この事業を充実 したものにしています。

米山奨学事業運営の仕組み

米山奨学事業は、 日本 3 4地 区合同奉仕活動として、国内金会員

の普通寄付金 ・特屑」寄付金によ りまかなわれています。当地区の

2 0 0 8年 度の普通寄付 (会員が平均的に拠出する額)・特月」寄付の

合計の一人当 りの平均額は 3万 3 4 4 7円 、地区居」の寄付総額は 1 6

万 9 9 1 5円 でした。

当地区の両寄付の合計のそれぞれの一人当りの平均額も、地区居」

総額も、毎年全国平均よ り若千下□つていますが、2 0 0 8年 度は、

名古屋名東クラブの会員からl p l年になく多額の 1億 円の寄付があり

ましたから、一人当り平均額も、地区別の寄付額も全国 1位 となり

ました。

現在では、屑」記の一覧表の記載のように、年間事業費は 1 4億 6

千万円で、日本国内最大の民間奨学事業になつています。年間奨学

生採用数はおよそ 8 0 0人 です。※ 1

これらの寄付金によりこれまでに、累計で 1万 5千 人の奨学生を

支援 し、元奨学生により、各地区と台湾、韓国、中国には、学友会

がそれぞれ結成され、友惰を交換 し、奉仕活動に活躍 しています。

多地区含同奉仕活動

米山記念奨学事業は、述べましたように、多地区合同奉仕活動で

すが、全国 3 4地 区内総クラブは、事業の推進 ・管理運営を、その

意思により設立 した財団法人□―タ リー米山記念奨学会に委託 した

ものです。このような構成をとっています。

私も入会 した当時、□―タ リーと米山奨学会とはどのような関係
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なのか解 りませんで した。どなたかが私的に作 られた米山奨学会

と日本の□一タ リーが提携 して、米山奨学会がしている事業を日本

□一タ リーが支援 しているのが位に思つていました。 しかし、その

推測は大きく違っていました。

先にも触れましたように、全国共同事業になつて 50年 も経 つて

はじめて、2007年 度に RIへ 、「多地区合同奉仕活動」として手続

きが完了したということです。

これは、財団法人 □―タ リー米山記念奨学会の管理運営ですが、

□―タ リーの多地区合同奉仕活動で、全国の地区が主体であります

から、前議の 「□―タ リー財団の意義」でみましたように、□―タ

リー財団が RIと 一体であることが、法律上も事実上も、保障され

ていますように、米山貝オ団と全地区とが一体であることが法律上も

事実上も、保障されていなければなりません。ですが、新法の定款

に相当する現寄附行為によれば、理事を選任する評議員会の評議員

は全国の地区の会員の中から理事会が選任することになっています

が、肝心の、評議員会において選任される理事は、その資格に□―

タ リアンであることの待」限がありません。

これを□―タ リー貝オ団の原始定款 と比較 してみますと、□―タ

リー財団の方は、理事の選任や定款の変更および定款細貝」の待」定変

更は、RIの 同意がなければならない等、完全な RIの 監督下にあり

ますが、米山奨学会の方は、以上のような規定だけで、国本 34各

地区の、各クラブの、各会員の意思反映 ・共同参力Bの待」度的保障が

完全ではありません。

それらの待」度的保障、日本 34地 区と米山奨学会が完全一体であ

ることの保障があつて初めて、ガバナーが各クラブ ・各会員に対 し

て、寄付金 ・活動協力のB平びかけができることになるのです。

こんなことを老婆心ながら心配をしているところです。

新法に基づく公益財団法人に衣替えの際には、是非とも手当てし

たいものです。
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※ 1 -覧 表
(単位 :千 円)

財  団  名 匹卒1年間助 展習 貫屋 総霞 投立 寄 三 務 冨 庁

召

日本教育公務員弘済会

武田科学振興財団

中央競馬馬主社会福祉財

団
ロータリー米山記念奨学

会

交通遺児育英会

沖縄県国際交流 ・人材育

成財団
上原記念生命科学財団
交流協会

平和中島財団

車両競技公益資金記念財

団
回―ム  ミ ュージック
ファンデー シ ョン

島根県育英会
日本腎臓財団
三菱財団

河川環境管理財団

トヨタ財団

内藤記念科学振興財団

発酵研究所

住友財団

栃木県育英会

喫煙科学研究財団
旭硝子財団

笹川平和財団

中島記念国際交流財団

角川文化振興財団

電通育英会
日揮 実吉奨学会

日産科学振興財団

木下記念事業団
田回福寿会
日本鉄鋼協会
ニッセイ財団 (日本生命

財団)
小野奨学会
ヒロセ国際奨学財団

読床研究奨励基金

国際協力医学研究振興財

団

池谷科学技術振興財団

吉田育英会
日本糖尿病財団

清水基金
日本科学協会

稲盛財団

セコム科学技術振興財団
三菱UF」信託奨学財団

むつ小川原地域 ・産業振

興財団
日本ア レルギー協会

長寿科学振興財団

断技術振興渡辺記念会

持田記念医学薬学振興財
団
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1963
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1934
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2000

1976

1964

1968
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1967
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1979

1975

1995

1984

1990

1989

1967

1991

1966

1924

1984

1979

1953

1989

1967

1989

1982

1983

天 限 府 叡 百 褒 真 安

文部科学省
文部科学省

農林水産省、厚生

労働省

文部科学省

内閣府、文部科学
省

沖縄県教育委員会

厚生労働省

外務省、経済産業
省

文部科学省

経済産業省

文部科学省

島根県教育委員会

厚生労働省
文部科学省、厚生

労働省

国土交通省、経済
産業省

総務省
文部科学省

文部科学省、経済
産業省

総務省

栃木県教育委員会

財務省

経済産業省

国土交通省
文部科学省

文部科学省
文部科学省

文部科学省

文部科学省
兵庫県教育委員会

岐阜県
文部科学省
総務省

大阪府教育委員会
文部科学省

福岡県

厚生労働省

文部科学省
文部科学省

厚生労働省

厚生労働省
文部科学省
文部科学省、経済

産業省
文部科学省

文部科学省

青森県

厚生労働省

厚生労働省
文部科学省
厚生労働省
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閑善言旧趨〇||1簡1潔な1地区1大会に

毎1年の地区1大会が盛大に―行な―わ|れでtiご同1慶‐の至|りで|す|がtiガバナ|‐

として地区‐大会の主催を経験してみて(1費用がかさみ過ぎ、‐余分な

ことがあり1過|ま 尉心なこと が抜け落ちている―という反省の気持ち

がtl今更ながらt実 感と―して沸いてきています。

1簡素に地区大会       _

二千数百人が集まる地区大会、相当の費用をかけて、相当なエネ

ルギニを費やして、かけた費用と労力ほどの効果が期待できるもの

か半」然としません。

会員から鶴年、地区の普通予算から地区大会費として 400万 円

を支出し、地区大会協力金として一人当たり5000円 の特別負担金

を徴収し、そのうえ更に、出席者には登録料としてここ十年 1万 円

から 4万 7000円 、平均して 1万 3000円 程の負担を強いている。

毎年、開催しなくてもいいものなら、と思うものの、RI細 則では、

毎年開催しなければならないと決めていますから、形だけでも小ぢ

んまりと、lalぇば、続けて 2・3年 小さく開催し、出席者も、希望

者は別として、相当に絞り込んで、開催日も 1日 とする。そして、

覚え易いように、伊」えば、3年 毎の規定審議会開催の年に、あるい

は 4年 毎のオリンピック開催の年には、これまで程度の規模による

大会を鋼催する。

こうすれば、会場探しにこんなに困ることもなく、会員の登録料

負担もホス トクラブの労力負担も軽くて済むる奉仕の方にもEOElせる

余‐力が生じると思うのだが ・・。

中身も鮮心なことだけに ‐

■大会の中身につし―ヽても、最少限|□ Tタ リーの一体感を醸成する

親睦と交歓の中でtガ バナ十と R■会‐長代理双方の感銘深いスピ■

チと1地1区の管理運営■奉仕活1動|に関‐する現状報告 ・RI現 1況報告は

必須のことと思|わ|れ―ま|すがtlそ|の|まかに(|IPETSIまたは1地1区協議会

でやうて|なければtil地区資金の設1定||‐賦課金の1承‐認く1予1算の承認、

決算の承1謝1等|の静事がなされなければな―りま|せんじく1中|でも庫心|なt
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第□講

新世代育成

カラカラの署い国が続きます。

□一タ リーに対する情熱も続いておられるでしょうか。

昔は、雨墨がもつと多く消いがあつた様に感 じますが ・・。

プロ野球は阪神の一人勝ち、テロの恐怖のなかで北京オ リンピッ

ク、原油高は相変わらず、じり貧の 日経平均、優柔不断の福田内閣

改造 ・・・・。

□―タ リーに奔走 していますと、時事に疎くな ります。専ら□―

タ リーの話でご容赦ください。

天下に英才を得てこれを育成するは 無 上の楽 しみなり

今月の月間強調事項は、新世代です。

インターアク ト ・□―ターアク ト ・RY L A (□ ―タ リー青少年指

導者育成ブログラム)、青少年交換、RC C (□ 一タ リー地域共同隊)

の指導による青少年奉仕団等のブロジェク ト、財団奨学生派遣 ・米

山奨学待」受入れ等新世代の育成のプログラムは幾つかあります。

手続要覧によりますと、□一タ リーが国内外の広義の社会奉仕の

対象として掲げている分野は、子ども、高齢者、障害者等の社会的

55者保護 ・救済の人道的分野と、新世代の (通常範囲の)育 成と、

新世代に限らない高度教育的支援と、文化保護育成との 4分 野に収

叙されるようです。そのうち、次世代の育成分野のプログラムの多

いのが目につきます。RIが 次世代の育成 ・教育分野には特に力を

入れていることが半」ります。※ 1
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子ども高齢者障害者社会的経済的

5 5者保護救済 (人道的奉仕)

社会奉仕

高度教育支援 (l p lぇば財団の世界

平禾ロフェローシッブブログラム)

文化保護育成 (l F lえば名古屋城本

丸イ缶‖殿再建支援)

たがだが 5 0年 ですが、我々は過去を現在に繋ぎ、新世代はこれ

から現在を木来に繋ぎます。同時代に生きるものとして、我々は新

世代を金力を尽くして育成 し、新世代に伝えるべきことをすべて伝

えな|ナればな りません。新世代は我々が末来に派遣する遣末来使で

あり、また末来から迎える木来通信使です。我々も未来通信使から

未来を学ばねばなりません。

私の好きな名旬名言に、皆さんもご承矢□の、孟子の 「君子に三楽

有 りJと いうのがあります。

父母倶 ともに有 り 兄 弟けいてい故 (こ)な きは 一 の楽 しみ

なり (身近な家庭内の平穏)

仰 ぎて天 に恥 じず 伏 して地 に差 じざるは 二 の楽 しみな り

(大きな天地における公明正大)

天下の英才を得てこれを教育するは 三 の楽 しみなり (遠く将

来に託す無上の楽 しみ)

英才とか教育とかの言葉がこの孟子の時代に、既に有るというこ

とに驚嘆 しますが、二千年以上前の昔から、新世代を教育すること

卜
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がいかに重大な関心ごとであるかということを孟子が取 り上げてい

ることにも感嘆 します。

時空の中の小さな一点の束の間の平凡な家庭内の、自分自身の計

らいの及ばない天の配斉」的な肉親の平穏に触れ、この内に楽 しみの

原点があると最初に挙げ、次に、宏大な天地の空間における自己の

意思による自己の行為に目を移 し、人格の向上に務め、いつか自然

に振る舞 つて天地に恥 じるところのなくなるのが楽 しみだとこれに

対比させ、その上で、日寺間軸における次世代の教育へと転 じ、次世

代に託 した夢が実現するかどうか、育成の成果をいつの国か見られ

る、それが無上の楽 しみだと言 つているのです。

ここにいう 「楽 しみJは いずれも 「歓び」の意味ですが、次世代

育成も、直く
｀
には結果がでませんから、育成中、将来の育成の結果

を待つ楽 しさがあり、最後にまた 「歓び」があります。

この 「君子有三楽Jを 読むと、思うことがあります。

昔から言われる 「修身斉家 治 国平天下」という君子の実践倫理

は、修身斉家の後ろに、直接、治国平天下と、「公」の国 ・天下に

質的に飛躍するのではなく、その中間に、まず、家をととのえ家庭

から出て、社会の中に入つて人間の務めとして「教育新世代」に努め、

その経験を積んだ後に治国平天下と続くのではないか、「修身斉家

教育新世代 治 国平天下」ではないかと思うことです。

次世代を教育 し育成するのは、次世代を生育 し保護するという生

物学的な本然の性に続く、B佳一人類のみに課せられ、そ して人類の

みができる貴重な、現世代の次世代に対する本来的な務めです。社

会的弱者を助けるという分野とは、幾分、その1生格を異にする分野

です。そうであるからこそ、社会奉仕 。国際奉仕から、新世代奉仕

部門として独立させるのです。孟子は、この義務を義務と感ぜず、

自然なる我が歓びとしているのです。

インターアク ト ・□―ターアク ト ・RY L A (□ ―タ リー青少年指

導者育成プログラム)、青少年交換、RC C (□ 一タ リー地域共同13 4 )

の指導による青少年奉仕団等のプロジェク ト、財団奨学生派遣 ・米
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山奨学待」受入れ等新世代の育成に未充分のクラブには、天下に英才

を得てこれを教育する無上の楽 しみを味わつてみて下さい。

※ 1 新 世代奉仕部門が、20 0 7年 開催の規定審議会において、

五大奉仕部門の一つとなり、第 5奉 仕部門となつてい

ます。
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第四講

地球 に奉仕  環 境保全

地区特別強調週間 環 境保全週間 5 / 3 0～ 6 / 5

5月 3 0日 は、当地区豊橋北クラブが、19 7 5年 に、現地区の前

身の第 36 0愛 矢□・長野地区内各クラブにゴミゼロ運動をB平びかけ、

その運動が日本 □一タ リーの内外に広がり、所により現在も継続さ

れている、当地区には由緒ある特居」の日です。
一方、6月 5日 は、19ワ2年 、ス トックフォルムでその後の地球

規模の環境問題の端緒となる人類にとって永く記憶すべき人間環境

会議が開かれた記念の日です。日本では 19 9 3年 に待」定された環境

基本法により環境の日とされ、日本の提B昌により国連では世界環境

デーとされている国です。

当地区では、15年 ほど前から断続的に、この 5月 30日 から 6

月 5日 までのちょうど七日間の一週間を、地区独自に、特別の強調

週間として環境保全週間として設定 し、その期間内に、地区 ・クラ

ブで特別に環境保全に関する活動をしていただくことを奨励 してき

ています。心にとめていただきますようお願い申し上げます。

環境問題の経過と現状

1 環 境問題が社会的な問題として取 り上げられるようになりまし

たのは、昭禾□30年 代の後半からの高度経済成長の裏に発生 した

、四日市8崩患訴訟、八代湾の水俣病 ・富山湾イタイイタイ病訴訟

等の産業公署訴訟を通 じてでした。

そ して、これらの産業公害による損害賠償訴訟を契機 として、

昭禾□42年 に公害対策基本法等が整備され、大気)ち染 (ばい煙に

よる窒素酸化物)。水質)ち濁 ・土壌汚染 ・騒音 ・振動 ・地盤沈下
・悪実 (これらを典型七公喜と言 っています)等 について、対症

療法的に得決が図られる体行」ができました。 しかし、それらは、
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直接人体に健康上の被害を与えることを防止するという観点を抜

き出ず、従つてそれは、その周辺住民の健康上の被讐あるいは財

産の被害の限りにおいての公害であり対策でした

従つて、その対策も現在の複雑な環境保全問題と違つて、これ

らを出させない、ということに尽きたわけでして、環境基準の設

定等による排出墨規待」、土地利用の規制、公害発生施設設置規帝」

等の待J限手法により、対処するという方法でした。

2 そ の後の経済社会活動の急速な拡大に伴ない、大量生産 ・大量

消費 ・大量廃棄型の経済社会活動と、これに合わせて、使い捨て
・消費は美徳という生活様式が定着し、人□ ・産業活動は都市へ

集中し、都市地域での窒素酸化物による大気)ち染、生活排水等に

よる水質〉ち濁などの都市型生活型公喜がひどくなり、ゴミ ・産業

廃棄物の急増は、「環境への負荷」を高め、環境)ち染 ・自然破壊

をさらにすすめ、地下水 ・水道水源の水質の悪化や農地 ・森林の

有する環境保全能力 ・自浄台ヒカの低下というところまで立ち至り

ました。

3 ま た他方、経済活動は貿易 ・金融等各分野にわたり世界的に相

互依存関係を高めており、我が国を含め先進国による資源の大量

消費、先進国による不用物の大量排出等により、また開発途上国

の環境対策の遅れから、人類の生存基盤である地球の自然生態系

の破壊につながるという、一国内の環境問題を越えた問題となっ

てきました。

異体的には、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸1生雨、海洋)ち染、

野生生物の種の減少、熱帯雨林の減少、砂漠化等々これも主な

もの七種の所謂国境を越えた 「地球環境」問題です。

4 現 在、直lE lしています環境問題は、一つは所謂 「都市 ・生活型

公署」とよばれるところの身近な環境問題であり、一つは所謂 「地

球環境保全」とよばれる地球規模の 環 境問題です。

しかし 「都市 ,生活型公害」にしてもこれが多数集約 ・複合さ

れる結果、「地球環境保全」問題に必然的に直結 ・転化すること
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になり、従つて 「地球環境保全」問題が、空間的な広がりを持つ

と同時に、将来の世代にも影響するという時間的な広がりをもつ

問題である以上、「都市 ・生活型公害」も空間的な広がりと時間

的な広がりを持つている問題でもある訳です。

これを要するに、現在、我々が直面していますところの、環境

保全問題は、第 1期環境問題から第 2期 環境問題へ、即ち、地域

規模から地球規模へ、現在世代から将来世代への問題に深刻化し

つつあり、このような多様にして複雑な問題を、これまでの対症

療法的に一面的な対処の方法では不十分であるという段階に来て

いるということです。

5 国 は以上のような事態を踏まえ、この 「都市 ・生活型公善」間

題と 「地球環境保全」問題の二つを総合的有機的に対処するため

に、昨年 19 9 3年 1 1月 に、これまでの公客対策基本法を廃止し、

新たに 「環境基本法」を待」定し、関心の対象を、地域的な 「公喜

対策」地域的な 「生活環境」から、それらを含めた地球規模の 「環

境保全」へと一歩を進め、保護保全の対象も、「国民の健康の保護」

「生活環境の保全」から 「現在および将来」の 「国民の健康で文

化的な生活の確保Jお よび 「人類の福祉に貢献」することへと一

段と大きなものへとその視点を前進させています。

6 世 界に目を移 しますと、国連では早く 19 7 2年 (昭禾□47年 )

6月 スエーデンのス トックホルムで人間環境会議を開催し、人間

環境宣言を採択し、19 9 2年 にはこの会議の 20周 年を記念した

リオデジャネイロで地球サミットを開催し 「リオ憲章」「アジェ

ンダ 21」を合意したことはまだ耳に新しいことです。我が□一

タリーにおいても、19 9 0年 コスタ会長は 「われらが天体 ・地球

の保全」をサブテーマに環境の保全を訴え、地区には社会奉仕委

員会の下に環境保全委員会を設置することが奨励されました。

当地区においても、早く、53 0運 肇力が昭末□55年 1 9 8 0年 頃よ

り始められ、地区環境保全委員会が設置され、各クラブにも環境

保全委員会または環境保全担当委員が選任されているのが現在の
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状況です。

環境奉仕活動の特殊性

社会奉仕といい国際奉仕といい、□一タ リーの奉仕活動の基点は

常に人間 ・人です。□―タ リーの関心はこれまで人間にあって人間

の外にはありませんでした。環境問題さえも人間のための環境保護

でした。

ところが、今、我々が問題にする環境保全は、眼を、人間外に向

けたものです。これからのわれらが天体 ・地球の保全は、これまで

のような西洋思想による人間万能主義思想 ・人間中心主義の世界観

による環境保全ではなく、山川車木悉皆成仏の東洋思想の世界観に

よる環境保全、人間を視野の中心から外 して、自然さえも同じ循環

系の中の存在であり、人間にとってのみ都合のよい地球ではなく、

等 しくすべての存在を支える地球、この地球環境を環境として保全

するという、これまでにない視点を持つているものです。

世界平和 と地球環境保全はこれからのロータリーの二大奉仕部門

□一タ リーはこの視点を強調 し、ゆくゆくは、環境保全を社会奉

仕、職業奉仕、国際奉仕、新世代奉仕に続く、五大奉仕部門 (クラ

ブ奉仕を除く)に 持 つていくべきものと思料 します。

人間の科学技術に関する高度な矢□能が、人間を相手に、地球を減

ぼそうとしています。戦争によってです。これに対する□一タ リー

の世界の平和実現のための活動は、世界平不ロフェローシッププログ

ラムとして緒に就いたばかりです。

同 じように、その高度な矢□能を、人間の果てしない欲望が利用 し

て、自然を相手に、環境を破壊 し地球を減ぼそうとしています。

しかし、人間は同時に素B青らしい英矢日を持つています。

今こそ、その時です。世界平禾□と地球環境保全のために、□一タ

リーの英矢□を発揮すべきその時です。
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第四講

会 員増強

長期減少傾向の原因

19 9 7年 ～ 19 9 8年 において 13万 人を越え頂点に した 日本 34

地区全体の会員数が、20 0 8年 度においても、まだその減少傾向を

止めません。世界□一タ リー人□の 1書」強を誇 り、世界第 2位 を堅

持 していたその座をいよいよ、イン ド ・韓国に明け渡す時が間近に

迫っているようです。

往年の勢いが無いにしても、世界の会員数が増LE lする中、アメリ

カ ・カナダと日本の会員が減少 し続けるというのは、何か、国本に

特屑」な構造的原因があるのではないかと、そろそろ、心配になつて

きます。19 9 8年 3月 64 5ワ人 (□―タ リーの友 6月 号)の 最大の

会員数があつた当地区においても同様です。

もともと、会員数 50人 であつても 10 0人 であつても、1年 経て

ば、クラブの平均年齢は確実に 1才 高くなり、高齢化が進めば進む

程、会員減少のスピー ドとクラブの活力の低下が早くなります。

そ して、生物と同じように、クラブの自然減少に見合う新規会員

の補充を しないと間違いなく新陳代謝不足 ・栄養失調として、精気

を失ない、縮小 ・自然〉肖況の経過をたどります。

従 つて、新規の平均年齢より若い会員の獲得は、あれこれ考慮 ・

思案する以前の必須の行動です。
一国の□一タ リー会員数の多寡は、その国の総人□の多寡による

ことは当然ですが、□一タ リー会員数の対国民比率は、基本的に、

その社会の成熟度と□―タ リーの国民への浸透率によるものです。

成熟度と共に□―タ リー人□が多くなり、□―タ リーの公共イメー

ジ・認矢□度 ・共鳴度の向上と共に、対人□比が高くなります。そ して、

自然に、収叙するところに収叙 します。
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現在、 □―タ リーのある国の □―タ リーアン数上位 20位 迄の

国の□―タ リーアン数の合計は 10 4万 人強で全 □一タ リーアン数

12 1万 人の約 86 0 / Oですが、その国々の人□に対する□―タ リアン

の数の平均比率は、0・05 0 0です。日本の総人□ 1億 3千 万人に対

する比率は、現在の□―タ リーアン数はち ょうど 9万 人ですから、

ほぼ 0・0ワ°/。程度にな り、わずかですが、20位 平均を上回ってい

ますから、アメ リカ ・カナダ、イギ リス ・フランス ・ドイツ ・イタ

リアの欧サ|‖諸国の平均 0・09 % (単 純平均 0・0ワ8% )に 比 しても、

日本における□―タ リーの歴史を考えれば、著 しい遜色はありませ

ん。

□―タ リー倉」立以来 85年 を経過 している日本 □―タ リーのクラ

ブ会員の数もほぼ高度普及圏内にあるものと推定されます。

13万 人を越えた 19 9 7年 度の会員数は、当時のバブル波による

ところが大きかつたと思われますから、現在はその反動の大きな減

少です。景気不景気に左右される会員の増減に一喜―憂することは

ありませんが、何か、クラブ特有の原因がないかどうかは、絶えず、

注意する必要があります。

増強へ繋がる真の原動力は、ロータリーが魅力的であること

会員の増強は、□―タ リーが、魅力ある□―タ リーであることに

尽きます。

魅力ある□―タ リーとは、結局、魅力あるクラブ ・魅力ある□一

タ リアンのことです。魅力あるクラブは、クラブが魅力ある□―タ

リアンで構成されていること、魅力あるクラブ運営活動があること、

魅力ある親睦活動があること、魅力ある奉仕活動のあること等の総

禾日です。

魅力あるとは、価値のあること、意義のあること、楽 しみのある

こと、歓びのあること、安らぎのあること、気軽なこと、負担の無

いこと、嫌なことの無いこと等の総禾□です。活気あるlp l会、感激の

ある奉仕、意義ある□―夕 リーとも、活気ある炉」会 ・憲義ある奉仕 ・

価値ある□一タ リーとも言います。活気あるlr l会は 楽 しい会話 ・
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おいしい食事 ・気楽な雰囲気です。これらが、会員を繋ぎ止め、新

しい会員を目きつけます。

増強の環境づくり

現在の当地区会員数 49 4 6人 は、これまでの期中最大会員数の

64 5ワ人から 2害」3分 5厘 の減少です。

全国の中でも、バブルの影響度の最も高かつた地域の 1つ であっ

たと思われます。

このキツイ減少を回復するために、次のような方策も有効です。

地区には、会員増強委員会のほかに会員増強 リーダーが設置され

ています。会員増強 リーダーは、増強委員会のうえにあって、増強

委員会と共に地区内クラブの増強の方策を立冥 し、特に、その分区

のガバナー補佐 と共に協力 して地区内 30人 未満の少人数 10ク ラ

ブと倉」立間もないクラブの増強について、効果的かつ具体的な支援 ・

補助に当たることを主要な職務としています。

□―タ リーの公共イメージの向上は、会員増強のためにも、既存

の会員のためにも、無関心に放 つて置くことのできない課題です。

日本人は、敢えて声高に吹聴することを好みませんが、等身大にあ

るがままを紹介することに躊躇があっては、正当な評価を受けず、

却 つて、誤解を招き、場合によっては不当な評価を受けるようなこ

とにもな り兼ねません。各クラブとも、奉仕活動の機会には、外部

広報を心掛けましょう。その機会を積極的に作 りましょう。

マスコッ トキャラクターを作 つて、レッツサーヴの奉仕イベン ト

開催もその一つです。※ 1・2

勿論、□一タ リーの中に対する内部広報も強化 しなければな りま

せん。各クラブの委員会ごとに、lp lぇば、レコンキスタ (会員回復)・

チャレンジ 50な どの増強キャッチフレーズを考えましょう。

会員増強における研習 ・研習の重要性

入会後の新会員研習は、会員に早くクラブに用染んで真うために

は最重要な活動です。紹介者はその一年間は、入会者に密着 しなく

てはな りません し、クラブも研修委員会 (□―タ リー情報委員会を
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発展的に解消 した委員会)が 、入会後早期に研習を少人数対面方式

でしなければな りません。そ してその後、分区単位で行なわれる三

年未満研習に送 り出さなければな りません。その後は数年に一度、

入会年数に関係のないクラブ内全員研修を企画 しましょう。※ 3

厳粛な入会式 宣 誓書と認定証の交換

どこのクラブでも大同小異の形で行なわれていると思いますが、

この入会式は、厳粛に行なえば行なうほど、新会員にとっては印象

深いものとなるようで、クラブの定着率もいいように感 じます。

閑話旧題(2 )で触れていますような|1原序で進行 しますが、新会員の

宣誓書朗読署名とそれに対する会長の認定証の授与がこの入会式の

メインイヴェン トで、格調の高い宣誓書と認定状の交換で一挙に雰

囲気が高まり、入会式を感銘深く記憶に残るものにします。※4

B寺間が 20分 ほど掛かりますので、何を馬鹿げたことに時間を掛

けるのかとおEl tりを受けるかも矢□れませんが、その会員にとっては
一生一度のことです。この厳粛な入会式をや った新会員に 1年 位

経 つた時点で感想を聞いてみて下さい。全員、その感動を覚えてい

てくれます。一度試 しにやって見られることを推奨 します。

取 つて置きの秘策

我がクラブに在籍する会員増強の名人級の地区増強委員長が、増

強の秘策とその機微について言いますのには、まず 入 会の勧誘の

素振 りは絶対に見せず、照準を当てたその人をとにかくlp l会の食事

に招待せよと。そ して、そのテーブル周辺に、顔が立派で服装のき

ちんとした年相応前後の会員を座らせよ、余 り銚舌は禁物。招待 し

た会員がそのテーブルの雰囲気を適当に禾□ませよ、その間、莫lE l目

な片苦 しい話を、世間話の間にちょっと混ぜよ、絶対に入会勧誘の

ことには触れないようくれぐれも気を付けよ。それが終わつてから

も、本人には直ぐに連絡せずにそっとしておくとよい。三 ・四日し

てから招待のことは忘れている体で電話せよ。そ して思い出したよ

うに、□―タ リーのことについて、初めて話題にせよ。興味を示 し

てくること間違いない。示 してこなければ、この時はそれまでとし、
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二 ・三月おいてもう一度同じように招待を試みよ。それでダメなら

諦めよ ・・と。

ご健闘を祈 ります。

※ 1 キ ャラクター

朗太君 閑 話旧題の⑥ 「朗太君」参照

※2 レ ッツサーヴの奉仕イベント

第 22講 □―タリーの潮流中、奉仕方式の変容を参照

※3 研 修委員会

各クラブの□―タリー情報委員会を改組し積極的に会

員に働きかける会員研修を担う委員会 な お第 14講 「ク

ラブの組織 (3)」を参照

※4 宣 誓書と認定状

資料中の宣誓支と認定支ひな型参照

地区の現況 (2010年 9月 末日現在)

地 区   国 際□―タリー第 2760地 区

□―タ リー愛矢□82 愛 知県全県 1区

会員数  4948人

クラブ数 82ク ラブ

分区数  尾 張地域  3分 区 27ク ラブ 1258人

1  名 古屋地域 2分 区 24ク ラブ 1732人

三河地域  3分 区 31ク ラブ 1958人

認定書

宣
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閑話lE題l⑥■もう■‐つのIGIHIQI

ど旨魯::告 維 に ど官it亀 慾 者を彗替iど 生 ‐督
市内に開設していると1998年度はt当地区|が最多の会1員1数6200

宇630o人を擁し～年度で―つゃ。その当時の設嘗理憲書によると(

El―タリー財団 (GSEを含む)Ⅲ米曲記念・国際奉1仕(蕎少年交換・

llVCS)の三委員会の膨大容事務量・物皇を緩和し、それらの事務

の継続性を確保 し、併せて 15人 程度までの地区各委員会の開催の

会場の便宜を図るために設けられたものである。その後、地EXIの歴

史的資料 ・□―タ リーの基本的文献等を保存する地区資料室として

の役目を追カロし、名称もガバナー事務所分室と変更し、場所も二カ

所国であるが、いずれも会員、またパス トガバナーから格安に奉仕

をしていただいて賃借し、地EXI総務委員会が運営管理している。事

務員|よ1～ 2人 で、一昨年度 ・昨年度の決算によると、総費用負担

は 1050万 円 車800万 円となつている。会議窒の利用率は、地区

の委員会開催 (無料)が大半であるが、好調である。また、昨年度末、

新クラブ中部名古屋みらい倉」立以来、岡クラブのlpl会場 (毎週金B窪

日午後 7日寺～ 88寺)と しても利用 (有料)さ れている。

これにSI換え、本体の地区の指導 ・支援 1管理運営部門の、文字

通り、司令塔 ・G tt Q、Gover n o r  t t eるd tt Q u a r t e r sのガバナー

本事務所の方が(ガバナーの出身クラブ所在地に毎年移1転するのは、

まことに止むを得ないことで|よあるる ■  | |■ ‐ ■ ‐■‐
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第 図 講

□― タリー の潮 流
21世紀の回―タリー

自然な流れの方向と目指すべき方向―ロータリーの潮流―

□―タ リーのこれから先、自然に任せて行き着く自然の姿 ・形と、

手をカロえて作る□一タ リーの理想の姿がある筈です。莫理は両者の

調禾□の中にあるのでしょうが、持続可能な前進のために私の思うと

ころを混ぜ、希望的観測も入れて、□―タ リーの潮流を俯3敢してみ

たいと思います③

l  会 員の増減の方向

会員増減問題については、前議会員増強のところでみましたよ

うに、基本的には、会員数は、現在、成熟 した民度と□―タ リー

の高い浸透度により高止まりの域にあるものと考えられ、今回の

1 0年 余に亘る減少現象も、過去の急激な増強の反動 と、同様に

過去の経済バブルの反動による減少と思われますので、今後の増

減は、短期的には、高止まりの範囲において、時の経済状況の変

動に連動 して上下すると思われます。

毎年、持続可能な増強にとどめ、急激な増強は避け、長期的な

会員維持に心を配れば、大きくは懸念するには及ばないように思

われます。

世界の会員数は、国々に□―タ リーが移入された年数も平均的

に浅く、国民への浸透率も今だしの感がありますから、世界経済

に影響されながらも、ゆつくり、増カロしていくものと考えられま

す。

質と量の問題は、量が無くては質を作れませんから、研修委員

会を設け、既存会員には研修を進めながら、昼と質の調禾□のなか

で、当面、各クラブとも最多時の数にレコンキスタ ・会員回復が

実現するまで、量に軸足を置き、入会後の研習を重視 してクラブ
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で質を作り出し、それを越えた時には、軸足を質にと考えたらど

うでしょうか。

地区としても、研習 ・研修機能を充実し、地区 (クラブレベル

を越えた会員 (幹事以上)・中堅会員)・分区 (入会三年末満の新

進会員)・クラブ (新会員)等 の棲み分けを考慮しなければなり

ません。

2 社 会奉仕 (国際奉仕 ・新世代奉仕を含む)・職業奉仕の動向

大きな変化は無いものと思われます。

しかし、□―タリーの最終目標と思われる、世界親善 ・世界平

不□の部門が、国際奉仕の中から分離し、将来、□―タリーのメイ

ンブロジェク トになるものと予想されます。と同B寺に、第20講 「環

境保全」で述べましたように、矢□分矢□役、□―タリーの分をわき

まえ□一タリーの役どころを念頭に置きながらも、 し っかりと取

り上げていかなければならないのが、地球に奉仕一環境保全です。

この分野も、将来、社会奉仕と国際奉仕から独立して、RIの 二

大主要ブロジェク トになるものと思われます。

職業奉仕については、これまでのように、経験的哲学 ・実践哲

学より導かれた 「最良奉仕の最多果報」の理論による金銭的報all

に動機付けられた職業奉仕から、無動機の純粋な社会のための職

業奉仕に変革 ・昇華していくものと考えられます。

指導理念の 「最も良い奉仕をする者 最 も多く報われる。」「最

良奉仕の最多果報」の中から 「最も多く報われる。」「最多果報」

の部分を肖」ぎ落として 「最良奉仕」のみの、とにかく 「最良の職

業をやりましょう」「最善の努力による最上のサービスを」とい

う職業奉仕に流れていくと思われます。そして、職業奉仕も社会

奉仕と同じ無因の 「超我の奉仕」の理念に統一せられ、両奉仕の

相違は、職業上の物またはサービスを以て社会に奉仕をするのか、

職業以外の無色の金銭 ・労力 (職業に関係しない特殊技能を含む)

を以て社会に奉仕をするかの違いがあるだけで、職業倫理の遵守

も社会奉仕上の倫理の連守も、差程の質的な相違はないものと認
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識せられ、考え方に変化が起こつてくると思われます。

既に、RIに 、第 2標 語の 「最良奉仕の最多果報」を廃止する

試みが出ていますが、これなども両者融合の流れの発端のようで

す。

しかし、この潮流にもかかわらず、「最良奉仕の最多果報」の

考え方は、職業のみに妥当するものではなく、奉仕の理論は 「・・

人生における ・・幸福の莫の基礎である 。・」(決議 23 - 3 4 )

と言われますように、職業に関連のない通常の社会奉仕において

も、妥当する部分が同 じようにあるからといつても、また仮に、

純化 した職業奉仕と社会奉仕の間に理念的には差がほとんど無く

なつたとからとしても、実は、残 つたその差こそ、□―タ リーに

おいて、歴史的にも政策的にも、いや、理論的にも、混同できない、

乗 り越えることのできない差であるように思います。

片や我利我欲の中だけでのその欲の大小が葛藤の主題で、我が

欲を越えようか越さずにおこうかの葛藤であるのに反 し、此方の

葛藤は、我利他利の間の損得の交換 ・衝突であるため、どうして

も利益の獲得方法において倫理イ貝」面が問題にならざるを得ない点

にあり、その間には大きな差があるように、私は思います。

□一タ リーの言葉を借 りれば、部門 Av e n u eは 、職業奉仕と社

会奉仕とは明確に分離 しておくべきであると思つています。

3 奉 仕方式の変容――

アイサーブ ・ウイーサーブからコーサーヴ、 レッツサーヴヘ

RI定 款もクラブ定款も、「□一タ リーの細領は ・・奉仕の理想

を鼓吹 し、これを育成 し、特に次の事項を鼓吹、育成することに

ある。」と規定 し、鼓吹 し育成する主語の記載を していませんが、

常識的には、鼓吹 し育成する主語は、冒頭の 「□一タ リー」とい

うことにな ります。ただ、漠然と特定のない 「□一タ リー」です

から、RIも クラブも会員も、また地区も地区の役員もすべて含

んだ総体としての□―タ リーを意味するのでしょう。

当然のことながら、綱領の作成者は、RI定 款の中の綱領であ
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れば、R Iで あ り、標準クラブ定款の中の綱領であれば、各クラ

ブが作成者であると擬待」されているものですから、各クラブです。

R Iと クラブが、それぞれの立場から、同文の定款を作成 し使

用 していますから、同文を矛盾することなく解釈 しなければな り

ません。そんなことを前提にし、また綱領後段の 「特に」以下の、

各項の主語の記載 ・無記載を参考にし、「( R Iの 目的は)・ ・□―

タ リーの細領を推進するようなブログラムや活動を追求 している

R Iカロ盟クラブや地区を支援すること。Jと 規定 している R I定 款

第 3条 の条項を併せて熟読 しますと、綱領にいう□―タ リーとい

うのは、結局、クラブのことであり、従 って、鼓吹 し育成の旗振

りはクラブであり、鼓吹 し育成されるのは会員であり、鼓吹され

るものは心 ・精神 ・理念 (を持つこと)と 、4項 目に摘示されて

いる行為 (の実行)で あるということにな ります。実行すること

を鼓吹 し育成されていますから、会員は実行 しなければならない

ということでしょう。

しかし、この結論はこれまで言われてきたことと同じですから、

問題はありません。問題は次の点です。一番の核心です。

1つ は、クラブは、会員に対 してのみ鼓映 し育成するだけで、

会員外の不特定多数の一般市民に対 しては、鼓映 し育成の働きか

けを しないのか、また、会員を鼓吹 ・育成するだけで実行行為を

しないのか。

もう 1つ は、 会員も黙々と実行するだけで不特定のノンロー

タリアンに対 して働きかけをしないのか、という問題です。

前に取 り上げた□―タ リー五原貝」中第 4原 貝」の資源原只」、奉

仕活動のための人的 ・物的資源は□一タ リークラブ ・□一タ リア

ン自らが現物を捻出 ・拠出 しなければならないとする原貝」は、こ

の定款の思想を言 つている訳ですが、両方とも、クラブは、内の

会員に対 しては鼓吹D昌導式の旗振 りが本貝」であり、外の大衆に向

かつては、クラブも会員も、無言の率先垂範式が原貝」であると言っ

ているのです。※ 1※ 2
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これも□―タ リーの七不思議の一つですが、この根底には、□―

タ リーがクラブ組織の内向的1生格の団体であることがある訳で

す。

綱領は以上のように言い、「決議 2 3 - 3 4」 も控え目に 「有言」

垂範式と言 っていますが、現に、クラブが、□一ターアク ト ・イ

ンターアク ト ・R C Cを 提B昌して青少年の育成を行なつているの

は、クラブが会員に対 してだけでなく、クラブの外部に向かって

鼓吹 ・育成の旗振 りをする方式の延長線上に一部重なる方向があ

るものです し、既に行なわれているチャリティー方式や、特定団

体とのコラボ ・共同奉仕活動方式 (コーサーヴ方式)は 、率先垂

範式の枠を越えた有力な未来方式だと思われます。※ 3

更には、労力資源も金銭資源も、不特定多数に働きかける募集

募金方式 (レッツサーヴ方式)も 、現実の問題となるのは、まだ

まだ先のことでしょうが、試みに、単発で大がかりな、大共同奉

仕プログラムとして、また大共同募金運動などとして、実験 して

みるのも勉強のためにな ります。この方式も、本則とならず、数

年に一度位の頻度で、 しかも、分区 ・地区総出の大がかりな行事

としてやつてみるというのならば、□―タ リーの公共イメージの

向上にもマイナスとはならず、□―タ リーの認矢□度を高めるのに

適 した方法の一つで、推奨を検討にするに足ると思われます。

4  地 区大会 ・公式訪問等地区行事 ・地区組織の合理化 ・簡素化

昔と違 つて、人間の寿命は長くなりましたが、世の中の 1年 の

巡 りが早くな りましたし、私の時計でも、1日 1年 の経つのが世

の中よ り更に早まりましたから、結局、寿命の主観的な長さは、

同じことのようです。

ですから、年 1□ などのように、等間隔で行なわれてきたもの

は、直ぐに巡 ってくることにな ります。地区大会の開催も公式訪

間も、役員の任期もそうです。ガバナーの一年も勿論でした。

地区大会のこれまでのような盛大な開催や個居」公式訪間は数年

に 1回 に。毎年の開催 ・訪間は小規模 ・箇素に。
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この方が、ガバナーと当のホス トクラブの負担を少なくし、そ

の分、他の重要な□一タ リー活動に振 り向けられ、経済負担を軽

くし、□―タ リーの持続可能な前進にも叶うものではないかと思

います。主観的な時の巡 りの間隔と感覚にも合います。

5 □ ―タリーの綱領の改正

□一タ リーの細領の改正の機運の芽が出てきました。第 1講 か

ら 3講 にかけて述べましたように、現行の細領には問題点が多く

あります。また、綱領を含め 4つ のテス ト、「最もよく奉仕する

者 最 も多く報いられる。」などの翻訳文も問題があります。こ

れなども改訳され、日本化されるでしょう。使用語句も音訳でな

く恵訳でなされるべきです。

6 日 本田―タリー協議会の設置

日本全国 34地 区内の 23 1 0ク ラブの総クラブの同意によつて、

任意団体として、日本□―タ リークラブ共通の問題を協議 ・決定

する機関が必要です。仮の名を日本□一タ リー協議会 ・日本 □一

タ リー連盟とでも言いましょう。

毎年、当該年度の現役ガバナーによって任意団体 としてガバ

ナー会 という協議 ・情報交換会ができていますが、この会も RI

からは公認されている機関ではありません。現役のガバナーが当

該年度の処理事項等において決断 しかねる事項の情報を交換 して

参考としたり、全国各地区の足並みを揃えた対応をしたい場合な

どに、非常にいい会です。

ガバナー会で何かを決めたとしても、勿論、申合せ程度の憲昧

しか持 つていませんが、仮に申合せ程度の憲昧として申 し合わせ

たとしても、1年 の現役の期間内でしか申合せの効力を持ちえま

せんから、年度を越えた問題については、どんな小さなことでも

その年にそのような申合せがあったという事実以外に、意味はあ

りません。まして、当のガバナーは、自分の地区の当該年度の経

笛に手が一杯で、地区内の組織 ・制度 ,行事等の改革などでも継

続的で次年度以降の年度を隣ぐ事項は、年度をまたぐと同時に権
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限外のこととなっていき、諮問委員会などで、参考意見として希

望を述べ、反省の独言を言うだけのほかに方法は無く、更にまた、

地区の経営以外の全国 レベルの問題については、ガバナー年度に

は思いを巡らす餘裕などはないという状況です。

ですから、l a lえば、綱領の改定など全国 レベル以上の問題など

について適切な対応のできる全国 レベルの協議 ・決議機関が必要

である訳です。

ガバナー会のうえに屋上屋を重ねるだけで必要がないという意

見がありますが、以上のような事情で、是非とも必要の機関です。

問題は、日本全国 2 0 0 0を 越えるクラブから、相当の年月の期

間に亘る継続設置の同意を取 り付ける方法です。率直に言えば、

数年度連続 した現役ガバナーの数年間に亘る協力により、各地区

内全部のクラブの書面の同意を取 り付ける以外に、万全な方法は

ないと思われます。

簡便に、クラブレベルまで同意を持ち込まず、各地区ガバナー

が各諮問委員会の承認のうえで、設置年のガバナーが同意をする

という考えもありますが、ガバナーにも諮問委員会にもその権限

は無く、それに続く後年の度のガバナー会と毎年、設置の必要性

の一から同じことを しなければな りませんし、仮に、その方法で

も内輪では全部の地区が了解 していれば何とかいけますが、l a lぇ

ば、全国 3 4地 区共同の法人を設立 しようと思 つても、地区ガバ

ナー レベルの同意だけでは、クラブに対 して権限臨越の同意とな

り、問題は解決 しません。

時間と手間が掛かりますが、正攻法で設立されるべきです。

※ 1 第 1 5講 「□―タリーの特徴的特色」の資

源自給白足の原貝」の項参照。

※ 2「 決議 23 - 3 4」 の 6 )の 3 )最 終項 「クラブがひと

固まりとな つて行重力するだけで足 りるような事業より

も、広くすべての□―タ リアンの個々の力を動員するも
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ののほうが□―タ リーの精神によりかなつていると言え

る。それは、□―タリー・クラブでの社会奉仕活動は、□―

タ リー ・クラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えら

れたいわば実験室の実験としてのみこれを見るべきであ

るからである。」

3「 決議 23 - 3 4 Jの 2 )は 次のように、

控え目に言います。「本来□―タ リー ・クラブは、事

業および専門職務に携わる人の代表として、□―タ リー

の奉仕の哲学を受入れ、次の四つのことを実行すること

を目指 している人々の集まりである。まず第 1に 、奉仕

の理論が職業および人生における成功と幸福の真の基礎

であることを団体で学ぶこと。第 2に 、自分たちのあい

だにおいても、また地域社会に対 しても、その実際lp lを

団体で示すこと。第 3に 、各人が個人としてこの理論を

それぞれの職業および日常生活において実践に移すこと。

そ して第 4に 、イ国人 として、また団体としても大いに

この教えを説き、その実例を示すことによって、□―タ

リアンだけでなく、□―タ リアン以外の人々のすべてが、

理論的にも実践的にも、これを受入れるように励ますこ

とである。」
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第四講

ガバナーの年度計画

以下は、19 9 8年 度の 「地区便覧」に 「ガバナー方針」として掲

載 したものです。

ガバナー方針

1) R Iテ ーマと強調事項の推進

李東建 (リー ・ドンカン)R I会 長の掲げられた本年度の RIテ ー

マおよび強調事項は次の通 りです。

夢をかたちに M a k e  D r e a m s  R e a l

「子供たちのためにJ

水保全 保 健 ・飢餓救済 識 字率向上

テーマの 「夢」は誰の夢でしょうか。李東建会長の夢でしょうか、

子供たちの夢でしょうか。それとも□一タ リアン各自の夢でしょう

か。

毎日、避けられる筈の原因で命を落とす 3万 人を超える子供たち

の、そ して、健やかに成長 し人生を全うしたいと願 っている子供た

ちの夢を実現 してや りたいと RI会 長は言 つておられますから、子

供たちの夢はこの 「Dr e a m s」 のなかの第一の夢でしょう。子供た

ちの夢をEl tえてや りたいという李東建会長の夢もまさしくその中の
一つです。我々□―タ リアンすべての夢も入つている夢です。

会長は 「子供たちのために」「水保全 保 健 ・飢餓救済 識 宇率

向上」の各分野において力を注いでいただいて、「夢をかたちに」

していただきたいと強く要請されています。

クラブ ・□一タ リアン各位がこのテーマと強調事項にそって、国

内外で格別の活動を展開されることをお願いします。

2)地 区目標の設定

地区目標を次の通 り定めました。
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1  地 区方針

持続可能な前進 !!組 織運営で ・奉仕活動で ・会員増強で ・・

「持続可能な前進」 という言葉は、19 7 2年 、 □―マクラブが、

将来的な世界人□の爆発的な増カロと経済の急激な拡大は、食料生

産 ・天然資源に対 し無制限ではあ りえず、成長には限界があり、

これら諸要素の負の遺産である地球環境の悪化は、このままでは、

さほど遠くない時期に人類を死減に至らせるであろうと、警鐘を

鳴らした報告書 「成長の限界」に淵源を有 し、その後の初の地球

規模のス トックホルム人間環境会議、国連環境計画等において経

済 ・人□の秩序ある成長 ・増カロと環境の悪化防止の重要1生が認識

され、その過程において、「持続可能な発展 。開発」という用語

が開発されました。

□―タ リーの永遠の存続のために、ゆっくり着実に、無いとこ

ろを補い余るところを肖」り、曲がりたるを匡す、すべての点にお

いて、時の環境に適応 ・調和 した前進を図りたいという気持ちが

いつぱい詰まつているものです。

□―タ リーが前進 し生き残るためには、変化という代償を支払

わなければならないのであれば、支払いましょう。

今の RI第 27 6 0地 区□―タ リー愛矢□81に は相応 しい語旬で

す。

また、サブフレーズを次の通 りとしました。

□―タリーに心を 回 ―タリーを心に □ ―タリーの心を

としました。持続可能な前進ともども愛顧願います。

2 重 点事項

(1 )ロ ータリーの綱領 (目的)の 再確認

人の集団である□―タ リーの基点は、□一タ リーの目的、綱領

です。□―タ リー ・□一タ リアンに綱領、目的に対する明確な心

の整理がないと、精神疲労を起こし、精神失調に陥 り、□―タ リー

精神の荒廃を招くことにもな りかねません。

□―タ リーの綱領、奉仕の理想、超我の奉仕 ・最良奉仕の最多
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果報の標語、友惰と寛容の精神、4つ のテス ト等の憲昧、相互の

関係など心の整理をしなければならないところが沢山あります。

そういう意味を込めて、重点事項の第 1と して、□一タリーの綱

領 ・目的の再確認を上げたものです。

新年度初月 ワ月を地区特別月間 「□―タリーを考える月間」と

して新定しました。

この地区特居」月間を利用して、大いに議論されることを望みます。

(2)地 区 ・分区 ・クラブの管理運営機構の整備

会員 500 0人 を擁する当地区 ・□一タリー愛矢□81の 持続可能

な前進のためには、目的と規模に適した組織 ・機構等を有しなけ

ればなりません。

ガバナーは建前上独任官で万能です。しかし独任官であるが故

に常時、協議 ・助言機関が必要であり、最少限の規律 ・基準も必

要です。このことは DLP以 後の分区についてもまた CLPが 提

起されている各クラブについても多少憲昧を異にしますが同様で

す。

そういう観点から、重点事項の第 2と して、地区分区クラブの

管理運営機構の整備を上げたものです。上記同様、大いに議論さ

れ実行されることを望みます。

(3)「調和の奉仕」

綱領 ・目的等の再確認が心の問題、管理運営機構の整備が、形

の問題なら、「調和の奉仕」は行動の画です。

ここにいう奉仕は一般的な意味における奉仕のことですが、奉

仕は□一タリーに不可欠の活動です。 「奉仕なければ□一タリー

なし」 です。

しかし、□―タリーにいう奉仕は、親B垂活動等の他の□―タリー

活動から浮き上がつては存在しえず、また、各奉仕の間において

もバランスのとれたものでなければならないと思つています。

「超我の奉仕」「彼我の奉仕」「唯我の奉仕」の調禾□

財団奉仕 ・米山奉仕 ・クラブ独自奉仕の調禾□
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人道奉仕 ・育成奉仕 ・文化奉仕の調末□

国際奉仕 ・社会奉仕 ・地域奉仕の調和

汗の奉仕金の奉仕 ・物の奉仕心の奉仕 ・

救う奉仕助ける奉仕 ・与える奉仕育てる奉仕の各調本□

バランスのとれた奉仕を検討 ・選択 ・実践されることをお願い

します。

(4 )人 的 ・物的資源の維持強化

以上の(1 )～(3 )は目的 ・組織 ・行為ですから 4)は これらの基礎

となるべき会員および寄金の維持 ・強化です。

地区に会員増強 リーダーを新設 し、少数会員クラブの会員増カロ

に協力 していきたいと思います。

東洋の君子に西洋の紳士をカロえた将来の 「日本の紳士」たるべ

き資質を備えた会員を増カロし、クラブで分区で地区で、相協力 し

ながら相互研習 ・切確琢磨 して、□―タ リアンを強化 しようでは

ありませんか。各クラブとも会員数に応 じて純増 5～ 10 %を 目

標に鋭意奮闘して下さるようお願い申し上げます。

□一タ リー財団 ・米山への寄金の協力は、地区平均以下のクラ

ブは地区平均まで、平均以上のクラブは昨年実績以上を各目標に

お願いしたいと思つています。

なお、最新情報として、RIは 、ポ リオブラスの最後の撲減に

向けて、今後 3年 間に同額を拠出することを条件に、ゲイツ貝オ団

から 1億 ドルの補助金を受取 り、これに協力 していくことを発表

しました。RIが 拠出すべき 3年 度に亘る 1億 ドルの調達に関し、

地区にはまだ具体的な情報も要請も来ていませんので、地区とし

てもまだ方針が定まっていませんが、応、さわ しい再度の協力をい

ただかなければならないと思われます。

追って、具体的にお願い申し上げます。

2 上 記の、4つ の重点事項の 1つ 「地区 ・分区 ・クラブの管理運

営機構の整備」の異体化については、次のようなものでした。
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( 1 )地 区に 「地区運営委員会」を置こと

ガバナーは独任 ・単年度待」ですから、その 1年 、手続要覧に従つ

て、時のガバナーが思うように運営すれば良い訳です し、これは

これで、ガバナーにとってまことに効率的で、好都合この上ない

ことです。これが R Iが 定める方法であり、許容する範囲でもあ

ります。

しかし、継続1生のない独自の 1年 間のジグザグ行進は効率の惑

い結果とな ります。毎年新鮮な気持ちでマンネ リに陥らず、しか

も全体として進むべき道を外さず進むべき道を歩んでいる可能性

が大きいのでしょうが、間違いなく目的に向かつた効率1生と継続

4生は落ちてきます。新規独 自路線よ りも前後 3年 位の継続を考

えて進むべき道を協議 していつた方がその確率が高いと思われま

す。この故に、エ レク トは現ガバナーと、現ガバナーはエ レク ト

と直前ガバナーと、直前ガバナーはガバナーと、年間を通 じて緊

密に接触 して、より効果的な年度変わ りを心推卜けなければならな

いと思われるところです。

それにも況 して、ガバナーが当該年度内において年度計画に

従つて職務を忙 しく遂行すること以上に、その 1年 に向けて事前

に、乏 しい経験と矢□識をもつて準備 ・決断しなければならないこ

とが多く、幾度となく、相言べし協議する場があったならば…と思つ

たことです。

それとともに、地区として、□―タ リー全般にわたる基本問題 ・

地区重大問題等について、長期的に展望する機関が必要だと思わ

れます。

当時の地区運営委員会設置規則案を次に掲げます。

地区運営委員会規則案

1 (目 的)ガ バナー ・ガバナーエ レク トの職務の効果的な遂行に

資 し、併せて、□―タ リー ・地区の基本問題 ・重要問題を議すた

めに、ガバナーの下に、地区運営委員会を設置する。
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2 (審 議事項)地 区運営委員会は、ガバナー ・ガバナーエレク ト

の求めに応じ、また進んで、次の事項について審議し、その決す

るところをもつて ガ バナーの職務遂行の参考に供するものとす

る。

O 規 定審議会の立法冥その他地区大会に上程する実件

の 地 区の組織・役員人事・地区目標 (地区指針・重点事項)(地

区運 営 方針)お よび地区予算 (個則的賦課金徴収案を含

む)に 関する実件

0 地 区の規程 ・規貝」・要領等の待」定 ・改正等に関する実件

u)ガ バナー補佐またはクラブから提出された重要案件

6)□ 一タリーの基本問題 ・長期展望に係わる重要問題案件

0 そ の他地区運営に係わる必要実件

3(委 員)地 区運営委員会は、次の者からガバナーが指名する 10

名以内の委員をもつて組織し、任期は 2年 とする。

ll l  元ガバナー    1名 以上 3名 以内

1 名

1 名

1名 以上 3名 以内

1名 以上 3名 以内

3名 (クラブ奉仕委員 ・社会奉仕委員

未来委員 )

(土)そ の他前各号に準ずる者

4(会 議)地 区運営委員会は、必要に応 じガバナーの招集により

開催されるものとし、元ガバナーが議長とな り、委員の総数の 3

分の 1を もつて定足数とし、出席委員の過半数をもつて決する。

可否同数のときは議長の決するところによる。

(2 )分 区に分区運営委員会を置くこと

地区 リーダーシッププランが全国的に採用され、その 10年 の

経過のなかで、ガバナー補佐の待」度が漸く定着 しガバナー補佐の

の ガ バナーエレクト

0 ガ バナー補佐

“)元 ガバナー補佐

0 元 地区幹事

(0)地区委員長
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職務の重要1生が認識され、またガバナー補佐の経験者の中からガ

バナーに選任されるケースが多くなると予想され、勢いガバナー

補佐の資質 ・能力等が以前より重要視されることになつたことに

鑑みますと、将来にわたリガバナー補佐の選任手続を開かれたも

のとし、広く人材を集められる適正な体待」を整備 しておくことが

喫緊の要事であると思われます。そしてまた、これまでのように、

慣lp lにより、分区内におけるクラブの倉」立1原等により分区内クラ

ブ ・会員の関与なく選任されてしまうという状況よりも、分区内

各クラブの参カロした手続によリガバナー補佐が選出されたという

事実は、選任されたガバナー補佐にも選任に参カロしたクラブ ・会

員にもその自覚が生れ、両者の関係に計 り矢□れない心理的な好影

響をもたらすと思われます。

地区分区間 (ガバナー ・ガバナー補佐間)の 権限委譲関係、ク

ラブの体力の変化等現状と将来的な展望をカロ昧 して、次の様に、

分区内の諸事項に開 してガバナー補佐 と分区内クラブの意思疎

通 ・協議の場として分区運営委員会を設置 し、併せて、この機関

に分区のガバナー補佐候補の推薦を委ねるのが最善であると思わ

れます。

分区運営要領 ・ガバナー補佐推薦手続要領

分区運営委員会の設置 ・職掌

(1♪ガバナーのもとに各分区にガバナー補佐を議長とする分区運営

委員会を置く。

0分 区運営委員会は、ガバナー補佐が招集する。

⑥分区運営委員会は、ガバナーよリガバナー補佐 ・分区に委託 ・

要請された下記事項および分区の固有事業 ・運営等について協

議 し、ガバナー補佐を補助 ・支持する。

(a )分区ガバナー補佐の推薦に関する事項

(b )分区内開催の地区大会 ・地区協議会の共助 ・支援に関する

事項

(C ) I Mの開催に関する事項
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をカロえた候補者の中から (届け出られた候補者のないときは、

委員会が自ら選定して)指 定された人数の候補者を (複数の時

はコメン トを付して)協 議 ・選出して、推薦届出期限までにガ

バナーに推薦する。

Oガ バナーエレク トは、期間内に、推薦された者の中から次期ガ

バナー補佐を選任し、ガバナーおよびガバナーエレク トの連名

で委嘱する。

Oガ バナー補佐は、補助者として幹事 1名 を選任して届けでるこ

とができる。

(0)ガバナー補佐付き幹事は分区幹事と称する。

付貝」 この各要領は 200 8年 ワ月 1日 から施行する。

――- 153  -―



純真な朗太君二□ニタリとのマスコウト

彼、朗太君が、自ら言うには、姓は理井、

名は朗太。どこの生まれかは聞かずじまい

である。彼は、快活聡明、スポーツが堪能

で、好奇心がBI盛、何にも関心があるよう

で、取りわけ、□―タリーに興を示ようで

ある。

十年程前、私が地区幹事をしていた頃で

したか、度々、遊びに来ていました。今で

は時なく寄宿しています。

朗太君は、半」らないことがあると、とこ

ろ構わずふいに来て、話しかけてくるので、

私は、誠憲を以て、辛抱3貧く応対することにしている。長年のうちに、

閣答の好敵手になり、私の方から話しかけることもあるし、そうで

なくても、教えられることがしばしばである。r我の外、すべて我

が師」。彼は、我の外の一人である。

一日、朗太子、我に闘いて曰く、一言にして以て終身行なうべき

ものありやと。聞きし様のこと也。1更重に応えらく、一言は不可なり。

二言にして、慈愛と感謝の心と言わんと。次いで発す。何ぞ、よく

然るやと。重ねて応えらく、かの恕は人を思いやるの心なり古慈愛

の心は、計らい無き心を持ちて母の子に注ぐ心なり。その心、恕よ

りも深し。その敵を以て、慈愛の心は恕に勝れり。しかれども、恕

また慈愛、その心の通うや、土から下へなり。未だ円満なる心に欠

くるところあり。下から上へなる外様に感訓する心力Bえざるべから‐

ず。慈愛と感調の心、相寄りて本目通いて金きなりす慈愛と感謝|の心、

1    静 及 し
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‐       ・    |‐ | | | | | |‐|‐‐|‐  ■ |  ‐ |
‐

 ‐         | ‐  |  ‐ |   |   | |

醜太君には、このような商1答ばかりでは|なく十1ガバナニ補佐を受

けるべきか否か、直近で|よ、ガバナ■を―受け|る|や否やについても、

思うままのところを聞いたし、奉仕の考え方についても実直なとこ

ろを、拝聴している。

将来、頼りがいのある□―タリーアンに喬つてくれることを期待

して間違いない。

- 155 -



＊

　

Ｖ
ＩＩ
蕊
圏
冊
並

芳
鉢
は
「持
続
可
能
な
締
進
」

サ
潟
Ｒ
Ｃ
考
え
る
月
鯛
に

体
採
番
零
鹸
欄

　

紳翠
酪

懇
議
会
で
慧
見
交
換

鞠鍛

錐

陥
静
畷搬
ル

釧

諷

↓

搬
燃
イ
劇
ま
麟
鶏
鶉
ム
養
ノ
韻
一

翻
鞭
韻
職
崎暇
隅鋸
サ
繍
鞠ぢ
鰹
澤様
鰐

線
願
鞭
徽
坤総
曙
麹

ナ
船ダ
那わ
せ
鶴
¨

館
榊
撤
戦
鮎
韻
準

鮮

）

一鎖
繊
鞄
厳
綿
胡
羽
撤
郷
盤
鋤
静
志

読
プ

雛織鑑ぁう最盤豊富g旨憲豊稼轄欝鶴脅告督;

Υ
想
翻
Ｗ
Ｖ
人

　

来

臨
轟
響
館

ず
機
瑠
一

！ヽ
、，，」″″”卜」ヽ
”い，，
一”ヽ
いいいい

　

一

い絆
範
醒

七
骨
総
鮭

■
督
ム
ー

患
銭

ヽ

に
入
ｆ
線
螢
―
々
リ
ー
鮮
，
，そ
ぐ
鞠
ｋ
ヽ

ρ
ね
挟

【

４
■
物
の
食
対
驚

い

Ｍ
執
押
出期
殺
斜
お
れ
捜
辞
　
ｈ槻

輯
　
【
】≡女
ｔ
母

換
督
≡激

掛
一焼
↓
綿
絆
頻
韓

ヰ
麟
嵐
ヂ
断

韻
麟
焔
撒
錯
ご
牡震
試
梯輩

ガ
バ
ナ
ー
が
繊
儀
あ
い
き

きめ鞭かい報通親締
～本松,如8醸社捜と対雄～

≡
」
Ｈ
】工拭
が
転
じ
町
ｉ々

報
い
～
　
　
　
　
チ
思
ヤ
“，　

　
　
　
品

鑑
ね
あ
一

ミ
騨

詳
穏

簿議鍮横立金欝1騰|も1静醸|

―一- 156 -



ド
尊霞
授
緩
忠

”鞘

一挙
灘
鱒
騒
癌
辞
蘇
ろ
世
せ
鶴
颯
頼
オ
一排
，絆
議
一

″夢
″実
現
へ
決
薫
！統
た
に

中静
絲】琴
一

- 157 -



終 歴  書

片山主水

生年月日 1939年 昭禾□14年 11月 17日

住  所  名 古屋市瑞穂区弥富町字上山 194番 地 4

勤 務 地 名 古屋市中区丸の内三丁目 5番 35号 弁護士 ビル 7F

所層クラブ 名 古屋東南 RC

職業分類 弁 護士
□―タ リー歴

1 9 7 2 年3 月

1 9 8 4年 度

19 9 0年 度～ 94年 度

1 9 9 5年 度

1 9 9 7年 度

19 9 8年 度～ 05年 度

2 0 0 6年 度

2 0 0 8年 度

経歴

1 9 6 4 4手

1 9 6 8年 ～

1 9 8 5 4子

1 9 8 8 4 子̂ ▼2 0 1 0 4手

1 9 9 4 Z 子̂ ウ2 0 0 0 4手

1 9 9 9 4 手̂ ウ2 0 0 1 4年

2 0 0 1 4年^ウ2 0 1 0 4手

名古屋東南 RC入 会

クラブ幹事

地区国際友好 ・llVCS・環境保全委員長

クラブ会長

地区幹事 (犬飼ガバナー)

地区資金 ・クラブ奉仕委員長ほか

ガバナー補佐 (西名古屋分区)

ガバナー       ‐

名古屋大学法学部卒業

弁護士

名古屋弁護士会 (現愛矢□県弁護士会 )

冨」会長

名古屋地方 ・簡易裁半」所調停委員

愛矢□県公害審査会委員 ・会長

愛矢□県事業評価監視委員会委員 ・長

愛矢□県公務炎害補償審査会会長
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ヨ1用資料 目 次

決議 23 - 3 4             1 6 0

4つ のテス ト             1 6 4

職業宣言              1 6 4

□一タ リーの長期計画         1 6 5

□―タ リー財団の末来の夢計画     1 6 6

「□一タ リーに心を □ ―タ リーを心に」 16 9

奉仕と親睦と出席と          1 6 9

三我の奉仕              1 7 0

宣誓書 認 定状           1 7 1

標準クラブ定款 (抄)        1ワ 2

国際□―タ リー定款 (抄)      1 7 9

国際□―タ リー細貝」(抄)      1 8 2
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社会奉仕に関する 1 9 2 3年 の声明

( 1 9 2 3  S t a t e m e n t  o n  C o m m u n i t y  S e r v i c e )

手続要覧 2 0 0ワ年版

次の声明は 1 9 2 3年 国際大会で採択され、以後の国際大会で改正

されたものである。

□―タ リーにおいて、社会奉仕とは、□―タ リアンのすべてがそ

の個人生活、事業生活、および社会生活に奉仕の理想を適用するこ

とを奨励、育成することである。この奉仕の理想の適用を実行する

ことについては、多くのクラブが会員による奉仕にその機会を与え

るものとして、さまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下に

掲げる諸原則は、□―タ リアンおよび□一タ リー ・クラブの指針と

して、また、社会奉仕活動に対する□―タ リーの方針を明確に表す

ものとして適切であ り、また管理に役立つものであることを認め、

これを採用するものである。

□一タ リーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利

己的な欲求 と義務およびこれに伴う他人のために奉仕 したいと

いう感情とのあいだに常に存在する矛盾をI E lらげようとするも

のである。この哲学は奉仕― 「超我の奉仕」の哲学であり、「最

もよく奉仕する者、最も多く報われる」という実践倫理の原理

に基づくものである。

本来 □―タ リー ・クラブは、事業および専門職務に携わる人の

代表として、□一タ リーの奉仕の哲学を受入れ、次の四つのこ

とを実行することを目指 している人々の集まりである。まず第

1に 、奉仕の理論が職業および人生における成功と幸福の莫の

基礎であることを団体で学ぶこと。第 2に 、自分たちのあいだ

においても、また地域社会に対 しても、その実際l F lを団体で示

すこと。第 3に 、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職業

および日常生活において実践に移すこと。そ して第 4に 、個人

2)
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として、また団体としても大いにこの教えを説き、その実l a lを

示すことによつて、□―タ リアンだけでなく、□―タ リアン以

外の人々のすべてが、理論的にも実践的にも、これを受入れる

ように励ますことである。

3 ) R Iは 次の目的のために存在する団体である。

a )□ ―タ リーの奉仕の理想の擁護、育成および全世界への普及

b )□ ―タ リー ・クラブの設立、激励、援助および運営の管理。

c )一 種の情報交換所 と して、各クラブの問題を研究 し、また、

強待」でなく有益な助言を与えることによつて各クラブの運営

方法の標準化を図 り、社会奉仕活動についても、既に広く多

くのクラブによってその価値が実証されており、R I定款に掲

げられている□一タ リーの細領の趣旨にかない、これを乱す

ような恐れのない社会奉仕活動によってのみ、その標準化を

図ること。

4 )奉 仕するものは行動 しなければならない。従 つて、□―タ リー

とは単なる心構えのことをいうのではなく、また、□―タ リー

の哲学も単に主観的なものであつてはならず、それを客観的な

行動に表さなければならない。そ して、□―タ リアン個人も□

ラブも、毎年度、何か一つの主だつた社会奉仕活動を、それも

なるべく毎年度異な つていて、できればその会計年度内に完了

できるようなものを、後援するようにすることが望ましい。こ

の奉仕活動は、地域社会が本当に必要としているものに基づい

たものであり、かつ、クラブ会員の一致 した協力を必要とする

ものでなければならない。これは、クラブ会員の地域社会にお

けるイロ々の奉仕を奨励するためにクラブが継続的に実施 してい

るプログラムとは屑」に行われるべきものとする。

5 )各 □―タ リー ・クラブは、クラブとして関心があり、またその

地域社会に適 した社会奉仕活動を自主的に選ぶことについて絶

対的な権利をもつている。しかし、いかなるクラブも、□―タ リー

の綱領を無視 したり、□一タ リー ・クラブ結成の本来の目的を

- 161 -― ―



危うくするような社会奉仕活動を行つてはならない。そ して RI

は、一般的な奉仕活動を研究 し、標準化 し、推進 し、これに関

する有益な示唆を与えることはあっても、 しかし、どんなクラ

ブのどんな社会奉仕活動にせよ、それを命 じたり禁 じたりする

ことは絶対にしてはならないものとする。

6)個 々の□一タ リー ・クラブの社会奉仕活動の選択を律する規定

は月」に設けられていないが、これに関する指針として以下の準

則が推奨されている。

a)□ ―タ リーの会員の数には限 りがあるので、□―タ リー ・ク

ラブは、市民全体の積極的な支持なくしては成功 しえないよ

うな広範囲の社会奉仕活動は、他に地域社会全体のために発

言 し、行動する適切な市民団体などの存在 しない土地の場合

に限 り、これを行うこととすべきであり、商工会議所のある

土地では、□―タ リー ・クラブはその仕事の邪魔を した り、

横取 りを した りすることのないように しなければならない。

しかし、□―タ リアンとしては、奉仕を誓い、その理念の教

えを受けた個人として、その土地の商工会議所の会員となつ

て活動すべきであ り、また、その土地の市民として、他の善

良な市民と一緒に、広くすべての社会奉仕活動に関与 し、そ

の能力の許す限 り、金銭や仕事のうえでその分を果たすべき

である。

b)一 般的に言 つて、□―タ リー ・クラブは、どんな立派な事業

であつても、クラブがその遂行に対する責任の全部または一

部を負う用意と意思のない限り、その後援をしてはならない

c)□ 一タ リー ・クラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝をその主た

る目標 としてはならないが、□―タ リーの影響力を拡大する
一つの方法として、クラブが立派に遂行 した有益な事業につ

いては正 しい広報が行われるべきである。

d)□ ―タ リー ・クラブは、仕事の重複を避けるようにする必要

があ り、総 じて、他に機関があり、それによって立派に行わ
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れている事業に乗 り出すようなことをしてはならない。

□一タ リー ・クラブの奉仕活動は、なるべく現存の機関に協

力する形で行うことが望ましいが、現存機関の設備や能力が

目的の遂行に不十分である場合には、必要に応 じ、新たに機

関を設けることに しても差 し支えない。□一タ リー ・クラブ

としては、新たに重複 した機関をつくるよりも、現存の機関

を活用することが望ましい。

□―タ リー ・クラブはそのすべての活動において、宣伝者 と

して優れた働きをし、多大の成功を収めている。□一タ リー ・

クラブは地域社会に存在する問題を見つけ出すことはしても、

それがその地域社会全体の責任にかかるものである場合には、

単独でそれに手を下すようなことは しないで、他の人々にそ

の解決の必要を1自らせる努力を し、地域社会全体にその責任

を自覚させて、この仕事が□―タ リーだけの責任にならない

で、本来その責任のある地域社会全体の仕事になるように し

ている。また、□一タ リーは、事業を始めた り、指導 した り

するが、一方、当然それに関心をもつていると考えられる他

のすべての団体の協力を得るように努力すべきでありそ して、

当然 □―タ リー ・クラブに帰すべき功績であってもそれに対

する自分のほうの力を最小限度に評価 して、そのすべての協

力者の手柄にするようにしなければならない。

クラブがひと固まりとな つて行肇力するだけで足 りるような事

業よ りも、広 くすべての□一タ リアンの個々の力を動員する

もののほうが□―タ リーの精神にかな っていると言える。そ

れは、 □―タ リー ・クラブの社会奉仕活動は、□一タ リー ・

クラブの会 員に奉仕の罰1練を施すために考えられたいわば

研究室の実験 としてのみこれを見 るべきであるからである。

( 2 3 - 3 4 , 2 6 - 6 , 3 6 - 1 5 , 5 1 - 9 , 6 6 - 4 9 )。

f)

目)
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4 つ のテス ト

THE FOUR一 WAY TEST

言行はこれに照らしてから

Of  t h e  t h i n g s  w e  t h i n k , s a y  o r  d o

l  真 実かどうか

l s  i t  t h e  T R ∪T 日 ?

2  み んなに公平か

ls  i t  F A I R  t o  a l l  c o n c e r n e d  ?

3  好 憲と友惰を深めるか

l A / 1 1 1 i t  b u i l t  G O O D k l V  L L  8 n d  B E T T E R

F R I匡N D S日 I P S ?

4  み んなのためになるかどうか

V V i l l  i t  b e  B E N E F I C I A L  t o  a  l  c o n c e r n e d ?

ロータリアンの職業宣言

De c l a r a t i o n  f o r  R o t a r i a∩s  i n  B u s i n e s s e s a n d  P r o f e s s i o n s

1 9 8 9年 規定審議会採択

事業または専門職務に携わる□―タ リアンとして、私は以下の要

請に応えんとするものである。

1)職 業は奉仕の一つの機会なりと心に銘せよ。

2)職 業の倫理的規範、国の法律、地域社会の道徳規準に対 し、

名実ともに忠実であれ。

3)職 業の品位を保ち、自ら選んだ職業において、最高度の倫理

的基準を推進すべく金力を尽くせ

4)雇 主、従業員、同僚、同業者、顧客、公衆、その他事業また

は専門職務上、関係をもつすべての人々に対 し、ひとしく公

正なるべ し。

5)社 会に有用なすべての業務に対 し、当然それに伴う名誉と敬

意を表すべきことを矢□れ。

6)自 己の職業上の手腕を捧げて、青少年に機会を開き、他人か
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らの、格別の要請にも応え、地域社会の生活の質を高めよ。

7)広 告に際 し、また自己の事業または専門職務に関 して、これ

を世に間うに当たっては、正直専―なるべし。

8)事 業または専門職務上の関係において、普通には得られない

便宜ないし特典を、同僚 □一タ リアンに求めず、また与えう

ることなかれ (8 9 - 1 4 8 )

国際□―タリーの長期計画

I 第 4次 (2 0 0 7年 度)

使命とビジョン

□―タ リー ・クラブの世界的連合体である国際□―タ リー

の使命は、他者に奉仕 し、高い倫理基準を促進 し、事業と専

門職務および地域社会の リーダーの間の親睦を通 じて世界理

解、親善、平和を推進することである。

国際□―タ リのビジョンは、世界理解、親善、平禾□を推進

するための 「超我の奉仕」に対するその献身が、あまねく認

IE lされることである。

中核となる価lL S観

奉仕 親 睦 多 様1生 高 潔性 リ ーダーシップ

優先項目

・ポ リオを撲滅する
。□一タ リーに対する内外の認識と公共イメージを高める
。他者に奉仕する□―タ リーの能力の増大を図る
。質的にも墨的にも会員組織を世界的に拡大する
。□―タ リー独特の職業奉仕への取 り組みを強調する
。国際□―タ リー内の指導的才能を最大限に活用 し育成する
。組織全体を通 じて継続性と一貫性を保つために、長期計画

の手|‖東を完全に実施する

正  第 2 ,欠 ( 2 0 1 0年 度)

ビジョン
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私たちは、世界中の地域社会における人々の生活改善に貢

献するために、活発で行動力のあるクラブから成 り、人々か

ら選ばれる奉仕組織である

優先項目

クラブのサポ戸 卜と強化
・クラブの刷新性と柔軟1とを育てる

。すべての奉仕部門における調禾□のとれた活動を行う

。会員の多様1とを増進する

・課員の勧誘と維持を改善する

。□一タ リーを進展させる

。クラブと地区における長期計画の立栗を奨励する

人道的奉仕の重点化と増カロ

・ポ リオを撲減する

・以下の分野における奉仕の継続性を高める

一新世代奉仕ブロジェク ト
ー □一タ リーの 6つ の重点分野

・協力組織とのパー トナーシップおよび他組織との協力関係

を拡大する

。地元と海外の地域社会で多大な成果をもたらすブロジェク

トを倉」造する

公共イメージと認矢□度の向上

・イメージとブラン ド認矢□を調和させる

・行動を主体とした奉仕えお推進する 。中核となる価値観を

推進する

・職業奉仕を強調する

。クラブにおけるネッ トワークづくりの機会、ならびにクラ・

クラブ独 自の主な活動について周矢□を図るようクラブに奨

励する

中核となる価値観

奉仕 親 睦 多 様1生 高 潔1生 リ ーダーシップ

- 166 -



使命

私たちは、他者に奉仕 し、高潔性を推進 し、事業と専門職

務および地域社会の リーダーの間の親睦を通 じて、世界理

解、親善、平禾□を推進する

ロータリー財団の末来の夢計画
一部改 ・抄録

2017年 に□―タ リー財団 100周 年を迎えることを踏 まえ、財

団管理委員会は世界の最も差 し迫つた二一ズに対 して、迅速、効果

的、かつ戦略的に応えられる、活力にあ応、れ、未来へのビジョンを

備えた財団を築き上げるための計画を立実 した。その目標は、補助

金の手続きを簡素化 し、大きな成果とその長期的な持続が望めるプ

ロジェク トにより多くの リソースを費や し、財団の業績に対する一

般の人々の認識を高めることである。

計画立実の第一歩として、管理委員会は次の使命声明を採択 した。

□一タ リー財団の使命は、□―タ リアンが、健康

状態を改善 し、教育への支援を高め、貧困を救済す

ることを通 じて、世界理解、親善、平禾□を達成でき

るようにすることである。

補助金の構成

補助金の手続を簡素化するため、未来の夢計画では、補助金は新

地区補助金とグローバル補助金の 2種 類からなる。

この 2種 類の補助金を通 じて、クラブと地区は、地域と海外で人

道的、あるいは教育的な幅広い活動を実施することができる。

新地区補助金は、一括 して地区に支給されるもので、地区財団活

動資金 (DDF)の 50%ま でを利用することができる。新地区補助

金は、地域で生 じたニーズに迅速に応える柔軟1生を持つと同時に、

海外のクラブと協同でプロジェク トの実施を計画する目的にも使用

できる。この補助金は、奨学金や職業副|1練の支援に充て、また、奉

仕活動の後援、楽雲救援、地域や海外での奉仕プロジェク トの実施

- 167 -



に充てることもできる。
一方、グローバル補助金は、財団の使命に関連する以下の 6つ の

重点分野の一つにおいて、大きな成果とその長期的な持続が望める

大規模なプロジェク トを支援するものである。

①平禾□と紛争予防/紛 争解決

○疾病予防と治療

①水と衛生設備

○母子の健康

○基本的教育と識字率向上

①経済と地域社会の発展

クラブと地区は、重点分野の範囲内で独自のグローバル補助金プ

ロジェク トを立ち上げることができる。または、□―タリー財団が

立案したプロジエク トを支援するためにパッケージ化された補助金

のスポンサーとなることもできる。

クラブ ・地区が立案したグローバル補助金のブロジエク トには、

国際財団活動資金 (VV  F )からの組み合わせ資金 (マッチング)が

提供される。この補助金は、重点分野を専攻する奨学生や重点分野

に関わる仕事に就く職業開発チームの派遣、または外国のクラブや

地区と協同で実施する大規模な人道的プロジェク トに使用すること

ができる。
一方、パツケージ化されたグローバル補助金は、重点分野を専門

とする団体との長期的な協同関係の下で実施されるプロジエク トに

使用される。lplぇば、近隣の村にきれいな水の供給システムを提供

するプロジエク トを、この分野を専門としている団体と協同で行う

ことも考えられる。こうした協同組織は、技術や財政面での支援を

提供する。パツケージ化されたグローバル補助金の 100°/0は、国際

財団活動資金 (VV  F )と協同組織からの資金によつてもたらされる。
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□―タリーに心を

□―タリーを心に □ ―タリーの心を

□一タ リーに心を注ぎ

□―タ リーに心を開く

□―タ リーを心に受け止め

□―タ リーを心に住まわす

□―タ リーの心をみんなで考え

□―タ リーの心をしずかに思う

□一タ リーの心は我等の心

□―タ リーの心は世界の心

奉仕 と親睦 と出席 と

□―タ リーの目的は奉仕であり

奉仕は親睦から生れ

親睦は出席 ・参カロより始まる
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三 我 の 奉 仕

第

第 1は  専 ら自己の出す邑を以て、社会のために尽くす社会

奉仕である

この奉仕は、慈愛と感謝の心 ・分かち合いの精神

とによる共助共生を基本とする 「超我の奉仕」の

精神に基づく

2は  自 己と社会 とを繋 ぐ各 自の職業の遂行を通 じて、

自己にできる物心ともに最良のサービスを社会に

提供することによって、社会に貢献するとともに、

自己に適正な利益を得ることとなる職業奉仕であ

る。

この奉仕は、両利調禾□の 「彼我の奉仕」・「最良奉

仕の最多果報」の精神に基づく

3は  専 ら互いに人間向上をめざ して自らに奉仕する

「唯我の奉仕」であるこの奉仕は、多様な職業人

よりなる□一タ リーは人間向上のための学習の絶

好の機会なりと観 じ、かつ社会に対 して奉仕する

心は清く寛く豊かでなければならないと同時に社

会の良き指導者 とならなければならず、それ故、

期待される□―タ リアンとなるための人間向 上

は各人の人間的道義責任であるとの考えに基づく

第
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宣 誓

私は ロ ータリー精神 を学び 好 意 と友情 を深めなが ら

奉仕の理想を求めて

名古屋東南 ロータリークラブに

入会することを誓います

平成 2 2 年2 月 2 3 H

会貝

入会認定証

伝統ある名古屋束南ロータリークラブにご入会おめでとうご

ざいます。

ロータリーは、相手の身になって考え行動 し、特にド1分の職

業の倫理を高めて、より良い明日の社会を築こうという志を同

じくする者の集まりです。

本日、貴方は、このロータリーの基本精神を全面的に受け容

れ、奉仕の道に献身すべきことを誓約されました。

よって、ここに、会真一同、心から、この入会を歓迎 し、こ

の大会認定証を授与 します。

平成  年   月   日

君

名古屋東南ロータリークラブ

会長
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標 準 □― タ リー ク ラブ定 款 (抄 )

手続要覧 200 7年 版

第 1条  定 義 (略 )

第 2条  名 称本会の名称は、     □ 一タリークラブとする。

第 3条  ク ラブの所在地域

本クラブの所在地域は、次の通 りとする。

第 4条  綱 領

□―タ リーの綱領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓

吹 し、これを育成 し、特に次の各項を鼓吹、育成することにある。

第 1 奉 仕の機会として矢□り合いを広めること。

第 2 事 業および専門職務の道徳的水準を高めること。あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認

識を深めること。そ して□一タ リアン各自が業務を

通 じて社会に奉仕するために、その業務を品位あら

しめること。

第 3 □ 一タ リアンすべてが、その個人生活、事業生活お

よび社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

第 4 奉 仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人

の世界的親交によつて、国際間の理解と親善と平禾□

を推進すること。

第 5条  囲 大奉仕部門

□一タ リーの四大奉仕部門は、本□―タ リー ・クラブの活動の

哲学的および実際的な基準である。

1.奉 仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能

を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に

関わるものである。

2.奉 仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職

種の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重され
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るべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる

中で奉仕の理想を生かしていくという目的を持つもので

ある。会員の役害」には、□一タ リーの理念に従 つて自分

自身を律 し、事業を行うことが含まれる。

3.奉 仕の第二部門である社会奉仕は、クラブの所在地域ま

たは行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、

時には他と協力 しながら、会員が行うさまざまな取 り組み

から成るものである。

4.奉 仕の理想の第四部門である国際奉仕は、書物などを読

むことや通信を通 じて、さらには、他国の人々を助けるこ

とを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェク トに協

力することを通 じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、

願 い、問題に対する認識を増うことによって、国際理解、

親善、平和を推進するために、会員が行う活動からなるも

のである。

第 6条  会 合 (略)

第 1節 一lp l会

(a )日およびB寺間 本 クラブは、毎週 1回 、細則に定められた固

およびB寺間に、定期の会合を開かなければならない。

( b ) ・
・ ・

( C ) ・
・ ・

第 2節 一年次総会 役 員を選挙するための年次総会は、漁日貝」の定

めるところに従い、毎年 1 2月 3 1日 までに開催されなけれ

ばならない。

第 7条  会 員身分

第 1節 一全般的資格条件 本 クラブは、善良な成人であつて、職

業上、および (または)地 域社会において良い世評を受けて

ている者によつて構成されるものとする。

第 2節 一種類 本 クラブの会員の種類は次の 2種 類、すなわち、

正会員および名誉会員とする。
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第 3節 ―正会員 R I定 款第 5条 第 2節 に定められた資格条件を

有する者は、これを本クラブの正会員に選がことができる。

第 8 節 ・・・

第 8条  職 業分類

第 1節 一一般規定

(a )主な活動。各会員はその事業、専門職務、または社会奉仕の

種類に従って分類されるものとする。

(b )・・・

第 2節 一待」限 5名 またはそれ以上の正会員がいる職業分類から

は、正会員を選出 してはならない③ただし、会員数が 51名

以上のクラブの場合は、同一職業分類に属する正会員がクラ

ブ正会員の 10パ ーセン トよ り多くならない限 り、その職業

分類の下に正会員を選出することができる。・・・

第 9条  出 席

第 1節 ―一般規定

各会員は本クラブのlp l会に出席するべきものとする。会員

が、あるlp l会に出席 したものとみなされるには、そのlp l t t B寺

間の少なくとも 60パ ーセン トに出席するか、または、会合

出席中に不意にその場を去らなければならなくなった場合、

その後その行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を

提示するか、または、次のような方法で欠席をメークアップ

しなければならない。

(a ) l p l会の前後 14日 間 l f l会の定la lのB寺の前 14日 または後 14

日以内に、

(1 )他の□一タ リー ・クラブまたは仮クラブのlp l会の少なくとも

60パ ーセン トに出席すること。または、

( 2 ) ・
・ ・
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( 7 )クラブのウェブサイ トを通 じて、平均 30分 の参カロが義務づ

けられた相互参カロ型の活動に参カロすること。

会員が 14国 以上にわたり海外で旅行 している場合、会員が

旅行中他国でlp l会に出席するならば、メークアップ期間に拘

束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席 した

lf l会のメークアップとして有効とみなされる。

(b )・・・

第 2節 一転勤による長期の欠席

第 3節 ―出席規定の免除 次 のような場合、出席規定の適用は免

除されるものとする。

(a )理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、

正当かつ十分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。

(b )一つまたはいくつかの□一タ リー ・クラブの□一タ リー歴と

会員の年齢の合計が 85年 以上であり、さらに出席規定の適

用を免除されたい希望を、書画をもつて、クラブ幹事に通告

し、理事会が承認 した場合。

第 4節 ― RI役員の欠席

第 5節 ―出席の記録 本 条第 3節 (b )または第 4節 の下に出席規

定の適当を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使

う会員数に含まれない。

第 10条  理 事および役員

第 1節 ―管理主体 本 クラブの管理主体は、細貝」の定めるところに

よつて構成される理事会とする。

第 2節 一権限 理 事会は全役員および全委員会に対 して総括的支配

力を持つものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷

免することができる。

第 3節 一理事会による最終決定 ク ラブのあらゆる事項に関する理

事会の決定は最終であつて、クラブに対 して提訴する以外には

これを覆す余地はない。 しかしながら ・・・

第 4節 一役員 ク ラブの役員は、会長、会長エ レク ト、1名 または

- 175 -



数名の目」会長、幹事、会計、および会場監督とする。このうち、

会長、会長エ レク トおよび富」会長は、全員理事会のメンバーと

する。また、幹事、会計および会場監督は、細則の定めるとこ

ろに従 って、理事会のメンバーであっても、またそうでなくて

もよい。

第 5節 一役員の選挙

( a )会長を除く役員の任期 各 役員はクラブ細貝」の定めるところ

に従つて選挙されるものとする。会長を除き、各役員は選挙

された直後の ワ月 1日 に就任 し、選挙された任期中または後

任者が選挙されかつ適格となるまで在任するものとする。

( b )会長の任期 会 長は細則の定めるところに従つて、就任する

国の直前 1 8カ 月以上 2年 以内に選挙されるものとし、選挙

された時点から会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミ

ニーは、会長として就任する前の年度の ワ月 1日 に、会長工

レク トの役職名が与えられるものとする。・・・

( C ) ・
・ ・

第 11条  入 会金および会費

すべての会員は、細則の定める入会金および年会費を納入 し

なければならない。ただし ・・・

第 12条  会 員身分の存続

第 1節 一期間

第 2節 ―自動的終結

第 3節 一終結一会費不払

第 4節 一終結―欠席

第 5節  他 の原因による終結

第 10節 ――B寺保留

第 13条  地 域社会、国家、および国際問題

第 1節 一適切な主題 地 域社会、国家および世界の一般福祉にか

かわる公共問題の功罪は、本クラブの会員にとって関心事で
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あり、会員の啓蒙となり各自が自己の意見を形成するうえで、

クラブ会合における公正かつ理解を深める研究および討議の

対象として適切な主題というべきである。 しかしながら、ク

ラブはいかなる係争中の公共問題についても意見を表明 して

はならない。

第 2節 一支持の禁止

第 3節 一政治的主題の禁止

(a )決議および見解 本 クラブは、政治的性質を持 つた世界問題

または国際政策に関して、討議ないし見解を採択 したり配布

したりしてはならない。またこれに関して行動を起こしては

ならない。

(b )嘆願 本 クラブは政治的性質を持 つた特定の国際問題の解決

のために、クラブ、国民、政府に対 して嘆願 してはならない。

また書状、演説、提案を配布 してはならない。

第 4節 一□一タ リーの発祥を記念 して □ 一タ リーの倉」立記念 固

(2月 23日 )の 週は、世界理解と平禾□週間とB乎称する。この

1週 間は、本クラブは□一タ リーの奉仕活動を視い、これま

での業績を振 り返 り、地域内と世界中で、平不□、理解、親善

のためのプログラムに重点を置く。

第 14条  □ ―タ リーの雑誌

第 15条  細 領の受諾と定款 ・細則の遵守

会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示

された□一タ リーの原則を受諾 し、本クラブの定款 ・糸日貝」に従

い、その規定を遵守 し、これに拘束されることを受諾するもの

とする。そ してこれらの条件の下においてのみ、会員は、本ク

ラブの特典を受けることができる。各会員は、定款 ・糸日貝」の印

刷物を受け取 つたかどうかにかかわらず、定款 ・細則の条項に

従うものとする。

第 16条  仲 裁および調停

拝51ワ:黒 孫日貝」
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第 1

第 1

第

本クラブは、RIの 定款 ・細貝」、RIに よって管理上の地域単

位が認められている場合には、その手続規貝」、および本定款と

矛盾 しない細貝」を採用 しなければならない。細只」は、本クラブ

の管理のために、更に追カロ規定を設けるものとする。同糸日貝」は、

細則中に定められているところに従 つて時々改正することがで

きる。

8条  解 釈の仕方

9条  改 正

1節 一改正の方法 本 条第 2節 に規定されている場合を除き、

本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。その方式に

ついては、RI細貝」の改正について同細則で定めているものと

同じとする。

2節 一第 2条 と第 3条 の改正 定 款の第 2条 (名称)お よび

第 3条 (クラブの所在地域)は 、定足数を満たした数の会員

が出席 した本クラブのlpl会においていつでも、出席 している

全投票会員の最低 3分 の 2の 賛成投票によって、改正するこ

とができる。ただし、当該改正実の通告が、これを議するlpl

会の少なくとも 10日 前に、各会員に郵送されなければなら

ない。そ してさらに、かかる改正は、RI理事会に提出してそ

の承認を求めなければならない。その承認があって初めてそ

の改正は効力を発するものとする。ガバナーは、提出された

改正案に関して RI理事会に意見を提出することができる。

第
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国 際 □ ― タ リー
定 款 (抄 )

手続要覧 2007年 版

第 1条  定 義

本条の語句は、国際□一タ リー定款細貝」で使われる場合、他

に明確に規定されない限り、次の意味をもつものとする。

1.理 事会 1国際□一タ リー理事会

2.ク ラブ !□―タ リー ・クラブ

3.会 員 i名誉会員以外の□―タ リー ・クラブ会員

4.年 度 :7月 1日 に始まる 12カ 月間

5.RI!国 際□―タ リー

6.ガ バナー :□―タ リー地区ガバナー

第 2条  名 称および1生格

本組織体の名称は国際□―タ リーとする。RIは全世界の□一

タ リー ・クラブの連合体である。

第 3条  目 的

RIの 目的は、

(8)□一タ リーの細領を推進するようなプログラムや活動を追求

している RIカロ盟クラブや RI地 区を支援すること

(b)金世界にわたって、□一タ リーを奨励 し、助長 し、拡大 し、

そ して管理すること。

(C)Rの 活動を調整 し、全般的にこれを指導すること

第 4 条 孫岡領

□一タ リーの細領は、有益な事業の基礎として奉仕の理想を

鼓吹 し、これを育成 し、特に次の各項を鼓吹、育成することに

ある。

第 1  奉 仕の機会として矢□り合いを広めること。

第 2  事 業および専門職務の道徳的水準を高めること。あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認

識を深めること。そ して□一タ リアン各自が業務を

通 じて社会に奉仕するために、その業務を品位あら
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しめること。

第 3 □ ―タ リアンすべてが、その個人生活、事業生活お

よび社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

第 4 奉 仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人

の世界的親交によって、国際間の理解と親善を平禾□

を推進すること。

第 5条  会 員

第 1節 ―構成。RIの会員は本定款および糸日貝」に定められた義務

をたゆまず遂行するクラブをもつて構成されるものとする。

第 2節 ―クラブの構成

(a )クラブは善良な成人であつて、職業上良い世評を受けている

正会員によって構成されるものとする。

(1 )一般に認められた有益な事業または専門職務の持主、共同経

営者 (パー トナー)、法人役員または支配人であるか、または、

(2 )一般に認められた有益な事業または専門職務あるいはその地

方代理店または支店において、裁量の権限ある管理職の重要

な地位にあること、または、

(3 )本サブセクションのサブサブセクション (1 )ま たは (2 )に

挙げたいかなる地位からも退職 していること、そ して以上い

ずれの場合も、その事業場、またはその住居がそのクラブの

所在地域内、もしくはその周辺地域にあることを要する。ク

ラブの所在地域外、もしくはその周辺地域外へ移転する正会

員は、理事会が承認 し、さらに同会員がクラブ会員身分のす

べての条件を弓|き続き適えている場合、その会員身分を保持

できる。

(b )各クラブは、一事業または専門職務に偏らない均衡の取れた

会員身分を有 しなければならない。5名 またはそれ以上の正

会員がいる職業分類からは、正会員を選出 してはならない。

但 し、会員数が 51名 以上のクラブの場合は、同一職業分類

に属する正会員がクラブ正会員の 10パ ーセン トより多くな
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らない限り、その職業分類の下に正会員を選出するすること

ができる。喜1退した会員は、その職業分類に属する会員総数

に含めてはならない。選出によってクラブ会員の身分が職業

分類の待」限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍

会員または元クラブの会員の職業分類は、正会員に選出され

ることを排除するものであつてはならない。会員が職業分類

を変更した場合、クラブは、これらの制限にかかわらず、同

会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することができ

る。

(C ) R I細則は、□一タリー ・クラブの会員種類を正会員および

名誉会員とB乎がと規定し、その各々に対する資格条件を定め

るものとする。

(d )「クラブ」という語が不穏当な意味をもつ国々のクラブは、

RI理事会の承認を得て、名称にクラブという語を使うには

及ばない。

第 3節 一定款および細貝」の承認。RIカロ盟認証状を与えられ、こ

れを受理 したクラブは、すべて、それによって RIの本定款

および細貝」ならびにその改正規定を受諾し、承認し、そして

法律に反しない限り、万事これによって拘束され、それらの

規定を忠実に遵守することを承諸するものとする。

第 4節 ―lp l t t。本定款もしくは RI細貝」の諸規定または標準クラ

ブ定款にもかかわらず、理事会は試験的プロジェク トとして、

クラブの定款の諸規定が RI定款または糸日貝」に合致 しないク

ラブのカロ盟を承認し、または再編成を許可することができる。

この種のクラブはその上限数を 20 0と する。この試験的プ

ロジェク ト実施期間は、6年 を上限とする。このような試験

的プロジェク トが完了した際、RIカロ盟の承認、または再編成

の許可を得たすべてのクラブの定款は、その時点で効力を持

つ標準クラブ定款でなければならない。
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国 際 □ ― タ リー
細 則 (抄 )

手続要覧 20 0 7年 版

第 13条  ガ バナーの指名と選挙

13 . 0 1 0 .ガ バナー ・ノミニーの選出

13 . 0 2 0。ガバナーの指名手続

13 . 0 3 0 .郵 便投票によるガバナーの選出

13 . 0 4 0 ,郵 便投票の書式

13 . 0 5 0 .ガ バナー 。ノミニーの証明

13 . 0 6 0 .ガ バナー 。ノミニーの拒否または一日寺保留

1 3 . 0 7 0 .牛寺別選挙

1 3 . 0 1 0 .ガ バナー ・ノミニーの選出

地区は、ノミニーをガバナーとして就任する国の直前 2 4カ 月

以上 3 6カ 月以内に選出するものとする。理事会は、正当かつ

十分な理由により、本節の期 日を延長する権限を有するものと

する。ガバナー ,ノ ミニーが選挙されるのは、国際協議会で研

修を受ける□―タ リー年度の直前 □―タ リー年度に開催され

る R I国際大会である。このようにして選出されたノミニーは、

ガバナー ,エ レク トとして 1年 の任期を務めてから、選挙後の

暦年の 7月 1日 に就任するものとする。

1 3 . 0 2 0。ガバナーの指名手続

1 3 . 0 2 0 . 1 .ガバナー ・ノミニーの選出方法

R I B I内の地区を除き、地区は、ここに規定されている指名委

員会の手続き、あるいは第 1 3 . 0 3 0節および 1 3 . 0 4 0節に規定

されている郵便投票、あるいはその代わ りに、1 3 . 0 2 0 . 1 3項

に規定されている地区大会のいずれかの方法によつて、ガバ

ナー ・ノミニーを選出するものとする。その選択は、出席 し、

投票 しているクラブの選挙人の過半数票によつて地区大会で採

択された決議案によつて決定されるものとする。

1 3 . 0 2 0 . 2 .ガバナーの指名委員会
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ガバナー ・ノミニーの選出に指名委員会の手続きを採用する地

区においては、指名委員会は、ガバナー 。ノミ二十として求め

うる最上の候補者を探 し出し、推薦する任務を負うものとする。

指名委員選出方法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に

出席 し、投票するクラブ選挙人が採択 した決講により決定され

る。但 し、このような職務権限は、本細貝」と矛盾 してはならない。

1 3 . 0 2 0。3 .指 名委員会手続を採択できなかつた場合

ガバナー ・ノミニー選出のために指名委員会の手続きを採用 し

たにもかかわ らず、指名委員を第 1 3 . 0 2 0 . 2 .項に定める通 り

に選出できなかった地区は、現在も当該地区内のクラブ会員で

ある、最近の 5人 の元ガバナーを指名委員として活用するもの

とする。このように構成された委員会は、第 1 3 . 0 2 0 .節に従つ

てその務めを果たすものとする。このような元ガバナーが 5名

いない場合、R I会長が、委員の数を 5人 とするために、その

地区の適任者を指名委員に任命するものとする。

1 3 . 0 2 0 . 4 .クラブからガバナー ・ノミニーを提案

指名委員会の手続きによつて、または、地区大会においてガバ

ナー ・ノミニーを選出する地区においては、ガバナーは、クラ

ブに対 して、ガバナー指名案を提出するよう要請するものとす

る。指名委員会の手続きが使われる場合、この推薦は、ガバナー

が定め、通矢□した期 日までに指名委員会に受理されたなら、審

議されるものとする。この通矢□は、推薦書が指名委員会に受理

される期 日の少なくとも 2カ 月前に地区内クラブに送付されて

なければならない。その通矢□には、推薦書の送付先が記載され

ていなければならない。この推薦は、候補者を推薦するクラブ

のl p l会で採択された決議という形式で提出されなければならな

い。この決議は、クラブ幹事によつて正式に証明されなければ

ならない。クラブは、自クラブに所属する会員を 1名 だけがガ

バナーノミニーに推薦できる。

1 3 . 0 2 0 . 5 .委員会による最適任の□―タ リアンの指名
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ガバナー指名委員会がその選択を行うに当たっては、その選択

の範囲は地区内クラブによって提案された指名に限定されるも

のではない。 しかし、ガバナー職の任務を遂行するのに得られ

る限 りの最適任の候補者を指名するものとする。

13 . 0 2 0 . 6 .指名の公表

指名委員会は、選出した候補者をガバナーに報告する。ガバナー

は、次に、そのノミニーの氏名と所属クラブを地区内クラブに

公表するものとする。

1 3 . 0 2 0 . 7 .委員会がノミ二十を選出できなかった場合

指名委員会が候補者選出において合意に達することができない

場合、第 1 3 . 0 4 0。節に規定されているように、郵便投票でガ

バナー ・ノミニーを選挙するものとする。あるいは、指名委員

会に推薦されている候補者の中から第 1 5 . 0 5 0 ,節に従 って地

区大会でガバナー ・ノミ二十を選ぶものとする。

13,020 . 8 .対 抗候ネ甫者

当該年度の初めの時点で設立から少なくとも 1年 が経過 してい

る地区内クラブは、ガバナー ・ノミ正一の対抗候補者を推薦す

ることができる。年度初めの時点で設立からまだ 1年 が経過 し

ていないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であることを

条件に、対抗候補者を推薦することができる。対抗候補者は既

に指名委員会に対 して正式に推薦されている者でなければなら

ない。対抗候補者の氏名は、クラブlFl会で採択された決議に従っ

て提出 しなければならない。クラブは、ガバナーの定める期 日

までに、決議をガバナーに提出しなければならない。その期 日

は、指名委員会によるガバナー ・ノミニー選出公表から少なく

とも 2週 間後とする。

13.020 . 9 .対抗候補者への同意

前記のように対抗候補者が提案された場合、ガバナーは、RI所

定の書式によって全クラブに対抗候補者の氏名を通矢□する。ガ

バナーは、この対抗に同意するかどうかクラブに尋ねるものと
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する。対抗者に同意する場合は、クラブは、lpl会で採択 したク

ラブ決議を提出 しなければならない。この決議書は、ガバナー

の定める日までに、ガバナーに提出しなければならない。地区

内の、年度初めにおいて設立から少なくとも 1年 が経過 してい

る少なくとも他の 5つ のクラブ、または年度初めにいて少なく

とも 1年 が経過 しているクラブの年度初めにおけるクラブ総数

の 10パ ーセン ト、このうちいずれが多い数の同意を得た対抗

候補者のみが有効とみなされる。

13.020 . 1 0 .対 抗候補者がいない場合

定められた期限までにそのような対抗候補者の指名を受理 しな

かつた場合には、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者を

ガバナー ・ノミニーと宣言するものとし、締切期限より 15日

以内に地区内全クラブにその旨宣言 しなければならない。

13.020 . 1 1 .対 抗候補者の指名

定められた期限までに対抗候補者の指名を地区内のクラブから

ガバナーが受け取 つており、そ して対抗候補者指名がその期限

当日を含みその期限当日から 15日 の期間が満了するまで有効

である場合、ガバナーは地区内の金クラブにその旨を通達 しな

ければならない。この通達には、各対抗候補者の氏名とその資

格条件が含まれ、候補者について郵便投票または地区大会で選

ばれる旨明記されていなければならない。

13.020 . 1 2 .対 抗候補者の指名が有効でない場合

上述の 15日 が経過 したときに、対抗候補者の指名が全部効力

を失 つていたならば、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補

者をガバナー ・ノミ二十と宣言する。ガバナーは、15日 以内

にこのノミ二十を地区内全クラブ通達 しなければならない。

13.020 , 1 3 .地 区大会において投票でガバナー ・ノミ二十を選ぶ場合

地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うこ

とになる。2票 以上の投票権を有するクラブの票は、そのよう

なクラブから無効票であると考えられる票がない限 り、すべて
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同じ候補者に投 じられるものとする。

1 3 . 0 3 0 .郵便投票によつてガバナーを選出

1 3 . 0 3 0 . 1項の下に事情がそれを必要とするか、も しくは理事

会の許可を得た場合は、地区は、指名委員会の力を借 りずに、

ガバナー ・ノミニーを郵便投票によって選がことができる。

13 . 0 3 0 . 1 .手続

ガバナーは、地区内クラブの幹事に対 して、ガバナー指名の公

式要請を郵送 しなければならない。すべて指名は書l E lによるこ

ととし、クラブは、ガバナー ・ノミニーの候補者として自クラ

ブに属する会員をのみ推薦することができる。その書面は、ガ

バナーの定める期限までにガバナーに受理されることを要す

る。ただしその期限は、公式要請発行日より少なくとも 1カ 月

後でなければならない。クラブから推薦された候補者が 1名 の

みの場合は投票を要 しないものとし、ガバナーはその候補者を

ガバナー ・ノミ二十として公表するものとする。

1 3 . 0 3 0 . 2 . 2名以上の候補者がクラブから指名された場合。

候補者が 2名 以上ある場合、ガバナーは、このような候補者
一人一人の氏名と資格条件を地区内の全クラブに通矢□し、ガバ

ナー ・ノミニー候補者全員が郵便投票において票決に付される

ことになる。

13.040,垂 B便投票の書式

13.040 . 1 .ク ラブの投票

各クラブは、少なくとも 1票 を投 じる権利を有する。会員数

25名 を超えるクラブは、25名 ごとに 1票 、または端数が 13

名以上の場合、さらに 1票 の書」合で投票権を有するものとする。

この会員数は、投票の行われる期 国に先立つ、直前の半期人頭

分担金支払期 日における会員数に基づくものとする。但 し、RI

のカロ盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、

投票に参カロする権利がないものとする。クラブが 2票 以上を投

じる権利を有する場合、そのクラブはすべての票を同じ候補者
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に投 じるものとする。クラブが票を投 じる候補者の氏名は、ク

ラブの幹事および会長が確証 し、所定の封印された封筒に入れ

てガバナーに送付するものとする。

13 . 0 4 0。2 .選 挙管理委員会

ガバナーが、投票集計の場所、期 日、時間を決定、発表 し、選

挙管理委員会を任命するものとする。委員会は 3人 の委員に

よつて構成され、投票場の手配をし、その他、投票用紙の有効

1生の有無と集計の責任を負う。投票用紙の有効1生の確認は、投

票用紙の集計 とは別個に行うものとする。選挙管理委員会は、

投票用紙の守秘等、必要とされる他の手配をする。また、候補

者はまたはその代理人が、投票の集計に立ち会えるよう手配す

るものとする。各クラブからの票が入 つた封印された封筒はす

べて、候補者あるいはその代理人の立会いのもとに、開封され

るものとする。

13 . 0 4 0 . 3 .過半数または同数の投票

投票の過半数を得た候補者が、その地区のガバナー ・ノミニー

と宣言されるものとする。・・・・。

13 . 0 4 0 . 4 .選挙管理委員会の報告

選挙管理委員会は、候補者の 1人 が過半数の票を獲得すると、

直ちに、この投票結果を、ガバナーに報告 しなければならな

い。報告書には、各候補者の得票数も記載されなければならな

い。ガバナーは投票結果を各候補者に速やかに連絡するものと

する。選挙管理委員会は、ガバナーから候補者に投票結果が告

げられてから 15日 間、投 じられた投票すべてを保管するもの

とする。その間、クラブ代表者がいつでも点検できるようにす

るものとする。その後、同委員会の委員長が、この投票用紙を

破棄するものとする。

13 . 0 5 0 .ガ バナー ・ノミニーの証明

ガバナーは、ノミニーの宣言後 10日 以内にガバナー。ノミニー

の氏名を事務総長に書式で証するものとする。
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1 3 . 0 6 0 .ガ バナー ,ノ ミニーを拒否または一時保留

13 . 0 6 0 . 1 .資格条件に欠ける場合

13 . 0 6 0 . 2 .指名の一時保留

13 . 0 6 0 . 3 .ノミニーを拒否

13 . 0 7 0 .牛寺則選挙

地区がガバナー ,ノ ミニーを選出できなかつた場合、もしくは

ガバナー ・ノミニーが選挙される資格を喪失 した場合、そ して

国際大会における役員の年次選挙に先立って、その地区が別の

ノミニーを選出 しなかった場合、ガバナーが、第 1 3 . 0 2 0 .節

に従 つて指名手続を再度踏むものとする。・・いずれの場合も、

理事会が指名された□―タ リアンをガバナー ・エ レク トとして

選挙するものとする。・・・。
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― □―タリーの心と形 ―

RI第2760地 区日―タリー愛知82

2008年 度ガバナー

片山 主水




